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第1章:計画策定の趣旨

第1章計画策定の趣旨
ー1

｝1計画の位置付け
ー一四一二一F■一ヨーューーーーロロコューー

本計画は、「老人福祉法｣、「介護保険法」の規定に基づき、老人福祉計画および介

護保険事業計画を一体的に構成したもので､高齢者に関する各種の保健福祉事業や平

成12年度から始まった介護保険制度の円滑な実施に関する総合的な計画として､取り

組む課題を明らかにし、目標などを定めたものです。

本計画は、平成24年2月に策定した計画（計画期間：平成24年度～26年度）を

見直し、新たに策定するものです。

口

(2計画の期間｝2計画の期間

本計画の期間は、平成27年度（2015年度）から平成29年度（2017年度）までの3年

間です。

定めた計画内容については毎年度、達成状況を点検し、横須賀市社会福祉審議会福

祉専門分科会および横須賀市介護保険運営協議会に計画の進行状況などを報告し､幅

広い意見をいただきながら､進行管理を行います｡

図表1計画の期間

21年度’22年度

訓
23年度’24年度’25年度’26年度’27年度’28年度’29年度
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第1章;計画策定の趣旨

3計画への市民意見の反映

（1）アンケート調査
」

計画策定の基礎資料とするため、平成25年度に要介護･要支援認定を受けていない

高齢者および介護保険サービス利用者を対象としてアンケート調査を実施しました。
a

また、介護保険事業者にもアンケート調査を実施し、実態把握を行いました。

ひ

①横須賀市高齢者福祉に関するアンケート調査

対象者：要介護・要支援認定を受けていない高齢者1,600人

実施期間：平成25年11月～12月

回答数：1,056人（回収率:66．0％）」

②横須賀市介護保険に関するアンケート調査

対象者：要介護・要支援認定を受けている高齢者2,000人

実施期間：平成25年11月～12月

回答数:､1,086人（回収率：54．3％）

（内訳）：要介護・要支援認定の別

・要介護認定を受けている高齢者790人

・要支援認定を受けている高齢者296人

施設サービス・居宅サービス利用の別

・施設サービスを利用している高齢者225人

・居宅等サービスを利用している高齢者861人

③介護従事者アンケート調査

対象者：市内介護事業所に正規職員として就業している下記の人756人

。特別養護老人ホームケアワーカー

・介護老人保健施設ケアワーカー

・居宅介護支援事業所職員

・訪問介護事業所職員

・認知症対応型共同生活介護事業所職員

・地域包括支援センター職員

実施期間：平成26年1月

回答数：460人（回収率：60‘8％）

⑨

巳
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第1章:計画策定の趣旨

（2）横須賀市社会福祉審議会福祉専門分科会等

計画の策定に当たっては、公募の市民、保健・医療・福祉関係者、学識経験者によ

り構成された｢横須賀市社会福祉審議会福祉専門分科会｣において検討を行いました。

｢横須賀市介護保険運営協議会」等からも意見を聞きました。また、

ロ
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五

ロ
｝
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第2章:高齢者を取り巻く状況

第2章高齢者を取り巻く状況

1横須賀市の高齢者の現状
『

昭和20年から平成の初めまで、日本の人口増加に伴い、本市の市街地は郊外に拡散

し、丘の上や沿岸部には住宅団地や大規模な新市街地が開発整備されてきました。

しかし、今日では子どもが独立し、高齢となった夫婦やひとり暮らしの高齢者の住

まいが､高台にある住宅団地や日常生活に負担のある谷戸地域に目立つようになって

います。

（1）高齢者人口
〆

本市の総人口は､平成4年以降年々減少していますが､高齢者人口は増加を続けも

総人口に占める割合も高まっています。

区分

総人口

年少人口
(0～14歳）

生産年齢人口
(15～64歳）

高齢者人口
(65歳以上）

図表2年齢3区分の推移

平成7年
(1995年）

432,193人
100.0％

61,165人

14.2％

310,247人

71.8％

60,725人

14.1％

平成12年
(2000年）

428,645人
100.0％

56,940人

13.3％

296,241人

69.1％

74,760人
17.4％

平成17年
(2005年）

426,178人

100.0％

55,085人

12.9％

281,732人
66.1％

89,292人
21.0％

※総人口には年齢不詳を含むため、3区分の計と一致しません。

ｰ

－4－

(各年10月1日）

平成22年
(2010年）

418,325人

100.0％

51,670人

12.4％

261,078人

62.4％

105,576人
25.2％

資料：国勢調査



2章:高齢者を取り巻く状況

(2)‘高齢者のいる世帯の状況

平成22年10月1日現在の横須賀市内の総世帯数は約16万4,000世帯です｡そのうち

高齢者のいる世帯は約7万世帯で、全体の約43％を占めています。

また､高齢者のいる世帯に占める「単独世帯」や「夫婦のみの世帯」も増加の傾

向を示しており、地域での見守りや生活支援などの支え合いが必要です。

豆

図表3世帯の状況

(各年10月旧）
ヲ

I

資料：国勢調査
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区分
平成7年

(1995年）

平成12年

(2000年）

平成17年

(2005年）

平成22年

(2010年）

総世帯数 147,883世帯 156,316世帯 160,945世帯 164,362世帯

一世帯当たり人員

『
》

2.85人 2.68人 2.57人 2.46人

高齢者のいる世帯数 43,905世帯 52,959世帯 60,967世帯 70↑067世帯

(高齢者のいる世帯の割合）

単独世帯

(総世帯数に対する割合）

(高齢者のいる世帯数に対する割合）

夫婦のみの世帯

(総世帯数に対する割合）

(高齢者のいる世帯数に対する割合）

(29.7％）

7,566世帯

(5.1％）

(17.2％）

11,924世帯

(8.1％）

(27.2％）

24,415世帯

(16.5％）

(55.6％）

(33.9％）

10,998世帯

(7.0％）

(20.8％）

15,981世帯

(10.2％）

(30.2％）

25,980世帯

(16.6％）

(49.1％）

(37.9％）

13,659世帯

(8.5％）

(22.4％）

19,292世帯

(12.0％）

(31.6％）

28,016世帯

(17.4％）

(46.0％）

(42.6％）

17,374世帯

(10.6％）

(24.8％）

22,491世帯

(13.7％）

(32.1％）

30,202世帯

(18.4％）

(43.1％）



第2章:高齢者を取り巻く状況

（3）アンケート調査結果から見る高齢者の状況

ここでは、平成25年度に実施した「高齢者福祉に関するアンケート調査」と「介

護保険に関するアンケート調査」の結果をもとに高齢者の状況を表します。

①高齢者の世帯構成

「ひとり暮らし高齢者」および「高齢者のみの世帯」の占める割合が、全体の過

半数を超えています。

8

今

図表4高齢者の世帯構成
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資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）

②日中の状況

高齢者の住まいの日中の状況では、約3割の人が、日中、家には自分のほかに誰

もいないと回答しています。

図表5日中の住まいに、自分のほかに誰かいるか

JllllllJlll蓋鴛霞｜
管更､三篭圖蕊蕊譲臺｜圏

｜ ｜ ｜｜｜’｜｜’

無効･無回答
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09％
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資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）
弄
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64歳以下の家族と同居の世帯

“8人

42.4％

高齢者のみの世幣

429人
40.6％



謂2章:高齢者を取り巻く状況

③日常生活について

日常の過ごし方については､友人や家族と過ごす時間が最も多く、次に個人やサ

ークルでの趣味の活動時間となっています。

図表6日常の過ごし方（複数回答）

1 1111

篤詞54友人･知人とのつきあい

夫婦や家族とのだAらん

個人で行う趣味の活動

趣味のサークルやｸﾗブ活動

仕事

1 ■
一

江

健康に関する集まりやスポーツ活動

町内会､自治会活動

学習や教養を高めるための活動

老人ｸﾗプや老人会の活動

NPO・ボランティア活動

特にない

無効･無回答

ノ

一D UO UO

01m2m3m4”5”

資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）
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第2章:高齢者を取り巻く状況

④心配ごと・悩み

現在の心配ごと・悩みでは、「自分の健康や病気について｣、「同居家族の健康や

病気について」および「自分の介護について」の回答が多くなっています。

図表7今の心配ごと（複数回答）
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’40
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－｢-｣2451
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資料：介護保険に関するアンケート結果より作成（回答者数1,086人）

高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）
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第2齢者を取り巻く状況
〆

また、困ったときの相談相手は、「夫・妻｣、「子・孫」の回答が多くなっていま

すが、要介護・要支援認定を受けている人は「介護職員」との回答も多くなってい

ます。

図表8困ったときの相談相手（複数回答）

H1HlOIO＆

子･孫 687
己

夫･妻

介護職員(ヘルパー・

ケアマネジャーなど）

その他の親族

友人

近所の人

民生委員

市役所･行政センター

その他

糖にいない

無効･無回答

■

’

0！ユCO2CO3CO4CO5”60o7α〕

資料：介護保険に関するアンケート結果より作成（回答者数1,086人）
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市役所･行政センター
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地域包括支援ｾﾝﾀｰ

その他

欄こいない

無効･無回答

｜
’
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’
｜

｜’

ず

O エCD2003CO4005”600700

資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）」
|I

※介護保険に関するアンケートと､高齢者福祉に関するアンケートとでは､選択肢が異なります。
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第2章:高齢者を取り巻く状況

⑤治療中の病気について

複数の疾患で治療を受けている様子がうかがえます｡全体的に｢高血圧症｣、「膝・

関節疾患｣の人が多く見られますが､要介護･要支援認定を受けている人の中では、

「認知症」や「脳血管疾患」の人の割合が高い状況にあります。

図表9現在、治療中の病気（複数回答）
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資料：介護保険に関するアンケート結果より作成（回答者数1,086人）

高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）

－10－



第2章:高齢者を取り巻く状況

⑥健康への心掛け．取り組み

健康を維持するための心掛けとしては｢食事に気をつけている｣、「定期的に受診

している｣、「ウオーキングや体操をしている」の回答が多く、意識的な取り組みが

見られます。

図表10健康への心掛け（複数回答）
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その他
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無効･無回答
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資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）
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第2章:高齢者を取り巻く状況

2横須賀市の介護保険の状況）

（1）要介護・要支援認定者数の推移

各介護度別の要介護・要支援認定者数の推移は、以下のとおりです。

区分

平成23年

9月

平成24年

9月

平成25年

9月

平成26年
毎

9月

要支援1

1,789

10.5

1,696

9．5

1,991

10.4

2,077

10.4

図表11要介護。要支援認定者数の推移

（各月末日現在）（単位；人・％）

要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合 計

1,838 3,974 2,909 2,438 2,149 1,862 16,959
■ ﾛ ﾛ

10.8 23.4 17.2 14.4 12.7 11.0 100.0

1,967 4,346 3，161 2,491 2,330 1,938 17,929

11.0 24.2 17.6 13.9 13.0 10.8 100.0

2,041 4,787 3,367 2,606 2,435 1,938 19,165

10.6 25.0 17.6 13.6 12.7 10．1 100.0

2,246 5,206 3,513 2,601 2,471 1,921 20,035

11.2 26.0 17.5 13.0 12.3 9.6 100.0
I

表中下段は、その時点の要介護・要支援認定者全数に対する各介護度別人数の割合（％）

図表12要介護。要支援認定者数の推移

（各年9月末現在）（単位；人）
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第2章:高齢者を取り巻く状況

（2）介護保険サービス利用状況

介護保険の保険給付（サービス）は、以下のとおりです。

図表13保険給付（介護給付･予防給付）

a

l
r

l

丘

多

巳

－13－

区
分 サービス

予防

給付
サービスの内容

居
宅
介
鍍
サ
ー
ビ
ス
／
介
讃
予
防
サ
ー
ビ
ス

訪問介護

(ホームヘルプ）

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテー

ション

居宅療養管理指導

通所介護

(デイサービス）

通所リハビリテー

ション

短期入所生活介護

(ショートステイ）

短期入所療養介護

(ショートステイ）

特定施設入居者

生活介護

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

住宅改修

居宅介護支援／

介護予防支援

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

訪問介護員（ホームヘルパー）が居宅を訪問し、食事・排せつ・入浴

等の身体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理等の生活援助を行う。

通院等のため、乗降車･移送の介助サービスを提供する事業所もある。

看護職員と介護職員が居宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の援

助を行う。

看護師等が疾患のある利用者の居宅を訪問し、主治医の指示に基づい

て療養上の世話や診療の補助を行う。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が居宅を訪問し、心身機能の

維持回復や日常生活の自立に向けた訓練を行う。

医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が在宅
ノ

で療養していて、通院が困難な利用者の居宅を訪問し療養上の管理や

指導、助言等を行う。

デイサービスセンター等の施設で、食事や入浴等の日常生活上の支援

や、生活機能向上のための機能訓練、口腔機能向上サービス等を日帰

りで提供する。

医療機関や介護老人保健施設等で、食事や入浴等の日常生活上の支援

や、生活機能向上のための機能訓練、口腔機能向上サービス等を日帰

りで提供する。

特別養護老人ホーム等が、介護が必要な人の短期入所を受け入れ、入

浴や食事等の日常生活上の支援や機能訓練等を提供する。

医療機関や介護老人保健施設等が、常に療養が必要な人の短期間の入

所を受け入れ、入浴や食事等の日常生活上の支援や、機能訓練等を提

供する。

指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホーム等が、食事や入浴等の

日常生活上の支援や、機能訓練等を提供する。

指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望およびその生活環

境等を踏まえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整等

を行い、福祉用具を貸与する。

指定を受けた事業者が、入浴や排せつに用いる、貸与になじまない福

祉用具を販売する。

要介護者の心身や住宅の状況から必要と認められた場合、手すりの取

り付け等の住宅改修に対して、20万円を上限に改修費用の9割を給付

する。

介護支援専門員（ケアマネジャー）が、利用者の心身の状況、生活環

境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、その

プランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機

関との連絡・調整を行う。
0



第2章:高齢者を取り巻く状況

図表13（続き）

●

2

●

9

※：予防給付（要支援1．2の人が利用できるサービス）があるもの。

※1：要支援1の人は対象外。

また、それぞれのサービスの利用状況は次ページのとおりです。
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地
域
密
蒜
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
／
地
域
密
着
型
介
渡
予
防
サ
ー
ビ
ス

夜間対応型訪問

介護

定期巡回。随時対

応型訪問介護看謹

複合型サービス

(看護小規模多機

能型居宅介護）

認知症対応型通所

介護

小規模多機能型

居宅介護

認知症対応型共同

生活介護（グルー

プホーム）

地域密着型特定施

設入居者生活介瀧

地域密着型介謹老

人福祉施設入所者

生活介護

※

※

※1

夜間帯に訪問介護員が利用者の自宅を訪問し、排せつの介助や安否確

認などのサービスを行う「定期巡回」と、夜間に急に体調が悪くなっ

た時などに、通報により緊急時の対応を行う「随時対応」の2種類の

サービスを提供する。

定期的な巡回や随時通報への対応など､利用者の心身の状況に応じて、

訪問介謹サービス並びに訪問看護サービスを適宜適切に組み合わせ

て、利用者に必要なサービスを必要なタイミングで提供する。

利用者の選択に応じて､施設への「通い」を中心として、短期間の「宿

泊」や利用者の自宅への「訪問（介護)」に加えて、看護師などによる

｢訪問（看護)」も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との

交流の下で、介護と看謹の一体的なサービスを提供する。

認知症の利用者に対し通所介護の施設（デイサービスセンターやグル

ープホームなど）において、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生

活機能向上のための機能訓練、口腔機能向上サービス等を日帰りで提

供する。

利用者の選択に応じて､施設への「通い」を中心として、短期間の「宿

泊」や利用者の自宅への「訪問介護」を組み合わせ、家庭的な環境と

地域住民との交流の下で、日常生活上の支援や機能訓練等を提供する。

認知症の利用者に対しグループホームにおいて、家庭的な環境と地域

住民との交流の下で、食事や入浴等の日常生活上の支援や機能訓練等

を提供する。

指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホーム等

が、食事や入浴等の日常生活上の支援や、機能訓練等を提供する。

師

指定を受けた入所定員30人未満の介護老人福祉施設（特別養護老人ホ

ーム）が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、食事や入浴等の日

常生活上の支援や、機能訓練等を提供する。

施
設
サ
ー
ビ
ス

介護老人福祉施設

(特別養護老人

ホーム）

介護老人保健施設

介護療養型医療

施設

常に介護が必要な方の入所を受け入れ、食事や入浴等の日常生活上の

支援や、機能訓練等を提供する。

在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自

立した日常生活を送ることができるよう、機能訓練や必要な医療、介

護等を提供する。

長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、入所者が可能な限

り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、機能訓練や必要

な医療、介護等を提供する。
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2章:高齢者を取り巻く状況

図表14介護サービスの利用実績（事業量）
〕
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※「計画」 は、第5期介謹保険事業計画を指す。

－15－
1

区分 単位
平成24年度

計画 実績 計画比

平成25年度

計画 実績 計画比

居宅サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看謹

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

回

回

回

回

件

回

回

日

日

件

件

564,046

37,292

68,533

6,003

32,328

379,952

72,673

155,012

7,680

8,796

49,986

611,891

36,335

63,'120

5,082

36,645

427,259

72,327

126,987

6,341

8,861

53,550

108.5％

97.4％

92.1％

84.7％

113.4％

112.5％

99.5％

81.9％

82.6％

100.7％

107.1％

587,187

38,724

71,268

6,250

33,655

395,743

75,723

157,284

8,011

9,624

52,075

616,844

37,803

74,077

6,505

42,409

450,877

75,824

121,561

6,443

9,736

57,466

105.1％

97.6％

103.9％

104.1％

126.0％

113.9％

100.1％

77.3％

80.4％

101.2％

110.4％

地域密着型サービス

夜間対応型訪問介護

定期巡回。随時対応型

訪問介護・看護

認知症対応型通所介護

認知症対応型

共同生活介護

小規模多機能型居宅介護

複合型サービス（看謹小規

模多機能型居宅介護）

件

件

回

件

件

件

0

0

22,857

7,704

918

0

0

０
◇

26,657

7,494

554

0

0.0％

0.0％

116.6％

97.3％

60.3％

0.0％

0

270

24,969

7,704

1,224

150

0

37

32,258

7,674

677

0

0.0％

13.7％

129.2％

99.6％

55.3％

0.0％

特定福祉用具販売 件 1,512 1,377 91.1％ 1,575 1,467 93.1％

住宅改修 件 985 998 101.3％ 1,024 1,105 107.9％

居宅介護支援 件 93,152 94,866 101.8％ 96,978 101,934 105.1％

施設サービス

介渡老人福祉施設

介護老人保健施設

介謹療養型医療施設

件

件

件

23,868

13,560

1,680

22,843

13,014

1,559

95.7％

96.0％

92.8％

24,936

13,560

1,680

24,172

13,248

1,428

96.9％

97.7％

85.0％
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図表15介護予防サービスの利用実績（事業量）

(単位：件・回・日）

０
９

介護予防

通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介渡

介謹予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者

生活介護

●
９

※「計画」は、第5期介護保険事業計画を指す。
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区分 単位

平成24年度

計画 実績 計画比

平成25年度

計画 実績 計画比

居宅サービス

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防

訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護

件

回

回

回

件

件

件

日

日

件

件

8,344

8

210

143

1,745

16,023

2,392

1,942

40

1,716

4,679

6,768

35

313

101

1,646

15,330

2,115

1,193

6

1,300

4,220

81.1％

437.5％

149.0％

70.6％

94.3％

95.7％

88.4％

61.4％

15.0％

75.8％

90.2％

8,638

8

217

148

1,806

17,102

2,476

1,961

40

1,872

4,844

6,613

32

307

134

1,881

16,604

2,045

812

43

1,354

4,682

76.6％

400.0％

141.5％

90.5％

104.2％

97.1％

82.6％

41.4％

107.5％

72.3％

96.7％

特定介護予防福祉用具販売 件 341 264 77.4％ 353 274 77.6％

介謹予防住宅改修 件 381 405 106.3％ 394 442 11262％

介護予防支援 件 26,708 22,442 84.0％ 27,643 24,402 88.3％

地域密着型サービス

介護予防認知症対応型

通所介護

介護予防認知症対応型

共同生活介謹

介護予防小規模多機能型

居宅介護

回

件

件

84

36

36

14

20

40

16.7％

55.6％

111．1％

87

36

48

0

5

57

0.0％

13.9％

118.8％
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図表16介護サービスの利用実績（給付費）

(単位：千円）
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※端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。

※「計画」は、第5期介護保険事業計画を指す。
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区分
平成24年度

計画 実績 計画比

平成25年度

計画 実績 計画比

居宅サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介霞

11,354,712

2,596,028

454,581

567,104

30,333

244,054

3,020,257

661,879

1,325.782

78,566

1,672,170

703,958

10,461,470

2,586,521

442,737

507,931

29,818

266,458

3,072,608

649,470

1,055,245

66,723

1,659,022

724,937

92.1％

99.6％

97.4％

89.6％

98.3％

109.2％

101.7％

98.1％

79.6％

84.9％

99.2％

103.0％

11,993,253

2,728,546

476,712

595,483

31,891

256,616

3,177,863

696,787

1,358,394

82,763

1,847,688

740,510

11,847,150

2,707,688

460,774

580,204

37,716

304,427

3,416,707

677,863

1,003,208

67,509

1,827,577

763,476

98.8％

99.2％

96.7％

97.4％

118.3％

118.6％

107.5％

97.3％

73.9％

81.6％

989％

103.1％

地域密着型サービス

夜間対応型訪問介唆

定期巡回．随時対応型

訪問介篭・看護

潔知症対応型通所介鰻

認知症対応型共同生活介溌

小規模多機能型居宅介穫

複合型サービス（看篭小規模

多機能型居宅介護）

2,420,710

0

0

258,413

1,968,270

194,027

0

2,336,049

0

0

314,059

1,915,719

106,271

0

96.5％

0.0％

080％

121.5％

97.3％

54.8％

0.0％

2,618‘155

0

541000

285,095

1,987,797

261,263

30,000

2,427,605

0

3,888

344,034

1,953,272

126,411

0

92.7％

0.0％

7.2％

120.7％

98.3％

48.4％

0.0％

特定福祉用具販売 40,088 36,342 90.7％ 42,174 38,098 90.3％

住宅改修 100,711 92,245 91.6％ 105,695 102,721 97.2％

居宅介霞支援 1,318,459 1,334,043 101.2％ 1,386,505 1,418,644 102.3％

施股サービス

介穫老人福祉撞設

介捜老人保健施設

介痩療養型医療施設

10,295,823

6,120,061

3,592,430

583,332

9,647,607

5,753,035

3,368,578

525,994

93.7％

94.0％

93.8％

90.2％

10,682,061

66464,956

3,627,998

589,107

10,059,953

6,145,056

3,437,179

477,718

94.2％

95.1％

947％

81.1％

総計 25,530,503 24,507,757 96.0％ 26,827,843 25,894,171 96.5％
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第2章:高齢者を取り巻く状況

図表17介護予防サービスの利用実績（給付費）

平成24年度

区分
計画 実績 計画比 計画

居宅サービス 957,827 864.967 90.3％ 1,025,060

介護予防訪問介護 138,347 105,953 76.6％ 144,641

介獲予防訪問入浴介護 59 255 432.2％ 68

介霞予防訪問看霞 1,638 2,225 135.8％ 1,709

介護予防
610 644 105.6％ 637

訪問リハビリテーション

介渡予防居宅療養管理指導 13,496 13,212 97.9％ 141107

介護予防通所介謹 541,096 524,746 97.0％ 581,867

94,197 84,231 89.4％ 98,483

11,327 7,711 68.1％ 11,553

238 47 19.7％ 245

138,668 111,483 80.4％ 152,772

18.151 14,460 79.7％ 18,978

地域密着型サービス 10,661 7,405 69.5％ 11,211

介護予防
779 123 15.8％ 814

認知症対応型通所介獲

介護予防
8,641 4,641 53.7％ 8,726

認知症対応型共同生活介護

介護予防
1,241 2,641 212.8％ 1,671

小規模多機能型居宅介護

特定介護予防福祉用具販売 7,854 6,070 7Z3％ 8,211

介護予防住宅改修 43,393 40,996 94.5％ 45,317

介鐘予防支援 124,724 101,674 81.5％ 130,393

総計 1,144,459 1,021,112 89.2％ 1,220,192

※端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。
4

※「計画」は、第5期介護保険事業計画を指す。
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(単位：千円）

平成25年度

実績 計画比

901,963 88.0％

99,530 68.8％

268 394.1％

2,394 140.1％

804 126.2％

14,237 100.9％

567,061 97.5％

78,705 79.9％

5,036 43.6％

390 159.2％

116,854 76.5％

16,683 87.9％

4,753 42.4％

0 0.0％

953 10.9％

3,799 227.3％

6,160 75.0％

46,396 102.4％

110,803 85.0％

1,070,074 87.7％
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（3）介護保険制度の評価

要介護．要支援認定を受けている人に、介護保険制度の満足度を質問したところ、

「満足している｣、「おおむね満足している」と回答した人が51.3％、「不満｣、「やや

不満」と回答した人が13.4％となっています。

また、認定を受けていない人に、「介護保険の制度は将来役に立つか」と質問した

ところ、「役に立つ｣、「ある程度役に立つ」と回答した人が72.5％、「役に立たない｣、

「あまり役に立たない」と回答した人が9.7％となっています。

図表18介護保険制度への満足度

資料：介護保険に関するアンケート結果

より作成（回答者数1,086人）

／介護保険制度の理念

図表19介護保険制度は将来役に立つか

無効･無回答
14人
13％|篇呼薔’

資料：高齢者福祉に関するアンケート結果

より作成（回答者数1,056人）

、

高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズ

は今後もますます増大していきます。一方で核家族化の進行、介護する家族の高齢

化など、要介護高齢者を支えてきた家族の状況も大きく変化しています。

こうした状況から、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして介護保険制

度ができました。

介護保険制度は、単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを

超えて、高齢者の尊厳を大切にし、持てる能力に応じて自立した生活を営めるよう

支援することを理念としています。利用者の選択により、多様な保健医療サービス、

福祉サービスを総合的に受けることができます。また、受けられるサービス給付と

ぎ用負担の関係が明確な社会保険方式が採用されてい霞す。 ノ

－19－

■
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また､介護保険制度の良い点については､｢介護をする家族の負担が軽くなる｣、「利

用料の1割を負担すれば､受けたいサービスを受けられる」という回答が多く、反対

に、良くない点については、「手続きが煩雑｣、「保険料を徴収され経済的に負担」と

の回答が多くなっています。

図表20介護保険制度の良いところ（複数回答）

(単位：人）
8

B 81111 1

鰯15介護をする家族の負担力軽くなる

洞開料(1釧を負担すれば
莞ﾅたいサービスを莞ﾅられる

自分でサービスや事轄を選ぺる

鯛瀞F“ﾙﾌﾂや通所介護
(デｲｻー ﾋ刃などの事業者がふえた

特別義醗老人ホームなどの
介腫保険施股がふえた

サービスの種婁助､ふえた

サービスの質が良くなった

その他

特にない

わ力錘い

無効･無回答

91

、

O ユ“ 2“3004”500600

資料：介護保険に関するアンケート結果より作成（回答者数1,086人）

図表21介護保険制度の良くないところ（複数回答）

(単位：人）

l lIlI

手艤訪噸雑

僻剣糖徴収され…，に負担

ｻー ピｽの矛胴の仕方がよく分から楓、

矛咽料が高く癖，に負担

“糖払っているのI冴蛎

したいサーゼスをf晩でき極、

ｻー ビｽの鋤､良く風、

本来介璽は…1行…だと思う

その他

特に趣､

わから獄’

無効･無回答

●

回

O ” ユ” 函 2m 空O

資料：介護保険に関するアンケート結果より作成（回答者数1,086人）
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第2章:高齢者を取り巻く状況

（4）今後のサービスの水準と保険料のあり方

要介護・要支援認定を受けている人は、「多少使えるサービスが減っても、保険料

の上がり幅が大きくならないほうが良い」と回答した人が34.7％、「保険料が高くな

っても、利用できるサービスが充実したほうが良い」と回答した人が22.1％となって

います。

また、認定を受けていない人では、「多少使えるサービスが減っても、保険料の上

がり幅が大きくならないほうが良い」と回答した人が49..3％、「保険料が高くなって

も、利用できるサービスが充実したほうが良い」と回答した人が20.5％となっていま

す。
一

図表22介護保険料負担と給付水準（要介護・要支援認定あり）

資料：介護保険に関するアンケート結果より作成（回答者数861人）

図表23介護保険料負担と給付水準（要介護・要支援認定なし）

資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）

〈、
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3章:平成29年の高齢都

第3章平成29年の高齢者像

1将来推計人口

●

横須賀市の将来推計人口は、平成25年10月1日現在の住民基本台帳登載人口の

421,839人を基準人口とし、横須賀市都市政策研究所が各年各歳別に推計して公表し

ています。

本市の高齢者人口は平成29年には123,981人に達し、平成30年をピークにその後は

減少するとしていますが､75歳以上の人口は年々増え、団塊の世代が75歳以上となる

平成37年（2025年）には高齢者人口の約6割を占めるようになると推計しています。

図表24横須賀市の将来推計人口

(各年10月1日）（単位：人）

●

●

資料：横須賀市都市政策研究所作成「横須賀市の将来推計人口（平成26年5月推計）

資料編各年各歳別将来推計人口」から、加工して作成。
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第3章:平成29年の高齢者像

図表25将来推計人口（年齢4区分）
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3章:平成29年の高齢者像

2日常生活圏域別の将来推計人口

本市では、高齢者の増加､それに伴う認知症やひとり暮らしの高齢者の増加に対し

て、一人ひとりが住み慣れた地域での生活を継続できるよう平成18年度から「日常

生活圏域」を設定し、基無轄備や支援体制の充実に努めています。

日常生活圏域は､市民の生活行動範囲を意識した細かな設定を理想としますが､地

理的特性、歴史的背景を踏まえ、また、市民にとってなじみのある、分かりやすいも

のとするため、「本庁および各行政センターがそれぞれ所管する地域」を日常生活圏

域としています。

0

8

図表26日常生活圏域別の将来推計人口（平成29年10月1日時点）
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資料から､加工して作成。
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第3章:平成29年の高齢者像

3世帯数の将来推計

横須賀市の世帯数の将来推計は、「横須賀市の将来推計人口」をもとに横須賀市都

市政策研究所が作成し、公表しています。

本市の人口が、将来的に減少すると予測される中でも、65歳以上の高齢者の世帯数

は､平成37年までは増加していくと予測されています｡特に､75歳以上の単独世帯数

は増加傾向にあります。

’

カ
マ

■

図表27家族類型別（5区分）世帯数の推移（平成22年一平成47年（推計)）

’
資料：横須賀市都市政策研究所作成「横須賀市の世帯数の将来推計（平成26年5月推計)」

（注）一般世帯を対象にした推計のため、施設等の世帯は含めていない（平成22年、施設

等の世帯は303世帯)。単独世帯のうち、年齢不詳の1世帯は65歳以上に含む。
’

図表28単独世帯数の推移（総数および年齢区分別）
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'．

－25－
｜

|’

世帯敵（実数〕

平”年

鋤I呼

世帝敏（推計）

平成27年

”15年

平騨2年

唖年

平成37年

麺5年

》
》

平成47年

…年

健敏 1“鴎9 167.151 1“574 1匁駒7 1鑓b”9 1“919

単独世帯

O魚～糾歯

65歯以上

【再掲】だ食以上

“8伽

城4鰯

1x375

9.482

47.6釦

25.8釣

21.7浦

11.7伽

縄瞬、

2a鵯5

滋奴

13師8

紺.143

泌.626

詞.517

1a花9

槌.鰯5

24,鈍7

麓,318

15.393

“4弱

23.0漣

230461

1a蝿

》 鍼”

a“5

37.619

1Q2例

3Z弱0

11.池

魂b377

13.“5

錘鎚8

12111

鋤.”1

1Q513

夫婦と子からなる世帯 51.598 鋤.2掴 蛾唾1 輻.釦1 41.721 3＆1釦

ひとり麓と子からなる世帯

【再掲】49血以下

【再掲】75唾以上

17.349

6.認5

2.油

19,鯛9

7.1駒

3.3鯛

19.752

6894

4bl46

19.鯛0

6.的3

4.748

、19.731

5.噸

4761

19,159

風4碇

4b465

その他のー般世帯 14.469 1型6斑 11.位2 9.池 a624 7.716



0

9

●

第3章:平成29年の高齢者像

要介護・要支援認定者数の推移

（1）要介護・要支援認定者数の推移

各介護度別の要介護･要支援認定者数の推移は､以下のとおりです｡認定者数は年々

増加しています。

図表29要介護・要支援認定者数の推移

（各月末日現在）（単位：人・％）

区分 要支援1 要支援2 要介護1 要介硬2 要介護3 要介謹4 要介護5 合計

平成23年 1,789 1,838 3,974 2,909 2,438 2,149 1,862 16,959

9月 10.5 10.8 23.4 17.2 14.4 12.7 11.0 100.0

平成24年 1,696 1,967 4,346 3,161 2,491 2,330 1,938 17,929

9月 9.5 11.0 24.2 17.6 13.9 13.0 10.8 100.0

平成25年 1，991 2,041 4,787 3,367 2,606 2,435 1,938 19,165

9月 10.4 10.6 25.0 17.6 13.6 12.7 10.1 100.0

平成26年 2,077 2,246 5,206 3,.513 2,601 2,471 1,921 20,035

9月 10.4 11.2 26.0 17.5 13.0 12.3 9.6 100.0

表中下段は、その時点の要介護・要支援認定者全数に対する各介護度別人数の割合（％）

（参考）

第1号被保険者に対する認定者数の割合は、平成24年度介護保険事業状況報告(厚生

労働省統計、平成25年3月末現在）によると、全国では17.6％、神奈川県では15.7％に

対して、本市は15.9％となっています。

図表30第1号被保険者認定者割合の比較

(単位:人･％）

区分
全国

25年3月末

神奈川県

25年3月末

横須賀市

25年3月末

第1号被保険者数 30,938,431 1,962,010 113,733

75歳以上 15,201,224 880,163 53,069

75歳以上の割合 49.1 44.9 46.7

第1号被保険者認定者数 5,457,084 308,538 18,046

第1号被保険者認定者割合 17.6 15.7 15.9

資料：厚生労働省「平成24年度介護保険事業状況報告」

－26－



3章:平成29年の高齢者像

（2）要介護・要支援認定者数の推計

全市推計をもとに市内全域の要介護･要支援認定者数を以下のように推計しました。

図表31横須賀市の将来推計人口（40歳以上）

（各年10月1日）（単位：人・％）

●
》

、

へ

表中下段は、その時点の全数に対す:る割合（％）

図表32要介護・要支援認定者数の将来推計

（各年10月1日）（単位：人）

要介護・要支援認定者数は、次の手順により推計しました。

平成25年10月の人口に対する介護度別認定者数の出現率を参考にして平成27年以

降の認定者の出現率を

①介護度別（要支援1．2、要介護1～5）

②年齢段階別（40～64歳、65～69歳、70～74歳、75～79歳、80～84歳、85歳以上）

に設定し推計しました。

参考として、平成32年および団塊の世代が後期高齢者となる平成37年（2025年）

の要介護・要支援認定者数も併せて推計しました。

鼻

’ 己

｜I
’

I
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区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度

総数 415,487 412,011 408,369 397,737 379,021

40歳～64歳
137,743

33.2

136,426

33.1

135,189

33.1

133,046

33.5

129,225

34.1

65歳～69歳
34,509

8.3

35,623

8.6

33,418

8.2

25,930

6.5

21,661

5.7

70歳～74歳
30,275

7.3

28,448

6.9

29,444

7.2

32,346

8.1

24,258

6.4

75歳～79歳
23,302

5.6

24,255

5.9

25,441

6.2

27,109

6.8

29,043

7.7

80歳～84歳
17,692

4.3

18,274

4.4

18,612

4.6

19,071

4.8

22,145

5.8

85歳以上
15,546

3.7

16,331

4.0

17,066

4.2

19,414

4.9‘

22,267

5.9

区 分 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介謹3 要介護4 要介護5 計

平成27年 2,125 2,180 5,109 3,587 2,789 2,603 2,067 20,460

平成28年 2,192 2,252 5,273 3,704 2,885 2,697 2,138 21,141

平成29年 2,262 2,325 5,437 3,821 2,981 2,787 2,208 21,821

平成32年 2,422 2,495 5,834 4,117 3,228 3,022 2,398 23,516

平成37年 2,648 2,737 6,378 4，497 3,553 3,334 2,629 25,776
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第4章計画の基本目標

1第6期計画の推進に向けた課題

（1）第5期計画における諸施策の実施状況と今後の課題

①生き生きはつらつの毎日を充実させるために､生涯を通じて心身の健康づくりと

生きがいづくりを進めます。

ア地域コミュニティの活性化

いつまでも住み慣れた地域で生き生きと生活するために、各地域では町内会や

老人クラブなどが中心となってレクリエーションや文化活動などさまざまな活

動を行っています。

また、高齢者を対象とした複数の自主的な助け合い組織が生まれています。本

市では、こうした地域での公共的な取り組みを実践している団体の育成に努めて

きました。

今後も、高齢者が住み慣れた地域で生き生きと、安心して暮らせるように地域

と一緒に考えていくことが必要です。

イ閉じこもり・うっ予防への対応

高齢者の生きがいづくりや地域交流の場として、老人福祉センター6施設・老

人憩いの家1施設において、イベントや生きがい講座を開催しました。

また、基本チェックリスト調査（運動機能や日常生活に関する心身機能の低下

の有無を判断する調査）から把握した、閉じこもり・うつ予防について積極的な

支援が必要と思われる高齢者には保健師等による訪問を行いました。さらに、う

つ予防支援として、うつ予防教室も開始しました。

今後は､地域の実情に見合った高齢者の集いの場づくりや身近な相談窓口に関
する情報発信に加え、地域の中で意識的に見守りに取り組んでもらえるよう、啓

発を行っていくことが必要です。

ウ地域における見守り体制の整備

本市では、ひとり暮らし高齢者に緊急時に119番につながる緊急通報システム

を貸与しています。また、福祉電話利用者に電話訪問し、平日、毎日安否確認を

行いました。

また、県や市と「地域見守り活動に関する協定」を締結している事業者（LP

ガス協会、新聞販売組合等）による見守りも行われていますが、何よりも地域に

－28－
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第4章:計画の基本目標

おける日ごろの見守りが必要です｡地域によっては町ぐるみで、高齢者に緊急連

絡先や医療情報を自宅に備えるような働きかけを行っています｡

今後は、このような地域ごとの取り組みが広がるよう、啓発を行っていくこと

が必要です。

エ高齢者の権利擁護（成年後見制度利用支援）

認知症などにより判断能力の低下した高齢者や家族が安心して暮らし続ける

ために、成年後見制度の利用の促進を図る必要があります。本市では、地域包括

支援センターと連携しながら、さまざまな相談の中で制度の普及・啓発に努めて

きました。

また、今後の成年後見制度の利用者の増加に対応していくため、平成19年度か

ら市民後見人の養成を開始し、平成26年度は第五期生を養成しています。

市民後見人の養成に伴い、平成23年度からよこすか市民後見人等運営事業推進

会議を開催し、有識者による検討を重ねながら、地域の力で高齢者を支える仕組

みづくりを推進しています。

②元気なうちから介護予防を啓発し､身近な場所での介護予防の取り組みを進めま

す。

ア介護予防が必要な高齢者への対応

本市の直営によるもののほか委託事業として､介護予防教室を通年実施しまし

た。基本チェックリスト調査を行い、積極的に介護予防が必要と考えられる高齢

者を把握して介護予防教室の参加へつなげました。

今後は人と人とのつながりを通じて､介護予防活動を継続的に拡大していくよ

うな場づくりや働きかけが必要です。

③いつでも必要な時に、いろいろな介護の形が選べる環境を整えます。

ア身近な地域でのケア体制の確立

高齢者やその家族が住み慣れた地域でいつまでも安心して生活が送れるよう、

行政センター管区を1単位とする日常生活圏域を中心に地域包括支援センター

を設置し、福祉・医療の関係機関と連携を図りながら、高齢者やその家族の支援

を行いました。

地域包括支援センターと情報交換会を定期的に開き、情報の共有を行いつつ、

地域での課題の発見に努めています。さらに、有識者による地域ケア会議を開催

して地域包括ケア推進のための協力体制づくりや､地域課題に対する政策形成な

どに関して提言を受けています。

今後も、本市をはじめ地域包括支援センターやサービス提供事業者、民生委

員・児童委員、診療所など関係機関が情報を共有し、地域づくりのために有機的

に活動していくことが必要です。

－29－
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イ単身高齢者世帯および高齢者世帯への対応

毎年、本市は民生委員・児童委員によるひとり暮らし高齢者調査を実施し、単

身高齢者の生活状況の把握に努めてきました。また、地域包括支援センターと連

携し、相談体制の充実を図りました。

今後は、さらに地域単位で、どのようなニーズがあるのか把握することが必要

です。

ウ認知症高齢者への支援と事業の推進

家族の構成にかかわらず､高齢者が認知症になっても住み慣れた地域で暮らし

続けられることが必要です。そのため、地域包括支援センターによる相談、支援

体制の充実を図るほか、地域での見守りネットワークの強化、認知症サポーター

の養成を行ってきました。

また､介護者や高齢者本人が社会で孤立しないよう、介護者の集いを定期的に

開催してきました。

認知症と思われる症状があったり介護が必要となったりしたときに、どのよう

な医療･介護サービスを受ければ良いのかをあらかじめ認知症の人とその家族に

提示する「認知症ケアパス」を作成するなど、早期相談、早期対応ができるよう

にすることが必要です。

引き続き、認知症高齢者への理解を広げ、関係機関の連携による地域ぐるみの

見守りと支援が高齢者とその介護者に行き届く地域づくりに取り組んでいきま

す。

エ高齢者への虐待防止

本市では、全国に先駆け、平成13年4月から高齢者虐待防止ネットワーク事業

を立ち上げ、高齢者虐待の防止に取り組んできました。

保健師6名を配置し、訪問や電話、面談による相談を行い、早期発見、早期対

応を行うとともに、定期的に高齢者・介護者のためのこころの相談も行っていま

す。

また、医療･介護･法律専門職等の関係機関と連携を強化し、情報を共有しな

がら、さらに事例検討会、研修会なども開催し、活動の充実を図っています。

今後も、高齢者虐待の早期発見、早期対応に引き続き取り組んでいきます。

オ要介護・要支援高齢者への対応

今後、団塊の世代が75歳以上になることにより、要介護・要支援認定者が増

加し、それに伴い介護サービスの給付量も増大することが予測されます。

給付量の増大に伴う保険料の上昇を抑え、介護保険制度を持続させるためには、

給付の適正化が不可欠です。

給付の適正化のうち、ケアプランチェックについては、ケアマネジャーが作成

－30－



’
’

第4章:計画の基本目標

するケアプランが自立を支援する内容となっているか確認と気付きを与えるも

のです。

自立に向けたケアプランを作成することは､介護保険に頼る生活を作り上げる

のではなく、介護保険サービスを使うことによって、自立を促し、利用者の望む

生活を実現させるものです。利用者が自立することによって、地域との関わりを

取り戻すことにもなります。そのため、ケアマネジャーは保健医療サービスまた

は福祉サービス、地域の住民による自発的なサービスなどの利用も含めて居宅サ

ービス計画を作成しなければならないとされています。．

また、介護サービスの質の向上を図るために、介護サービス提供事業所で働く

職員の定着と育成が望まれます。

なお、平成27年4月の介護保険制度改正により、地域の実情に応じて住民主体

の取り組みを含めた多様な主体によるサービスを取り入れることにより、効果的

かつ効率的にサービスを提供できるよう、要支援者の介護予防訪問介護・介護予

防通所介護は地域支援事業*へ移行します（平成29年4月までには移行)。

（＊地域支援事業については、180ページ、10章の3参照）

力在宅要介護高齢者のための介護基盤の整備

可能な限り高齢者の在宅での生活を支えるという観点から、24時間、365日訪

問可能な定期巡回。随時対応型訪問介護看護事業所を3事業所整備したほか、通

い、宿泊、訪問に柔軟な対応ができる小規模多機能型居宅介護事業所を4事業所

整備しました。

また、認知症高齢者のケアを専門とするデイサービスの認知症対応型通所介護

事業所を4事業所（うち2事業所はグループホーム共用型）定員数29人分を整備

しました。

今後は、市内全域で定期巡回。随時対応型訪問介護看護のサービスを提供でき

るよう事業所の整備に取り組むとともに、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の

サービスが一体的に提供可能な複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

事業所の整備に取り組み、さらなる在宅サービスの充実を目指すことが必要です。

キ増加する施設ニーズ等への対応

特別養護老人ホームについて、第4期計画期間中の大規模な新規整備（3施

設・300床）に伴う効果・影響を見極める必要があったため、新設による整備は

行わず、既存施設の増床等で100床を整備しました。

そのほかにグループホームも既存施設の増床等で16床､介護付有料老人ホーム

3施設246床を整備しました。

今後の施設整備については､特別養護老人ホームの待機者の状況を把握しなが

ら、持続可能な介護保険制度の運営のため、保険給付の増大や介護保険料の上昇

への影響等を考慮し、整備方針を定めて適正な整備を実施することが必要です。

－31－
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（2）第6期計画の課題

第6期計画においては､介護保険制度改正を踏まえ、第5期計画の取り組みをさら

に充実・発展させることが必要です。

また、第6期計画以後の計画は、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、第5

期で開始した地域包括ケア実現のための取り組みの方向性を継承しつつ､在宅医療と

介護の連携などの取り組みを本格化していきます。

①生涯現役で生き生きと活動的に暮らせるために

ア高齢者自身が地域づくりの担い手となれるよう、人材の育成が求められていま

す。

イ人と人とのつながりによる地域でのさまざまな活動を推進するため､住民主体

の通いの場を充実させることが求められています。

②地域で支え合い、住み慣れたまちで暮らせるために

アひとり暮らし高齢者が､住み慣れた地域で安心して生活できるようにするため、

地域と連携した支援が必要です。

イ高齢者やその家族が安心して生活できるようにするため､各種福祉サービスに

ついての総合的な相談支援体制および相談内容に応じた関係機関との連携を充

実させることが必要です。

ウ介護の必要な人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするた

め、地域や保健、医療、福祉の関係機関が連携し、包括的な支援が求められてい

ます。

エ支援が必要な人やその家族が安心して暮らせるようにするため、介護・医療な

どに関する知識の普及啓発や、支援を行う人材の育成が求められています。

オ平成26年度から全市的に実施している生涯現役プロジェクトと連携し、効果

的・横断的な介護予防・健康づくりの推進が求められています。

③自分に合った環境で安心して暮らせるために

アその人に合った暮らし方ができるよう住まいと住まい方について支援するこ

とが必要です。

－32－
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イ介護を必要とする高齢者の生活を支えるため､介護基盤の整備を促進すること

が必要です。

ウ判断能力の不十分な高齢者とその家族などが安心して暮らせるようにするた

め､成年後見制度の利用の支援と高齢者を支える仕組みづくりとして市民後見人

の養成と活動の支援を継続していくことが必要です。

一

エ高齢者虐待の防止や早期発見、早期対応を図るため、虐待防止の普及啓発や高

齢者・介護者への支援が求められています。
＆

④安心してサービスを利用できるために

ア介護サービスの質の向上を目指し、サービス事業者に対し、指導と助言を継続

していくことが必要です。

イ福祉・介護サービスの基盤である人材を安定的に確保するため、その育成・支

援が必要です。
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、

2第6期計画の基本目標と体系

(1)基本目標と、実現のための取り組み分野

第6期計画では、前計画で定めた基本目標｢住み慣れた地域でいつまでも安心して

暮らし続けるために、健康でやさしい心のふれあうまちの実現」を引き続き基本目標

とします。

そして、基本目標を実現するため、整理した課題を踏まえ、取り組み分野として

4つの分野を掲げ、それぞれに目標を定めて取り組みます。

■

E

◆ ◇◆基本目標◆◇◆

住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けるために、

健康でやさしい心のふれあうまちの実現

住み慣れた地域

◇◆◇実現のための取り組み分野◇◆◇

1生涯現役で生き生きと活動的に暮らせるために

2地域で支え合い、住み慣れたまちで暮らせるためにせるために2
１
１

●

3自分に合った環境で安3自分に合った環境で安心して暮らせるために
回

4安心してサービスを利用できるために4安心してサービスを
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（2）体系
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1

住
み
慣
れ
た
地
域
で
い
つ
ま
で
も
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
る
た
め
に
、
健
康
で
や
さ
し
い
心
の
ふ
れ
あ
う
ま
ち
の
実
現

社会参加の継続と
促進

生きがいづくり

介護予防期の支え

合いの仕組みづくり

要介護期の支え合
いの仕組みづくり

終末期の支え合い
の仕組みづくり

認知症施策の推進

住まい･施設等の
充実

暮らしの安心

虐待の防止

給付の適正化

人材確保と定着
促進

いくつになっても社会参加
できる仕組みを整備します

意欲の創出や学ぶ環境を
整備します

多様なライフスタイルに
合わせた介謹予防･生活
支援の環境を整備します

介護保険サービスだけで
なく、さまざまな生活支援
環境を整備します

在宅療養や在宅看取りを
安心して選択できる体制を
整備します

本人の意思が尊重され、

住み慣れたまちで暮らし
続けることができる仕組み
を整備します

その人に合った暮らし方が
できるよう､住まい･施設等
を整備します

生命､財産が維持される
仕組みを整備します

虐待防止のため､高齢者
と養護者への支援を推進
します、

給付の適正化を推進しま
す

介護人材を確保し､職場
での定着を促進します

生涯現役で生
き生きと活動的
に暮らせるため
に

地域で支え合
い､住み慣れた
まちで暮らせる．
ために

自分に合った
環境で安心し
て暮らせるため

デ
」Ｉ

安心してサーピ
ｽを利用できる
ために
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◆高齢者の就業支援◆老人ｸﾗプへの助成
◆市民公益活動ポイント制度の実施

第4章:計画の基本目標

◆老人福祉センター･老人憩いの家での｢生きがい講座｣の実施
◆ｺﾐｭﾆﾃｨセンターでの｢高齢者学級｣の実施◆生涯学習センターでの｢市民大学講座｣の実施
◆ラジオ体操とウオーキングを中心とした健康づくり事業の実施◆高齢者健康のつどいの開催
◆健康診査､保健指導､健康相談､健康教育などの健康づくり支援
◆高齢者の外出支援(はつらつシニアパス発行事業）

◆介護予防･日常生活支援総合事業実施に向けての環境整備
◆一般介護予防事業の充実◆一般高齢者事業の充実
◆地域で支え合う仕組みづくりの支援◆ネットワーク(生活支援体制整備事業)の構築

◆ねたきり等高齢者への支援(紙おむつ支給､寝具丸洗いサービス､出張理容サービス等）
◆ひとり暮らし等高齢者への支援(ふれあいお弁当､福祉電話の貸与､緊急通報システムの貸与等）
◆介護者への支援(認知症高齢者介護者の集いの開催等）
◆地域包括支援センターの事業評価､職員研修の実施◆地域ケア会議の環境整備

◆在宅療養連携会議の開催◆在宅療養連携拠点づくり
◆多職種連携･病診連携の推進◆市民啓発の推進(啓発冊子の作成と配布）
◆人材育成(研修やセミナー等の開催）

◆認知症予防教室､認知症予防グループ養成講座の実施
◆認知症サポーターの養成､認知症キャラバンメｲﾄ連絡会の開催◆認知症ケアパスの普及
◆若年性認知症支援者講座､連絡会の開催◆認知症対策連絡会議(仮称)の開催

◆高齢者の住まい､住まい方の支援
（住まい探し相談会等の実施､介護保険の住宅改修費の給付等）

◆特別養護老人ホーム等施設の整備

◆ひとり暮らし等高齢者への支援(ふれあいお弁当､福祉電話の貸与､緊急通報ｼｽﾃﾑの貸与等）＊再掲
◆成年後見制度の体制整備､普及啓発､ﾈｯﾄﾜｰｸの促進
◆成年後見人等への報酬費用･申立費用の助成◆よこすか市民後見人の養成､活動支援

◆高齢者虐待相談､高齢者･介護者のためのこころの相談の実施
◆高齢者虐待防止のためのﾈｯﾄﾜｰｸの強化
◆高齢者虐待防止の普及啓発(講演会､研修会の実施､リーフレット配布）

◆認定審査会の開催
◆ケアマネジャー対象の各種研修の実施(新任ケアマネジャー研修､スキルアップ研修）
◆ケアプラン点検､検証会の実施◆介謹保険事業者に対する指導､監査等の実施

◆介護職員，修の実施
(OJTﾘーダ'－養成研修､コミュニケーション研修､フォローアップ研修、マネジメント研修）
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第4章:計画の基本目標

3地域包括ケアシステムの構築 I

国は、団塊の世代が75歳以上となる平成37年（2025年）を目途に、重度な要介護状

態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることがで

きるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供される「地域包

括ケアシステム」の実現を目指しています。

地域包括ケアシステムは､全国一律のものではなく、地域の実情に応じて形作られ、

本市では､それぞれの地域の特性を生かしながら行政と地域が連携して築いていきま

す。

図表33地域包括ケアシステムの姿

T d ー ‐ し

気I轍ったら‘“

a医療鳶

ﾘｨピI繩

:朧"‐

繍｛

0型

職澗
N仏？’ロ

鯛
'自宅

|』’泌蝋職､雌篭_‐一一ー－4■■■■■ｰ一一・

超繍繍
1磁霧御-初
ｺー デｨﾈ計を徹1封b
一■■トーー‐＝一一＝

域

軍一

老人ｸﾗプ･目溢･ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ

I※胸包括ｹｱｼｽ弘Iま､紬むね301
1分以内|泌勤ｻーピｽｶ<雛される日1

1継繩倶紬i榊糊)蝉’1位とじて想定
、＝－－画.､学一一～－－－－－－－詞ノ

資料:厚生労働省ホームページより

（1）75歳以上の高齢者の増加と医療、介護施設の状況

65歳以上の高齢者人口は、今後5年ほどでピークを迎え、その後減少に転じる見込

みですが、介護の必要度が高くなる75歳以上の高齢者の状況を見てみると、平成37

年（2025年）には、75歳以上の人口は73,455人と、平成26年の54,749人に対して1.34

倍となり、75歳以上の単身世帯数は15,729世帯（平成26年の1．65倍)、75歳以上の夫

婦のみ世帯は13,035世帯（平成26年の1.44倍）と、大幅な増加が見込まれています。

（22ページの図表24および23ページの図表25参照)。

－37－
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第4章:計画の基本目標

後期高齢者数の増加に伴い､病気により入院を必要とする高齢者や要介護状態とな

って介護施設への入所を希望する高齢者も増加すると考えられます。しかし、病床や

施設の数には限度があり､今のままでは､必要とする人が入院や入所ができなくなり、

必要な医療や介護が受けられなくなる可能性があるという厳しい状況が予測されて

います。

（2）自助、互助、共助、公助の必要性

高齢化率が14%を超えると『高齢社会』、21％を超えると『超高齢社会』と呼びます

が、本市の高齢化率は、既に21％を大きく上回り約28％となっています。今後ともこ

の率は増加を続け、平成37年には、31．5％、3人に1人は高齢者になると予測されて

います。

本市が初めて経験するこのような状況を乗り越えるためには、市民全員が状況を

理解して、協力して、乗り越えていこうという認識の一致が必要です。

まずは、いつまでも生涯現役で元気に毎日が送れるように、そして、自立した生

活が続くように日々健康に留意して運動機能の維持など介護予防に努めていただく

『自助』の気持ちが必要です。しかしながら、多くの高齢者が自立生活を継続する

努力をしつつも、病気や心身の老化に伴い、必要な支援を活用しながら自分らしい

生活を維持していくことが必要になります。

『自助』を基本に『共助』としての介護保険サービスや、行政が行う『公助』と

しての福祉サービスの整備を図りつつも、住民同士が助け合う『互助』として、住

民が主体となって行う地域福祉の輪の広がりが大いに期待されています。

（3）地域福祉の現状

自立生活が難しくなった場合でも、施設ではなく自宅で必要な医療、介護、生活支

援を受け、できるだけ自宅での生活が続けられるような体制整備が必要です。

必要とする支援は、行政の行う事業や介護保険サービスだけでは十分とはいえず、

ごみ出しや電球の交換など生活する上でのきめの細かい支援が求められます。

在宅での高齢者の生活全般を支援するため､行政が行う福祉サービスの活用はもと

より、住民同士の助け合いや地域の関係団体などによる地域福祉の促進を図ることが

必要になってきます。

地域においては、地区社会福祉協議会が、町内会館やコミュニティセンターで「ふ

れあい。いきいきサロン」を開設し、仲間づくりや地域交流を進めています。

また、地域の人たちが地域の実情に合わせ自発的に創意工夫をして、住民同士の助

け合い組織を立ち上げ､活動している団体もあり、こうした動きが市内に広がりつつ
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＝

あります。

地域福祉の取り組みは、横須賀市社会福祉協議会が策定した「地域福祉活動計画」

をもとに、横須賀市もこれを支援し、住民同士の助け合いの輪が広がっていくよう働

きかけを行っています。

（4）地域包括ケアシステムの構築

地域包括ケアシステムの構築には､福祉や医療など縦割りとなっているそれぞれの

守備範囲を越え、要支援者にとって何が必要かを見極め、関係者、関係機関の一体的

な連携や情報共有がなにより必要ですが､まだまだ十分とはいえないこれらの連携体

制をさらに整備し、要支援者にとって、継続的、安定的なサービスの提供ができるよ

うに、また、必要とする高齢者に適切にサービスが届くように地域ごとにこれらの調

整や支援方法を検討します。

超高齢社会にとって重要な施策であるこのケアシステムの構築のため､『自助』､『互

助』、『共助』、『公助』のそれぞれが持てる力を発揮して、行政、住民、ボランティア

団体、医療機関、介護施設、民間事業者等の理解と協力のもと、一体として連携でき

る包括的なケアシステムの構築を目指します。

－39－
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第4章:計画の基本目標

4地域包括ケア圏域

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも生活し続けるために､地域包括支援センター

が管轄する圏域ごとに圏域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を目指しま

す。

図表34各行政区域の地域包括ケア圏域数

･行政区域 地域包括ケア圏域数．

追浜行政センター管内 1

田浦行政センター管内

逸見行政センター管内
1

本庁管内 2

衣笠行政センター管内 2

大津行政センター管内 1

浦賀行政センター管内
3

久里浜行政センター管内

北下浦行政センター管内 1

西行政センター管内 2

計 13

0
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図表35地域包括ケア圏域一覧

地域

追浜

田浦

逸見

本庁

衣笠

大津

浦賀

久里浜

北下浦

西

圏域名・所在地

追浜地域包括支援センター圏域

鷹取1－l－1湘南病院内
TEL:865-5450

田浦･逸見地域包括支援センター圏域

田浦町2－80－1横須賀基督教社会館内
TEL:861-9793

本庁第一地域包括支援センター圏域

緑が丘26聖ﾖビﾌ病院内

TEL:828-3830

本庁第二地域包括支援センター圏域

三春町2－12三春ｺﾐｭﾆﾃｨセンター内
TEL:824-3253

衣笠第一地域包括支援センター圏域

衣笠栄町4－14共楽荘内
TEL:851-1963

衣笠第二地域包括支援センター圏域

大矢部1－9－30横須賀グリーンヒル内
TEL:838-4774

大津地域包括支援センター圏域

走水1－35シヤローム内
TEL:842-1082

浦賀･久里浜第一地域包括支援センター圏域

西浦賀6－1－1太陽の家内
TEL:846-5160

浦賀･久里浜第二地域包括支援センター圏域

長瀬3－6－2衣笠病院長瀬ケアセンター内
TEL:843-3112

浦賀･久里浜第三地域包括支援センター圏域

野比5－7－2バｼﾌｲｯｸﾎスピタル内

TEL:849-1772

北下浦地域包括支援センター圏域

野比5－5－6横須賀老人ホーム内
TEL:839デ2606

西第一地域包括支援センター圏域

太田和2－3－21横須賀椿園内
TEL:857-9939

西第二地域包括支援センター圏域
』

武3－39－1横須賀愛光園内

rEL:857-6604

－．41－

(平成27年1月現在）

担当地域

鷹取･追浜本町･夏島町･浦郷町･追浜東

町･浜見台･追浜町･追浜南町･湘南鷹取

船越町･港が丘･田浦港町･田浦町。

田浦大作町･田浦泉町･長浦町･安針台．

吉倉町･西逸見町･山中町･東逸見町．

逸見が丘

坂本町･汐入町･本町･稲岡町･小川町・

大滝町･緑が丘･若松町･上町･鶴が丘．

泊町･不入斗町･平和台･汐見台

日の出町･米が浜通･平成町･安浦町。

三春町･富士見町･田戸台･深田台。

望洋台･佐野町

平作･池上･金谷･阿部倉･衣笠栄町。

小矢部2.4丁目

小矢部1.3丁目･大矢部･公郷町。

衣笠町･森崎

池田町･大津町･桜が丘･根岸町･走水。

馬堀海岸･馬堀町

浦上台･小原台･鴨居･二葉･東浦賀

浦賀･浦賀丘･光風台･西浦賀･南浦賀。
吉井･内川･内川新田･久比里。

久里浜台･佐原･長瀬･舟倉･若宮台

岩戸･久村･久里浜･神明町･ハイﾗンド

野比･粟田･光の丘･長沢･グリーンハイツ。

津久井

山科台･太田和･荻野･長坂･佐島･芦名。

秋谷･子安輔南国際村･佐島の丘

林･須軽谷･長井･御幸浜･武 P
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第4章:計画の基本目標

図表36地域包括ケア圏域と地域包括支援センター

田浦・逸見
地域包括支援センター

衣笠第一
地域包括支援センター

衣笠第二
地域包括支援センター

西第一
地域包括支援センター

西第二
地域包括支援センター

宝一

北下浦
地域包括支援センター

異△-ヨヴ

追浜
地域包括支援センター

本庁第一
地域包括支援センター

本庁第二
地域包括支援センター

〃

ヘ

大津
地域包括支援センター

浦賀・久里浜第一
地域包括支援センター

浦賀・久里浜第二
地域包括支援センター

浦賀・久里浜第三
地域包括支援センター
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第5：生涯現役で生き生きと活動的に暮らせるために

一

第5章生涯現役で生き生きと活動的に暮らせるために
メ

高齢社会においては、いくつになっても社会を支える担い手として、長年培った豊富

な知識や経験、技術を生かしつつ、主体的に地域社会に参加していくことが必要です。

社会参加活動や学習活動を通じて心の豊かさや生きがいを実感できる環境づくりが

求められています。

仕事やボランティア活動、生涯学習・スポーツなど、さまざまな分野で活躍できる環

境を整え、高齢者が健康で充実した生活を送ることは、仲間づくり、健康維持、社会貢

献などにつながることから、高齢者の社会参加と生きがいづくりを支援していきます。

＆

二

1社会参加の継続と促進

老人福祉法第3条では「老人は､老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に

心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するよう

に努めるものとする。」、また、同条第2項では、「老人は、その希望と能力とに応

じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられるものと

する。」と規定されています。

高齢者が地域社会の中で、健康で、社会活動に参加しやすい環境づくりや仕事に従

事できる機会を提供することが求められているとともに､第一線を退く定年前後から

できるだけ切れ目なく第二の人生に移行できる仕組みづくりが必要です。

（1）現状 ■

①地域活動への参加状況

高齢者福祉に関するアンケートの「地域活動への参加」についての回答から、現

在参加している活動を見てみると、「お祭りや運動会などの地域行事への参加」や

「体操､ゲートボや-ル､ダンスなどの運動やスポーツ活動｣、「町内会･自治会役員、

民生委員活動」との回答があった半面、「特にない」と回答した人が約40％という

結果となり、地域活動への参加促進が必要です。

●

－43－
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図表37現在参加している地域活動（複数回答）

(単位：人）

1 1

14'7特にない

お祭りや運動会などの地域行事

体操などの運動スポーツ

町内会役員民生委員活動

将棋､カラオケなどの趣味の活動

老人会いきいきサロンへの参加

清掃､美化活動

交通安全､防犯防災の活動

高齢者の支援活動

子ども会などの青少年活動

子育て支援活動

その他

無効･無回答
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資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1$056人）

②地域福祉の担い手として活躍する高齢者

民生委員。児童委員、地区社会福祉協議会会長、町内会。自治会会長、保護司な

ど、地域福祉の担い手として活躍する多くの高齢者がいます。

民生委員・児童委員：561人中469人（約84％）が60歳以上

地区社会福祉協議会会長：18人中18人が60歳以上

※平成26年3月31日現在

③地域の活動や仲間づくりに参加する高齢者

老人福祉法に規定された援助団体である老人クラブは､地域に住んでいる高齢者

の福祉を目的とした団体として結成・運営され、会員の教養の向上、健康の増進、

レクリエーションおよび地域社会との交流に取り組んでいます。

平成25年度の老人クラブ数は285クラブ、会員数は16,928人です。近年、新規加

入者が減少し、また、老人クラブの会長の後継者がいないなどの理由から、クラブ

数、会員数は少しずつ減少している状況です。

■

』

－44－
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図表38老人クラブおよび会員数の推移

④高齢者の就業状況

高齢者福祉に関するアンケートで要介護･要支援認定を受けていない人の就労の

状況をみると、全体の約2割の人が仕事についており、そのうちの約半数は「ほぼ

毎日」仕事をしています。

昌

巳

図表39就労の状況＄

l lIlll I l ’
I

’

q旬｡■■▽▼■■q■

0 ％ 10％20％30％40％50％60％70％80％90％100％

資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056入）

図表40仕事の頻度

0％10％20％30％40％50％“％70％80％90％100％
q

資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数229人） ｡

⑤知識や経験を生かして仕事を行う高齢者

横須賀市シルバー人材センターでは､市内の事業所や家庭から高齢者に適した臨

時的・短期的その他軽易な仕事を受注し、就業意欲のある高齢者（登録会員）に対

し、経験や希望に合った仕事を紹介し、就業を通じた社会参加を支援しています。

－45－

区 分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

クラブ数 300 295 285

会員数（人） 17,563 17,381 16,928

仕事を嬬少ている

4人

Q4％

l元いる

229人

217％ 蕊
､じてい観､

801人
759％

薦翻酔薔
21％
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第5章:生涯現役で生き生きと活動的に暮らせるために

また、登録会員に対し、植木剪定、緑地管理、ハウスクリーニングなど技能習得

のための各種講習会などを開催しています。

シルバー人材センターの登録会員数は減少傾向にありますが､受注金額について

は、平成25年度は前年度に比べ微増となつ．ています。

図表41シルバー人材センターの会員数および受注金額の推移

可
■ －

平成23年度

1,396人

522,313,831円

平成24年度

、1,386人

497,661,873円

平成25年度

1,294人

507,901,699円

区分

登録会員数

受注金額

』
■

⑥ボランティア活動で社会貢献する高齢者

市内には、よこすかボランティアセンターをはじめ、地区ボランティアセンター

や市民活動サポートセンターに登録している、さまざまな団体が地域での清掃活動

から家事や外出支援のような日常生活援助等のボランティア活動をしています。

本市では、一人でも多くの市民が、自発的に生き生きとボランティア活動に参加

できるようになることを目指し、「市民公益活動ポイント制度」の実施を予定して

います。

この制度は、高齢者に限ったものではありませんが､市民公益活動団体の活動に

参加したボランティアの人に「ポイント券」を交付する制度です。ポイント券は、

市民公益活動団体への寄附や市立有料施設の利用料等に充てることができます。

本格実施に向けた検討に当たり、平成24年度および平成25年度は試行的な取組み

として実証実験を行いました。

実証実験のアンケート・ヒアリング調査の結果を見ると､活動参加者は､60歳代、

70歳代が多く、高齢者の割合が高いことが分かります。

図表42平成25年度の市民公益活動参加者の年齢状況
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寧 壺 ｰ
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｜ ’ll 』欄｜｜｜’
0％10％20％30％40％50％60％70％80％90％100％

■

資料2「市民公益活動ポイント制度」の実証実験のアンケート結果より作成

（回答者数341人）

現状から、多くの高齢者が社会参加をしている状況が分かりますが、さらにその活

動範囲を広げるための支援が必要といえます。

－46－
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（2）課題

①高齢者の就業支援

高齢者自身が高齢社会の担い手の一員として、知識や経験を活かし､生き生きと

主体的に地域社会に参加できるようにしていくことが必要です。

②老人クラブに対する支援

老人クラブ数および会員数が直近の推移を見ると減少傾向にあることから、老人

クラブ自体も自らの活動内容を地域に発信し､周知していくことが必要です｡また、

会員が活動に参加することによる満足度を高めていく必要もあります。

と

S

③高齢者が活躍できる環境づくり

就労やボランティア活動への参加など､高齢者が意欲的に活躍できる環境づくり

が求められています。

④団塊の世代に期待される地域の役割

平成24年から平成26年にかけて、団塊の世代が65歳に達したことから、高齢者人

口は急速に増加しました。

この世代は､高齢者層でも大きな比重を占め､多様な価値観のもと､仕事､旅行、

趣味、ボランティア活動など、他の世代に比べて活動的で、最近ではアクティブシ

ニアと呼ばれることもあり、地域の担い手としての活躍が期待されています。

（3）施策の展開

①高齢者の就業支援

高齢化が急速に進む中､働く意欲のある高齢者､特に高齢者層でも大きな比重を

占める団塊の世代に対しては、多様な就業・社会参加の機会を提供していくことが

必要です。

今後もシルバー人材センターの機能強化や就労拡大につながる支援を行います。

２

②老人クラブヘの助成

地域に住んでいる高齢者の福祉を目的とした団体として結成・運営され､会員の

教養の向上、健康の増進、レクリエーション、ボランティアなど社会的な役割を担

う活動および地域社会との交流に総合的に取り組んでいる老人クラブの活動がよ

り活性化し、活動的な団塊の世代をはじめ、これからのクラブ運営を担う会員の増

加につながるよう、その運営を支援します。

また、横須賀市老人クラブ連合会などを通じ、グラウンドゴルフ、ゲートボール

●

－47－
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などの各種スポーツ大会や囲碁・将棋、カラオケ大会などの開催を支援し、これら

の活動を通じた仲間づくりや地域を越えた趣味でのつながりを促進します。

③市民公益活動ポイント制度の実施

平成24年度および平成25年度に行った実証実験の結果を踏まえ､多くの人が市民

公益活動へ参加したくなる制度とするために、平成26年度中に検討を行い、平成27

年度より本格実施を予定しています。

この制度は、高齢者にとっては社会参加の機会になるとともに、活動を通して生

きがいづくりや介護予防効果が期待できます。

へ

－48－
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第5章:生涯現役で生き生きと活動的に暮らせるために

2生きがいづくり

65歳を超えても毎日仕事をしている人、シルバー人材センターの会員になって技能

を活かそうとする人、町内会・自治会などの役員や民生委員・児童委員として地域に

貢献しようとする人､老人福祉センターや地域コミュニティセンターで趣味を楽しん

だり、生涯学習センターで学習しようとする人など、それぞれの価値観やライフスタ

イルに合わせ、生き生きと活動する多くの高齢者がいます。

また、何かを始めたいと思っている高齢者もいます。

今後も高齢者はますます増加していきますが､生涯を通じて一人ひとりが健康を保

持しながら、心豊かな生活を送るためには､高齢者の仲間づくり、健康づくり、生き

がい活動への支援を充実させる必要があります。

と

■

戸

一

（1）現状

①日常の過ごし方

高齢者福祉に関するアンケートの「日常生活について」の設問で日常生活におい

て現在行っている活動は何かと尋ねました。その回答の中では、「友人・知人との

つきあい｣、「夫婦や家族とのだんらん」が多くなっていますが、趣味やライフスタ

イルの多様化を反映し､個人や同好のサークルで過ごす趣味の活動時間の回答も少

なくありません。

a

’ あ
〕

Ｊ
ｆ

’
－49－
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第5章生涯現役で生き生きと活動的に暮らせるために

図表43日常の過ごし方（複数回答）

(単位：人）
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町内会､自治会活動

学習や教養を高めるための活動

老人ｸﾗプや老人会の活動
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無効･無回答
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資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）

②高齢者の外出の状況

高齢者福祉に関するアンケートの「外出の状況」の設問では、「1日1回は外出

する」と41.1％の人が回答している一方で「月に2～3回程度外出する」は9.6％、

「月1回は外出する」は2.0％、「ほとんど外出しない」と回答した人は1．6％いま

す。

退職後は生活スタイルや人間関係の変化により、外出機会が減少し、趣味やサー

クル活動にも参加せず､家に閉じこもりがちになる高齢者がいることが分かります。

図表44外出の状況
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資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）
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③積極的、主体的に仲間づくりや趣味を持とうとする高齢者

地域の高齢者の健康増進、教養の向上、レクリエーションなどを目的として、市

内に老人福祉センター6施設､老人憩いの家'施設を設置してい寓す。
各施設ではヨガ、太極拳、フラダンスなどの体を動かすものから、カラオケ、日

本民謡、パッチワーク、書道などの趣味の幅を広げるものなど、各種生きがい講座

を開催しています。

平成25年度の施設利用者は各施設の合計で延200,511人でした。なお、生きがい

講座は80講座開催され、参加者は12,764人であり、高齢者の生きがいづくりへの関

心が高まっています。

■

訂

④知識や経験を生かす高齢者

知識や経験を生かして、生涯学習活動の講師に登録し、やりがいを求めたり、社

会貢献をしようとする高齢者もいます。

図表45生涯学習活動におけるYokosukaまなび情報の講師登録者数の推移

平成23年度

246人

平成24年度

250人

平成25年度

257人

区 分

登録者数

上記の内、

60歳以上の数
154人 156人 156人

※Yokosukaまなび情報とは、市民の学習活動を支援する講師や主に市内で

学習活動をするサークルの情報です。

資料：（公財）横須賀市生涯学習財団への調査により作成

⑤健康増進に向けた行動

高齢者福祉に関するアンケートでは、約58％の人が定期的な健診を「年に1度は

必ず行う」と答えており、半数以上の人が健康に気を配っている実態が分かる一方、

「5年以上受けていない」と答えた人が約16％もいることが分かりました。

図表46定期健診（がん検診を含む）の受診の有無
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資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）
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特定健診の受診率は、男性も女性も60歳以降が高くなっており、年齢の上昇とと
●

もに自身の健康への関心が高まっています。

図表47特定健診の受診状況
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（2）課題

①生きがい活動への支援

生涯を通して生きがいのある生活を実現するために､生涯学習など多様な場への

社会参加のきっかけづくり、および高齢者の集う場の確保が必要です。

②生涯にわたる市民の主体的な健康づくりへの支援

健康を保持しながら、生きがいのある生活を送るためには、運動を生活習慣にす

るなど身近な健康づくりへの支援が必要です。また、生活習慣病などの早期発見・

早期治療が大切であることから、定期健診の受診率を高める必要があります。

q

③高齢者の外出支援

高齢者福祉に関するアンケートの結果からも分かるように、高齢になるにつれ、

自宅に閉じこもりがちになる人が多く見受けられることから、自宅の外に楽しみを

見出し、主体的に地域社会に参加できるような外出支援が必要です。
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5章;生涯現役で生き生きと活動的に暮らせるために

（3）施策の展開 ●

①生きがい活動への支援

ア老人福祉センター・老人憩いの家の運営

各老人福祉センター等では、健康づくり・介護予防に取り組むとともに、趣味

を通して高齢者の生きがいづくりの機会になるよう、「生きがい講座｣を開催して

います。今後も、美術や音楽、手工芸など文化系から、ダンス・体操などの運動

系まで幅広い講座を開催します。

また、高齢者の居場所や活動の場としてより魅力ある施設とするため、高齢者

のニーズに応じた行事や講座を開催するほか、さらなる活用方法などについて検

討します。

イ生涯学習の充実

老人福祉センター以外でも、生涯学習センターなどの社会教育施設、コミュニ

ティセンター、学校施設などの多様な施設において、地域の人と人とを結びつけ

高齢者が生きがいのある人生を送れるよう、さまざまな学習活動の場を提供する

環境づくりに努めます。

また､多様な学習活動の機会を提供するため、コミュニティセンターでの「高

齢者学級」、生涯学習センターでの「市民大学講座」などの事業を充実します。

さらに、高齢者はもとより、市民の主体的な学習活動を支援するため、多様な学

習情報の収集、提供および学習相談を充実させるとともに、学習成果を自らの能

力向上に生かすだけではなく、ボランティア活動などで地域にも生かせるよう支

援していきます。

ウ身近な健康づくりへの支援

ラジオ体操とウオーキングを中心とした健康づくり事業を実施します｡誰もが

知っているラジオ体操は､正しく行うと健康づくりに効果があることが実証され

ています。

ラジオ体操については講座を開催するほか､地域や職場でのラジオ体操の普及

および指導を行うラジオ体操サポーターを養成します。

ウオーキングにおいても教室を開催するほか､環境づくりのモデル事業として

よこすか海岸通りなどに距離表示サインを設置します。

また、高齢者の健康保持・増進を目的として、毎年6月に高齢者の軽運動会で

ある「高齢者健康のつどい」を開催します。

さらに、高齢者がスポーツを通して地域･仲間とつながりを持ち、自己実現や

生きがいを感じられるよう、市民スポーツ教室を充実させ健康づくりを支援しま

す。
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第5章:生涯現役で生き生きと活動的に暮らせるために

②生涯にわたる市民の主体的な健康づくりへの支援

健康診査やがん検診などを実施し、病気の予防や、早期発見により早期治療につ

なげるなど、健康の維持ができるように支援していきます。

ア健康診査

くがん検診＞

がんの早期発見・早期治療のため、胃がんリスク・胸部・大腸がん・子宮頚が

ん・乳がん・前立腺がん検診を実施します。

＜健康診査＞

生活習慣病の早期発見・早期治療と予防・改善のために次の健康診査を実施し

ます。′

・特定健康診査（対象は、40歳から75歳未満の国民健康保険加入者および生活

保護受給者）

・後期高齢者健康診査（対象は、後期高齢者医療被保険者および75歳以上の生

活保護受給者）

＜成人歯科健康診査＞

口の中の健康を保持するために歯と歯肉などの状態の検査及び保健指導を実

施します。

＜骨密度検診＞

骨粗しよう症の予防や早期発見のために骨密度の検査を実施します。

イ保健指導

・生活習慣病の予防・改善のため、国民健康保険加入者に対して特定保健指導※

や重症化予防などの保健指導を実施します。

※特定保健指導

特定健康診査受診者のうちメタボリックシンドロームと判断された人

を対象に実施

ウ健康相談

・18歳以上の人を対象に、医師、保健師、管理栄養士等による生活習慣病などに

関する健康相談、栄養相談などを行います。

・18歳以上の人を対象に、歯科医師による歯科相談を行います。

1
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エ健 康 教 育

・18歳以上の人に対して、医師、歯科医師、保健師、管理栄養士、健康運動指導

士、歯科衛生士等による生活習慣病の予防・改善、健康管理、健康増進のため

の教室を開催します。

・ヘルスメイトよこすか（食生活改善推進団体）は、市と協働し、健康や食育に

関する教室を行います。

＆

③高齢者の外出支援

高齢者の地域活動への参加促進や、積極的な外出支援を図るため、「はつらつシ

ニアパス発行事業」※を今後も継続します。
■

’
※はつらつシニアパス発行事業

高齢者が家に閉じこもることなく気軽に外出し社会参加できるよう、京急バ

スと横須賀市が協力して、65歳以上の市民を対象に市内のバス路線を6カ月間

’
今

乗り放題で利用できるパスを廉価で発行するものです。

’
1

１
１
》

里

’

’
｡

'1

口 －55－
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

第6章地域で支え合い、住み慣れたまちで暮らせるために

多くの高齢者は、いつまでも自立した生活を続けたいと望んでいますが､病気や心身

の老化に伴い､年齢やライフスタイルに応じた必要な支援を受けながら生活するように

なることもあります。

しかし、高齢者が必要とする支援は､行政が行う事業や介護保険サービスだけではな

く、ごみ出しや電球の交換など生活する上でのきめ細かい支援が求められます。

高齢者の生活全般を支援するため、行政が行う福祉サービスの充実はもとより、住民

や地域の関係機関等による地域福祉の促進を図ることで､地域で支え合い、住み慣れた

まちで暮らし続けることができる仕組みの構築を目指します。

1介護予防期の支え合いの仕組みづくり

介護予防期は、高齢者が要介護・要支援状態となることを予防し、介護認定を受け

ても、閉じこもりや心身機能の悪化の防止に取り組み、生き生きと生活できることを

目的にしています。

これまでの介護予防は、高齢者の生活の質を向上させることで、地域の中で最後ま

でその人らしく豊かな人生を送るという視点よりも､機能訓練を中心とした身体機能

の回復を重視してきました。これからは、高齢者が地域の中で生きがいや役割を持っ

て生活できるような､生活支援も含めた介護予防体制を地域包括ケアシステムに位置

付けることが必要です。

高齢者が生涯現役で住み慣れたまちで活躍できる、日常生活での活動を広げ、生き

がいや自己実現のための取り組みを支援していきます。

多様なライフスタイルに合わせた介護予防・生活支援の

環境を整備します

介護保険法改正による制度改正について

国は、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、制度の見直しを行いました。

従来､予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護および介護予防通所

介護を、市町村が実施する地域支援事業に移行し、要支援者自身の能力を最大限に生か

しつつ､要支援者の多様なニーズに合わせたサービスを市町村が総合的に提供できる仕

－56－



第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

組みとして、介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という｡）を新たに

設けました。

総合事業は、①介護予防訪問介護･介護予防通所介護を移行し、要支援に相当する人

（以下「要支援者等」という｡）に対して必要な支援を行う介護予防・生活支援サービ

ス事業と､②第1号被保険者を対象とした体操教室等の介護予防を行う一般介護予防事

業からなります。

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応す

るため、介護予防訪問介護・介護予防通所介護に加え、住民主体の支援等も含めた多様

なサービスから構成されます。

本市においても、現行の介護予防訪問介護･介護予防通所介護の円滑な移行に加えて

民間事業者・NPO法人・住民主体の活動やボランティアなど、多様な主体によるサー

ビスが提供されるようになります。そこで、地域包括支援センターのケアマネジメント

により、適切なサービスが提供されるような環境の整備を行います。

●

図表48総合事業I
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資料：厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（案)」より抜粋
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

（1）現状

①介護予防

ア高齢者の元気度の把握・二次介護予防事業の実施

介護保険の認定を受けていない65歳から90歳までの高齢者に、運動・栄養・口

腔・もの忘れなどの質問で元気度を判定する基本チェックリスト調査を実施し、

要介護・要支援に陥るリスクの高い二次介護予防対象者と、活動的な状態にあり

自立した生活を送ることができる一次介護予防対象者を把握しています。

二次介護予防対象者には､調査の結果をもとに電話などでそれぞれの状態に適

した運動・口腔・栄養の介護予防教室への参加を勧奨しています。

総合事業開始後は、一次介護予防対象者と二次介護予防対象者を区別すること

なく、一般介護予防事業として実施します。

図表49平成25年度基本チェックリスト実施状況

基本チェックリスト調査内訳 人 ％

実調査対象者数（郵送数） 34,798（a）

有効返信数（平成26年3月31日現在） 25,050（b） 72.0（b／a）

二次予防対象者数 6,325（c） 25.2（c／b）

＊基本チェックリスト調査は、65歳以上を対象に3年間で全数調査

｜＊平成25年度実対象者は､市内65歳以上の約1／3を対象(介護保険認定者を除く)。
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

図表50平成25年度二次介護予防対象者内訳

区分
男性

74歳以下 75歳以上 小計

女 性

74歳以下 75歳以上
合計

小計

実人員
1,330

(21.0%）

1,280

(20.3%）

2，610

(41.3%）

1,745

(27.6%）

1,970 3,715 6,325

(31.1%） (58.7%） (100%）

運動
487

(7.7%）

730

(11.5%）

1,217

(19.2%）

879

(13.9%）

1,436

(22.7%）

､2,315

(36.6%）

3,532

(55.8%）

栄養
67

(1.1%）

64

(1.0%）

131

(2.1%）

109

(1.7%）

121

(1.9%）

230

(3.6%）

361

(5.7%）

口腔
981

(15.5%）

836

(13.2%）

1,817

(28.7%）

1,097

(17.3%）

1，021

(16.1%）

2,118 3,935

(33.4%） (62.2%）

ー

つ つ
117

(1.8%）

156

(2.5%）

273

(4.3%）

119

(1.9%）

195

(3.1%）

314

(5.0%）

587

(9.3%）

113 315 121 340
閉じこもり

(1.8%）

202

(3.2%） (5.0%） (1.9%） (5.4%）

461

(7.3%）

776

(12.3%）

72 83 155 36 92 128 283
もの忘れ

(1.1%） (1.3%） (2.4%） (0.6%） (1.5%） (2.1%） (4.5%）

イ介護予防教室の開催

一般高齢者を対象に運動機能向上、低栄養改善、口腔機能向上、認知症予防、

うつ予防に関する介護予防教室をコミュニティセンターなどで開催しています。

また、地域包括支援センターは、地域の町内会・自治会や地区社会福祉協議会

など自主的な活動グループが行う、介護予防活動への取り組みに対して支援して

います。

高齢者福祉に関するアンケート調査では、運動や体操に関するニーズが高く、

次いで認知症予防となっています。平成26年度は、認知症予防教室を2コースか

ら7コースに増やしました。

’
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歯と口腔機能

その他

無効･無回答
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図表51参加したい介護予防教室（複数回答）

lIIl l I l i l

E…韓彰篭郡罫嘩f:銅噂韓麺鼎浄,認
瀞謹塞鐸鰯jil錨鋤

｜ ｜・！

蕊露謹蕊蕊蕊蕊蕊鰯議蕊蕊
｜II

溌識驚議講辮噌熱蕊識謹鱗蕊騒議蕊

｜II
::漕芭密『“鰐蕊鍵識鍵 噌 環 芦 . … ＝ 9 … … . 翠 飼 . 4

霊…“Fr撰邑再審悪PIW聖
2睡癖

｜ ’

鱗蕊識蕊蕊鱈鱗鶴謹
I’

蕊蕊蕊

§'1

爵'1

蕊蕊 110

I
144

鰯:溌難謹鐵灘蕊箪鱈鐵藤鱗蕊鴬灘鍵蕊蕊

I
331

0 5 0 1 0 0 1 502002503”350400450

資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数652人）

図表52－次．二次介護予防教室の開催状況・参加状況

教室種別 実コース数 延実施回数 実人員 延人員‘

運動機能向上 49コース 884回 ‐4，343人 12,545人

栄養改善 37コース 54回 398人 494人

口腔機能向上 39コース 67回 389人 628人

認知症予防 2コース 31回 272人 740人

総 計 127コース 1,036回 5,402人 14,407人

＊うつ予防教室については平成26年度より新規に実施。

資料：平成25年度介護予防事業実績より作成

ウ「生涯現役プロジェクト」の展開

生涯現役プロジェクトは､「年齢に関係なく生涯にわたって社会に参画し続け、

生きがいを持って活躍でき、長寿を喜べる社会」の実現を目指し、市役所の関係

部局が連携する取り組みとして、平成26年度から開始しています。

高齢者の社会参加や介護予防の普及啓発を行う生涯現役イベント､地区のコミ

ュニティセンターの高齢者学級と介護予防教室を一体化させた生涯現役講座の

開催､健康づくりの取り組みとしてのラジオ体操普及啓発などを介護予防事業と

して実施しています。
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図表53生涯現役プロジェクトのイメージ図

生涯現役社会の実現に向けた取り組み(生涯現役プロジエクト）

●生活習慣病の予防と､人と人がつながる生涯現役の地域づくりを目指します

●政策推進部｡市民部・福祉部･健康部･教育委員会を中心として､市役所が一丸となって

生涯現役社会の実現に取り組みます

●県立保健福祉大学等と連携して､健康づくりに効果がある事業を実施します ←

＝、、T百 侭民健康保険加入者
・特定健康診査受診率､特定保健指導利用率向上

のための勧奨

・特定保健指導の自己負担額の無料化

・特定健康診査･レセプトデータ等を活用した保

健指導

被用者保険加入者
【保険者による受診促進・保健指導

I分の陸康状態を知ろう

受診率

教室等

参加者
健診･保健指導の活用を

促進し、生活習慣病の

予防を図ります
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みん吟で生活習慣を見直若う！

◆ラジオ体操教室の開催

◆ラジオ体操サポーターの養成

◆ラジオ体操活動の支援

◆ウオーキング教室の開催

◆ウオーキングサインの設置

、 ノ

|:室篝駕繊雪駕蘆
◆認知症予防講座の開催

◆うつ予防教室の開催

◆スマートダイエット教室

、箭演会の開催 ノ

効果の

あった

などを

I ）生涯現役社会の実現医療費の抑制地域コミュニティづくり

●

エ地域における介護予防活動支援

地域からの依頼で、保健師・管理栄養士・理学療法士を派遣しています。

また､地域包括支援センターが､町内会館など身近な会場で､介護予防教室(お

達者教室・地域の底力アップ教室）を開催しています。

高齢者福祉に関するアンケート調査によると介護予防教室の参加が可能な場
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所として､町内会･･自治会館、コミュニティセンター・行政センター、近くの小

学校の順に多い結果でした。現状では､外出が困難な二次介護予防対象者につい

ては､訪問型の介護予防事業を実施していますが、閉じこもり防止という点でも

できるだけ教室に参加しやすい環境を整備して､訪問型と通所型の支援を並行し

て実施することが必要です。

図表54教室への参加はどこまでなら出かけることができるか（複数回答）
●

1 1 1

錘蕊51 鰯！’
隣 近 所

町内会自治会館

近くの小学校

近くの中学校

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀー ､行政ｾﾝﾀー

ｳｪﾙシティ市民ブﾗサ(西逸見町〉

総合福祉会館(本町）

外出は困難

無効･無回答

●

81

01”2”3”4“5”麺

資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）

オ介護予防サポーターの養成と支援

介護予防サポーターは、地域に介護予防活動を広める運動ボランティアです。

連合町内会、地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会の協力により各地

区からの推薦を受け、平成21年度から平成24年度の間に654人を養成しました。

介護予防サポーターは、地域のいきいき。ふれあいサロンや老人会などで、健

康体操やレクリエーションなどを実施し、高齢者が身近なところで介護予防活動

を継続的に行えるよう活動しています。

本市では、介護予防サポーター養成後にフォローアップ講座を開催し、サポー

ターの地域活動を支援しています。今後さらに、地域包括支援センターとの連携

を進めていきます。

●

8

＃－62－
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図表55介護予防サポーター養成数

鼻

②生活支援

ひとり暮らし高齢者等が、健康を維持しながら、いつまでも住み慣れたまちで安

心して生活を送れるように、以下の施策を行っています。

9
写

アひとり暮らし等高齢者施策

．ふれあいお弁当事業

食事の支度が困難なひとり暮らし高齢者、または高齢者のみの世帯に食事を

提供することで健康維持の一助としています。

また、横須賀市社会福祉協議会が各地区社会福祉協議会と協働して配食活動

を実施することにより、安否の確認と見守りを行い、孤独感や不安感の軽減を

図るとともに、地域の交流を実現しています。

I
I

I
･ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業

閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者に、市内の公衆浴場の利用券を交付す

ることにより、公衆浴場を地域交流の拠点として活用し、ひとり暮らし高齢者

の地域交流の促進や孤独感を解消しています。

I
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･福祉電話貸与・相談事業

電話のないひとり暮らし高齢者、または高齢者のみの世帯で1人が病弱ある

いはねたきりの状態にある市民税非課税世帯に家庭用電話を貸与しています。

1日1回、声のたよりとして電話訪問による安否の確認をし、併せて各種の

相談に応じています。

なお、電話をお持ちの場合についても、定期的に安否確認が必要と認められ

る場合は、電話訪問を行っています。

●

’
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

I
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区 分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 計

傭予防ｻー ﾀー

養成数
176人 164人 285人 29人 未実施 654人

ﾌｫﾛーｱｯ加修

受講数
平成24年度から開始

3回

延128人

5回

延352人

8回

延480人

平成25年度末利用人数 960人

平成25年度延配食数 126,061食

平成25年度末登録人数 3,957人

平成25年度延利用枚数 151,265枚
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平成25年度末利用人数 101人

平成25年度末電話貸与台数 62台

･緊急通報システム貸与事業

ひとり暮らし高齢者、または高齢者のみの世帯で1人が病弱あるいはねたき

りの状態にある世帯に、家庭用電話に接続する緊急通報装置を貸与しています。

緊急ボタンを押すと、救急搬送を要請できるシステムです。

平成25年度末稼働台数 2,709台

・日常生活用具の給付

ひとり暮らし高齢者、または高齢者のみの世帯で1人が病弱あるいはねたき

りの状態にある市民税非課税世帯に、自動火災感知器、ガス漏れ警報器、電磁

調理器を給付しています。

自動火災感知器 20台

平成25年度給付台数 ガス漏れ警報器 14台

電磁調理器 10台

･ヘルプメイトサービス事業

要介護・要支援認定されていない市民税非課税世帯に属する高齢者のうち、

二次介護予防対象者に準ずるひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯を

対象として、週2時間の範囲で調理・洗濯・掃除・買い物など生活支援を中

心としたサービス費用の一部を助成しています。

平成25年度末登録人数 81人

平成25年度延利用時間数 4,221時間

イその他の高齢者施策

・シニアリフレッシュ事業

75歳以上の高齢者の要介護状態への進行予防や介護者のリフレッシュによ

る在宅生活の維持、継続を図るため、あん摩等の施術費の一部を助成していま

す。

平成25年度末利用人数 2,142人

平成25年度延利用枚数 4,802枚
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･養護老人ホーム短期宿泊事業

養護老人ホームで短期間の宿泊による日常生活上の指導､支援を行うことで

要介護状態への進行を予防しています。

高齢者居室等整備促進資金融資制度

60歳以上の人と同居している、または同居しようとするために高齢者専用部

屋等を増改築、新築等する人に資金を融資しています。

’

③ 地域での支え合い

ア地域とのかかわり

高齢者福祉に関するアンケートの「地域とのかかわり」の設問では、「親しく

付き合っている人がいる」と回答した人は約42％と半数に満たず、「あいさつを

する程度の人ならいる｣、「近所には付き合っている人はほとんどいない」と回答

した人の合計は約55％という結果でした｡地域とのかかわりが希薄となっている

高齢者が多いことが分かります。

住み慣れたまちで住民が互いに助け合って生活が継続できるよう地域の創意

工夫により、「湘南たかとり福祉村｣、「鴨居みかん台ボランティア会」をはじめ

として、「助け合い粟田｣、「助け合いハイランド｣、「助け合い観音崎｣、「グリー

ンハイツゆいの広場｣、「大津シーハイツ・サポートクラブ｣、「芝生ふれあいお助

け隊樫会」など、さまざまな地域活動団体が市内に立ち上がっています。

また本市においても、生活支援サービスの充実を図りながら、高齢者を孤立さ

せないような取り組みを行っています。

図表56近所で親しく付き合っている人がいますか

無効･無回答
31人
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資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）
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平成25年度利用人数

平成25年度延利用日数

16人

299日

平成25年度融資実績 0件
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図表57地域住民による主な支え合い団体（活動会員数平成26年3月末現在）

追浜

牛
湘南たかとり福祉村

活動会員数129人

大津シーハイツ・サポートクラブ

活動会員数36人
田浦

●

ク
逸見

芝生ふれあいお助け隊禅会

遥動会員数50人

本庁
■

衣衣笠
大津

浦賀浦

櫓
模
湾

西 助け合い観音崎

活動会員数24人
久里浜

鴨居みかん台ボランティア会

活動会員数70人 I

オ北下浦下浦

助け合いハイランド

活動会員数61人
助け合い粟田

活動会員数57人グリーンハイツゆいの広場

活動会員数19人

資料：地域で支える福祉活動事例集（平成26年3月第2版）より作成

地域福祉促進のための連携・協力

･横須賀市社会福祉協議会、地区社会福祉協議会との連携・協力

横須賀市社会福祉協議会は、「わたしがつくるみんなでつくる一人ひと

りが住みやすいまち横須賀」の実現に向けて、市内に18地区ある地区社会福祉

協議会と共に各地区でさまざまな地域福祉活動に取り組んでいます。

横須賀市社会福祉協議会が社会福祉法に基づき設置されている社会福祉法

人の団体であるのに対し、地区社会福祉協議会は町内会・自治会をはじめ、民

生委員・児童委員や社会福祉推進委員、保護司、福祉施設・関係機関、学校・

PTA，ボランティアなどの地域のさまざまな組織、団体、個人等で構成され

る住民の任意団体です。

地区社会福祉協議会では、自分たちの生活する地区の生活課題や福祉ニーズ

を主体的にとらえ、問題の解決に向けてさまざまな活動に取り組んでいます。

各地区では、高齢者の食事支援や安否確認などを目的とした「ふれあいお弁
＞

当」の配達や、介護予防や生きがいづくり、仲間づくりの輪を広げることを目

イ

●

｡
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的とした「ふれあい．いきいきサロン（集いの場)」の開設などに取り組み、

横須賀市社会福祉協議会はこうした活動を全市的な立場から支援しています。

横須賀市社会福祉協議会仁二＞地区社会福祉協議会('8地区）
相互に連携

図表58地区社会福祉協議会のイメージ図

※図表58に示された団体以外にも、多くの団体･個人の参加により地区社会福

祉協議会は構成されています。また、構成も地区によって異なります。

高齢者の見守り等を行う民生委員・児童委員との連携、協力

民生委員・児童委員は、地域において援助を必要とする人の生活相談に応じ

関係機関の協力のもとで、地域福祉の増進を図るために活動しています。

本市では支援が必要な高齢者を把握するため民生委員・児童委員と連携し、

施設入所者を除いた高齢者に対して、「ひとり暮らし高齢者調査」を実施し

ています。支援を必要とするひとり暮らし高齢者に対しては、さまざまな福

祉サービスを提供しています。

図表59ひとり暮らし高齢者調査に基づく把握（登録）人数の推移

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

8,908人 9,285人 9,441人 9,632人 9,903人

各年度7月1日現在

ウ地域自治組織との連携・協力

連合町内会や地区社会福祉協議会、地区民生委員・児童委員協議会などの地域

で活動するさまざまな団体が､地域課題の解決に向けて連携するために、地域運

営協議会を発足させています。
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エ民間団体および事業者との連携・協力

LPガス協会や新聞販売組合、信用金庫など、個人宅を訪問する業務の事業者

等と、警察、消防と連携した地域の見守り活動に関する協力体制づくりに取り

組んでいます。

協定を締結している民間の団体および事業者（平成26年5月30日現在）

・神奈川県と協定を締結している団体数34団体

・横須賀市と協定を締結している事業者数3事業者

オ災害時要援護者対策の促進

平成21年3月に策定した「横須賀市災害時要援護者支援プラン」に基づき「災

害時要援護者」としての登録に同意したひとり暮らし高齢者等の名簿を地域の町

内会・自治会等に提供して、地域による対象者の詳しい状況把握を促進するとと

もに、災害時に直接支援をする近隣の支援者を取り決めています。

近隣支援者は､平常時には高齢者等と日頃の交流を深め､災害時には災害情

報の提供や安否確認など安全確保のための活動を行います。

平成26年7月末登録人数 8,538人

④ネットワークの構築

ア隔月の地域包括支援センター情報交換会･連絡会の定期開催時に､地域の情報

収集と介護予防にかかわる取り組み状況の把握をしていますも

イ総合事業開始に伴う多様な主体によるサービスや通いの場の創設について､生

涯現役イベントを通した関係機関とのネットワークづくりを実施するほか、ワー

キングチームの立ち上げを検討しています。

（2）課題

①介護予防と生活支援

介護予防の対象者がこれまでの一般高齢者から､新たに要支援者等にまで拡大さ

れるため、介護予防と生活支援を一体化して、対象者の状況に応じた柔軟な施策の

展開が必要となります。

ア既存のサービス・民間事業者・NPO法人・地域・住民主体など多様な主体に

よるサービスおよび通いの場についての実態や情報を十分に把握する必要があ

ります。
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

また、対象者自身も自ら介護予防に積極的に参加するなど、セルフネグレクト

に陥らないように努める必要があります。

イ現行の介護予防事業の再編および一般高齢者施策を見直し、メニュー化する必

要があります。

ウ高齢者の多様なライフスタイルを想定して､外出が困難な人でも健康づくりや

介護予防ができる通いの場や必要なサービスの創設が求められます。

エ要支援者等の支援について､地域包括支援センターの業務の増大が予測される

ため、地域包括支援センターの機能を強化する必要があります。

オ総合事業について、市民等への周知を十分に行う必要があります。

②在宅生活の継続

ア高齢者の増加に伴い､ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯も年々増加しています。

ひとり暮らし高齢者等が､健康を維持しながらいつまでも住み慣れたまちで安心

した生活を送るためには、家族や地域を含めた支援や見守り体制、さらに緊急時

の対応も必要です。

イ本市が在宅生活を支援するために行っているひとり暮らしおよびその他の高

齢者施策については、高齢者の増加に伴い利用者数が増加していることから、今

後、新たに実施する総合事業と併せて、事業内容の見直しが必要です。

③地域での支え合い

ア高齢者の安全確保のためには、ひとり暮らし高齢者等の安否を確認し、日頃か

ら地域や社会から孤立しないよう声かけや見守りの必要があります。

イできる限り多くの高齢者が地域で支援を必要とする高齢者の支え手となれる

ような場の創設が必要となります。

④ネットワークの構築

ア生涯現役プロジェクトなど､市役所内における部局間の連携を十分にとる必要

があります。

イ介護予防事業所や関係団体・民間事業所等との連携を十分にとって、円滑に総

合事業を開始できる体制づくりが必要です。
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ウ住民主体のボランティアや通いの場について､関係部局や横須賀市社会福祉協

議会､’連合町内会、民生委員・児童委員協議会等との連携を十分にとる必要が

あります。

図表60ネットワークのイメージ図

王 娃現役イベントの実施

隙合事業検討委員会の設置

総合事業地域包括支援センタ

総合事業介護保険サービス率

総合事業民間事業者・NPO
殿舎塞鑿蝋域ケアヮーキンク

0

●

、

（3）施策の展開

①、総合事業の基本的考え方

ア介護予防・生活支援サービス事業では、要支援者等を対象に既存のサービス

や民間事業者．NPO法人・地域・住民主体など多様な主体によるサービスを

整備します。●

イー般介護予防事業では､高齢者が要介護状態となることを予防するとともに、

要支援者等も参加できる、効果的・継続的な事業の充実を図ります。

言

②総合事業開始の時期

総合事業の施行期日は平成27年4月1日となっていますが､市町村による実施

は平成29年4月まで猶予し、準備の整ったサービスから開始できるとされていま

す。
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本市においては､総合事業の体制整備を進め、新たな制度への円滑な移行期間

を見込み、平成28年1月の実施を目指します。.

’
③介護予防・生活支援サービス事業

ア訪問型サービス

訪問型サービスは、要支援者等の自宅で掃除、洗濯などの日常生活上の支援

を提供します。

現行の訪問介護サービスをできるだけ現状に近い形で移行するとともに､厚

生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（案)」に沿った、

多様なメニューから必要に応じて選択できるようにします。

I

Ｑ
一

●
》

図表61訪問型サービスの類型

I

O要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して､総合事業で多様なサービスを提供していくため､市町村

は.ｻー ビｽを類型伽､､それに併せた基準や単価等を定めることが必要.そこで$地域における好事例を踏
まえ､以下のとおり､多様化するサービスの典型的な例を参考として示す．

①訪問型サービス ※市町村はこの嘘踏まえ退地域､実禰こ応じた､甘一ビス内容を検肘する．

O訪問型サービスは､現行の訪問介護に相当するものと､それ以外の多様なサービスからなる．
O多様なサービスについては､雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと､住民主体による支援､保
健･医療の専門職が短期集中で行うサービス､移動支援を想定．
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資料：厚生労働省「介謹予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（案)」より ＆

イ通所型サービス

通所型サービスは、要支援者等に対し、施設等で機能訓練や集いの場など日

常生活上の支援を提供します。

現行の通所介護サービスをできるだけ現状に近い形で移行するとともに、厚

生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（案)」に沿った、

多様なメニューから必要に応じて選択できるようにします。

｡

－71－

と鐸』 ｡：妬忠さ瀦麺筋間介翻目当澁:::ゞ
グ

少I甲b

q , L B -

〃 轍:…§中ピ変;､'!≦、

淫
画

、

ｂ
Ｆ
回
一
や
》 'ざ;ざ･蝿〕蕊::ごI 鵬 職 j ： 喫職蕊鍬 1綱鍾§ …ザ鱈宇嘩D

＜…3息一

籍3
.､1....､,‘･‘...．,･"

獅貝鱗
粕

一
一
脾

i、』・'.『.『『も.‐

Wf生瀧跡
▲、＝Ib-や

裟趨聯i溌迩 … 噂j I溌騨§
移送削侭D生活支
授=弩渕旦

I▲虹③_--

今

鋤頚華i
》
》

え方 J

~-▲a－舎全二

実施方法

嘗蕊譲謡轆雲鰄趣”
‐－．7－、i－－r~‐‐Q旦一△全学ー二三旦旦ﾆｰﾛｰｰ,.‘‘夕

《窪:鯵:'‘韓識韮;',#!戒が

f:;？〔を識詣遮鑑銭ご；
.､｡-=一一一一・-,’’.….._弓ニーー'--､－~~~一一~~~

靹鋼棚員(噸介砿準'1ﾑノ

◇
い
と
◇
い
‐
ｌ
Ｌ
口
’
１
・

Ｐ
●
、
Ｇ
Ｆ
ｊ
ｂ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
‐
Ｆ
‐
｜
Ｉ
令

榊
一
Ｗ
一
口
一
二
一
主
一
↓
一

‐
《
』
‐
Ｇ
０
Ｐ
Ｉ

ｂ
ｐ
ｐ
Ｇ
Ｌ
ｐ
Ｐ
冒

二
》
。
〃
‐
“

？
■
宮
Ｉ
。
‐

こ
く
ｄ
：
ｑ
ｈ

’
ｐ
ｂ
互
・
Ｌ
・
・

』
↑
‐
ｒ
◇
〃
Ｐ
生
守
．
。
◇
△
『
‐
．

・
・
一
凸
マ
酔
己
一
宮
八
．
▽
《
、
今
Ｊ
》

亘
阜
◇
甲
ｑ
Ｌ
。

。
ご
庁
■
■
ロ
マ
・
Ｉ
町
‐

》
ロ
ロ
口
口
■
ロ
ロ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ⅱ
■

ず
〃
４
１
‐

冒
肖
Ｐ
‐
Ｌ

ざ
・
マ
。
『
一
口
。
△
グ
ア
．
・

■
一
宮
宮
ｒ
△
ｑ

毎
一
、
『
〃
司
り
▽
△
｝
．
・

可
ｌ
‐
ｐ
ザ

■
二
宮
歩
■
‐

争
冒
■
‐
ユ
ニ
冒
申
孟
回
■
‐
Ｉ
●

今
凶
‐

ロ
、
‐
‐
‐
十
‐

、
合
‐
け
▽
＄

Ｌ
１
Ｑ
、
Ｊ

宮
‐
司
夕
二
二

一
．
ａ
や
｛
Ｉ
‐
・
Ｉ

w：…f錠剖 蚕誌I ･"患補助阻加餓妊j
L_や01.

瓶霊蜘．
．｡'ｴ‘穿一･1－‐二一

尼鉾
~5‐‐~‐ 》

!ｩ｡G－9Q－

窪I瓢
，'卜

陶瀧篭
q■、bもら』

諺ｿ舜潅僻1
0,,L'@~角F

ｆ
０
ｇ

ｂ
ａ

。
■

も

■
ｊ
〆
Ｇ
韓
肖

頁
少
③
４

℃
二
ｂ
■
■

』
‐
■
』

I｢.i誕::"津；《
蜜蚤鈎月蝿卿うう？

．~．、．§↑,

‐堂
．_ラトーー

:‘言直錘凝髪罷

#保健･医療の幹ﾖ職
迩;二注;姉町村)鐸"？

．:_

ず

0

錐
慨
＠

麺
生
計
ゞ
々

４
１
■

G1

ス B
‐二‐



第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

図表62通所型サービスの類型

②通『

匠

0

③その他の生活支援サービス

○その他の生活支援サービスは､①栄養改善を目的とした配食や､②住民ボランティア等が行う見守り､③訪

問型ｻー ピｽ､通所型ｻー ピｽに準じる自立支援に資する生活支援(訪問型サービス･通所型ｻー ビｽの一
体的提供等)からなる．

資料：厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（案)」より

ウその他の生活支援サービス

栄養改善だけでなく、食事を味わいながら人との交流を楽しめることも目的

とした配食や訪問型サービス･通所型サービスに準じる生活支援サービスを検

討します。

エ介護予防・生活支援サービス事業ケアマネジメント

介護予防・生活支援サービス事業ケアマネジメントは、予防給付の介護予防

支援と同様に、要支援者等が居住する地域の地域包括支援センターがアセスメ

ントを実施し、本人が自立した生活を送ることができるよう、ケアプランを作

成して、専門的視点から必要な援助を行います｡
●

オ市民への総合事業に関する周知

広報よこすかへの掲載、パンフレット配布、講演会、出前トーク、健康教室

などにより積極的な周知を行います。

□

④一般介護予防事業

ア介護予防普及啓発事業の推進
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○通所型サービスは､現行の適所介護に相当するものと､それ以外の多様なサービスからなる．
○多様なサービスについては､雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと住民主体による支援､保
健･医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定．
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

基本チェックリストにより把握された一次介護予防対象者｡二次介護予防対

象者に応じた介護予防教室の開催､必要時訪問などによる個別支援､介護予防

に関わる人材育成とスキルアップを図ります。

総合事業の開始に伴い、一般介護予防事業は一般高齢者から要支援者等まで

が対象となります。

多様な対象者に応じた介護予防事業を推進するために、介護予防事業の積極

的な周知を図るとともに高齢者の元気度を把握し、それに応じた介護予防教室

を実施します。また、介護予防・生活支援サービス事業の受け皿として、要支

ユ

援者も参加できる、効果的・継続的な介護予防教室を実施します。
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

図表63介護予防普及啓発事業の見込み量

、

0

●

※平成26年度は見込み

日

イ地域介護予防活動支援事業

地域包括支援センターと連携して、外出が困難な人でも身近な場所で気軽に

実施できる介護予防活動の普及や、介護予防サポーターによる住民主体の介護

予防活動の人材育成・支援を進めます。

また、老人福祉センターなどを介護予防活動の拠点とします。

－74－

区分
第5期実績

平成24年度 平成25年度 平成26年度

第6期計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

二次介護予防

対象者の把握
延25，296人 延25，050人 延26,700人

生涯現役

講座
平成26年度から開始

3コース

延120人

6コース

延240人

9コース

‘延360人

9コース

延360人

運動機能

向上教室

597回

延6，841人

613回

延7,243人

625回

延12,527人

493回

延7，497人

500回

延8，000人

500回

延8,000人

栄養改善

‐教室

53回

延576人

54回

延494人

47回

延765人

45回

延735人

50回

延800人

50回

延800人

口腔機能

向上教室

66回

延572人

67回

延628人

60回

延900人

33回

延500人

33回

延500人

33回

延500人

お口元気

キャンペーン

一 －

1回

500人

1回

500人

1回

500人

1回

500人

認知症

予防教室

30回

延727人

31回

延740人 延 10

回
人

５
５
０
７
１
５ 延I0

回
人

５
５
０
７
１
５ 延1C

回
人

５
５
０
７
１
５ 延10

105回

575人

うつ予防

教室
平成26年度から開始

13回

延260人

13回

延260人

13回

延260人

13回

延260人

生涯現役

イベント
平成26年度から開始

1回

500人

1回

500人

1回

500人

1回

500人

介護予防

講演 会

1回

130人

1回

168人

1回

200人

1回

200人

1回

200人

1回

200人

うﾌﾁﾙﾌｧｼﾘﾃーﾀー

養成講座
平成26年度から開始

1コース

20人

1コース

10人

1コース

10人

1コース

10人

鯛ﾘﾊﾘﾃー ｼｮﾝ

活動支援事業

－ ■■■■■■ － 延10人 延10人 延10人

訪問型

介護予防事業
延24人 延6人 延10人



第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

図表64地域介護予防活動事業の見込み量
|’
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凸

※平成26年度は見込み

ウ地域リハビリテーション活動支援事業

地域リハビリテーション活動支援事業は、理学療法士などの専門職が、地域

ケア会議やサービス担当者会議､住民運営の通いの場等に参加して、要支援者

等の生活に支障を来している原因､改善の見通し､認知症への対応などの助言、

体力測定や運動プログラムの提案などを行うことにより、要支援者等の有する

能力を引き出すことを目的にした事業です。

本市では、理学療法士が家庭訪問やサービス担当者会議に参加して、生活上

の助言などを行っていますが､今後､関係団体等との連携も検討していきます。

⑤総合事業以外の生活支援サービス事業

ひとり暮らし高齢者等が､健康を維持しながらいつまでも住み慣れたまちで安

心した生活を送るために次表の支援を継続して行います。

今後､総合事業の実施に伴い提供されるサービスと類似するサービスや利用者

の増加が著しいサービスなどについては、事業内容の見直しを行います。
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区分
第5期実績

平成24年度 平成25年度 平成26年度

第6期計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

お達者教室

(主鯉，瀧型）

279回

延5,054人

271回

延5,302人

354回

延5,310人

326回

延6,520人

326回

延6,520人 延6、

回
人

６
０
２
２
３
５

地域の底力

アップ教室

26回

延804人

16回

延618人

52回

延1,560人

30回

延900人

30回

延900人

30回

延900人

ふれあい

地域健康教室

23回

延523人

22回

延753人

30回

延800人

30回

延600人

30回

延600人

30回

延600人

介讃予防ｻー ﾀー

養成講座

3コース

29人

平成15年剛

未実施

3コース

210人

3コース

210人

3コース

210人

0コース

0人

介瀞防ｻｰﾀｰ

ﾌｫﾛー ｧｯ研修

3回

延127人

5回

延352人

5回

延272人

5回

延500人

5回

延500人

5回

延500人



第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

アひとり暮らし等高齢者施策

図表65ひとり暮らし等高齢者施策の見込み量

6

0

0

■

※平成26年度は見込み
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事業名
第5期実績

平成24年度 平成25年度 平成26年度

第6期計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

ふれあい

お弁当事業

延138,046

食

延126,061

〆

食

年度末
へ

登録人数

960人
～ノ

･

延140,108

食

延132,505

食

延136,215

食

延140,029

食

入浴料助成

事業

延149,896

枚

年度末へ
1用人数

3,851人
ノ

延151,265

〆

枚

年度素
利用人数

3,957人
～ノ

延165,561

枚

延161,129

枚

延165,071

枚

延169,048

枚

福祉電話貸与

相談事業

｛

年度末

利用者

99人

年度衆
貸与台数

61台
ノ

年度末

利用者

101人

年度余
貸与台数

62台
ノ

年度末

利用者

110人

年度末「

利用者

150人

年度末

利用者

150人

年度末

利用者

150人

緊急通報ｼステム

貸与事業

年度末

稼働台数

2,727台

年度末

稼働台数

2,709台

年度末

稼働台数

2,800台

年度末

稼働台数

2,804台

年度末

稼働台数

2,846台

年度末

稼働台数

2,885台

日常生活用具

の給付

(自動火災感知器）

45台 20台 50台 50台 50台 50台

日常生活用具

の給付

(ｽ屑鴻鰡）

23台 14台 30台 30台 30台 30台

日常生活用具

の給付

(電磁調理器）

10台 10台 10台 10台 10台 10台

ヘルプメイト

サービス事業

〆

延4，922

時債

年度末
、

登録人数

102人
～ノ

〆

延4,221

時間

年度末、
登録人数

81人
～ノ

延4，922

時間

延4，221

時間

延4，221

時間

延4，221

時間



第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

イその他の高齢者施策

図表66その他の高齢者施策の見込み量

ロ

S

※平成26年度は見込み

⑥地域で支え合う仕組みづくり

ア横須賀市社会福祉協議会、地区社会福祉協議会との連携、協力

横須賀市社会福祉協議会､地区社会福祉協議会と連携して高齢者が住みやす

いまちづくりの活動を支援していきます。

イ民生委員・児童委員との連携、協力

民生委員・児童委員と連携して「ひとり暮らし高齢者調査」を実施し、支援

を必要とするひとり暮らし高齢者に対しては、さまざまな福祉サービスを提

供していきます。

ウ地域住民による支え合い

住民主体によるポﾗﾝﾃｨｱなどの支え合い活動が､広がっていくよう､支

援します。

つ
』

’ ●

エ民間の団体および事業者との協力体制づくりの推進

地域での孤立死・孤独死を未然に防止するために、今後も個人宅を訪問する

民間の団体および事業者等と連携し、地域見守り活動に関する協力体制づくり

に取り組んでいきます。
’

’ －77－

事業名
第5期実績

平成24年度 平成25年度 平成26年度

第6期計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

シニア

リフレッシュ

事業

延4,493枚
〆ヘ

年度末

利用人数

～
2,028心

延4,802枚
〆ヘ

年度末

利用人数

2，142人
、ノ

延5,667枚

一

延5,709枚 延6,103枚 延6,524枚

養護老人ホーム

短期宿泊事業

延198日
〆、

～

利用人数

12人
ノ

延299日
届、

～

利用人数

16人
ノ

延338日 延308日 延353日 延361日

高齢者居室等

整備促進資金

融資制度事業

0件 0件 1件 1件 1件 1件
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

オ孤立の防止・仲間づくり

高齢者の居場所や活動の場として、各老人福祉センター等では、健康づくり・

介護予防に取り組んでいます。また、趣味を通して高齢者の生きがいづくりの機

会となるよう、「生きがい講座｣も開催しています。

今後も、高齢者が積極的に参加したくなるよう、ニーズに応じた行事や講座を

開催するとともに、介護予防活動の拠点として、高齢者の仲間作りを支援し孤立

防止につなげていきます。，

併せて､高齢者の地域活動への参加促進や､積極的な外出支援を図るため、「は

つらつシニアパス発行事業」を継続します。

力災害時要援護者対策の促進

横須賀市災害時要援護者支援プランに基づき､要援護者への支援が迅速かつ的

確に行えるように、各地域における支援体制の整備を促進していきます。

⑦地域包括支援センターの機能強化

95ページ、「2要介護期の支え合いの仕組みづくり」、（3）施策の展開④

にて記載。

⑧ネットワーク（生活支援体制整備事業）の構築

ア生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の設置

地域で総合事業の体制整備を進めていくために、主に資源の開発やネットワ

ークの構築の役割を担う、生活支援コーディネーターの設置を検討します。

イ生活支援体制整備推進会議の開催

地域での通いの場を充実させるためには、地域の実態を十分に把握し、必要

な社会資源の開発とネットワークの構築が重要になります。そのために、関係

部局や団体等との連携を図ります。

－78－
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

図表67生活支援体制整備事業構築のイメージ図

多様な主体によるサービス提供

社会福祉健護会

。ふれあい．いきいきサロン

・ボランティアセンター

高齢者の社会参加

生涯現役プロジェクト
・ひくてあまたのお父さんプロジェクト
・生涯現役購座

・ラジオ体操

整患L_----〈一

鶴菫俸による多繊な涛勤夢
・福祉村。たすけあいや

自治会単位のボランティア活動

高齢者就労支援

･シルバー人材センター

市民による自主的・自発的な活動

・市民活動サポートセンター登録団体
市民協働推進補助金交付団体

企画提案型市民協働モデル事業参加団体
市民公益活動ポイント制度鋤ﾛ団体

などの活動

－般高齢者事業

・老人クラブへの助成

・老人福祉センター・老人憩い

の家の運営

・はつらつシニアパス発行事業
・ヘルプメイトサービス事業

地域での生きがいや学び

･地区のコミュニティセンターの

高齢者学級

・生涯学習センターでの

市民大学講座など

一

L謹垂
地域介護予防活動事業

・お達者教室

・地域の底力アップ教室

。ふれあい地域健康教室

･介護予防サポーター養成舗座
､介護予防ｻボーﾀーﾌｫﾛーｱｯプ研修ノ

図表68生活支援体制整備推進会議の開催見込み量

第5期実績 第6期計画

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

I■■■■■ － q■■■■

－79－
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j第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

2要介護期の支え合いの仕組みづくり

要介護状態は、心身に障害があるために、入浴、排せつ、食事などの基本的な動作

について、自立した日常生活が営めるよう支援する必要がある状態を指します。

要介護期に入ると、ケアマネジャー（介護支援専門員）がサービス計画を作成しま

す。その際、ケアマネジャーは利用者の日常生活全般を支援する観点から、サービス

計画の中にサービスを位置付ける際は、介護保険サービス以外の保健医療サービス、

福祉サービス､地域住民による自発的な活動によるサービスなどの利用も含めて位置

付けるよう努めることとされています｡ケアマネジャーは利用者の多様なニーズに応

えるために、介護保険サービスだけでなく、介護保険以外のサービス等も活用した支

援体制を整えることが必要となります。

高齢者が要介護状態になっても､できる限り住み慣れたまちで暮らし続けることが

できるように､ケアマネジヤーをはじめ地域包括支援センター等さまざまな職種や関

係機関が、高齢者支援のためのネットワークを構築することが重要です。

また、介護度が上がるにつれて医療が必要な人は増えることから、在宅で医療と介

護を受けながら安心して療養できる体制づくりも必要となります。

●

●

（1）現状

①高齢者の生活の様子

ア高齢者の世帯構成

介護保険に関するアンケート調査では、ひとり暮らしの高齢者は21.5％、高齢

者のみの世帯（家族全員が65歳以上）は25.9％、64歳以下の家族と同居の世帯は

32．3％でした。また、高齢者福祉に関するアンケート調査では、ひとり暮らしの

高齢者は15.2％、高齢者のみの世帯は40.6％、64歳以下の家族と同居の世帯は

42．4％でした。

要介護認定を受けていない世帯のうち過半数が､ひとり暮らしか高齢者のみの

世帯であり、要介護認定を受けていても若い人たちと同居はしない傾向にあるこ

とから､今後ひとり暮らしや高齢者のみの世帯に要介護者の世帯が増えていくこ

とが予測されます。

ロ
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介護保険サービスだけでなく、さまざまな生活支援環境

を整備します
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図表69高齢者の世帯構成

罵効･黒回答

24人
22％

5

その他(施設入所など）
197人
181態

介護麗定あり
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資料：介護保険に関するアンケート結果より作成（回答者数11086人）

高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）

イ高齢者の今の心配ごと

今の心配ごと・悩みについては、介護認定のあり。なしにかかわらず「自分の

健康や病気について｣､‘｢自分の介護について｣、｢同居家族の健康や病気について」

が上位を占めていますが､介護認定ありの人のアンケート結果では「話し相手が

いない」との回答が要介護認定なしの人に比べ多いことから、介護を要する高齢

者が孤独を感じている状況が読み取れます。

■b

－81－

高齢署のみの世帯

281人

259％

4歳以下の家族と同居の世帝

351人
323愚

廟齢老のみの世幣

429人
406側

4歳以下の家族と同居の世幣

448人
424魁
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図表70今の心配ごと（複数回答）
「

羽｡■qU・■ロ

591
家族との人間関係

友人･知人との人間関係

話し相手がいないこと

生活畳にユ'て

自分の介溌に乱､て

自分の健康や病気に乳'て

ﾛ要介謹･要支援認定あり1‘”6人

口要介霞･婆支授鍼ノ1“6人
狸
雫 130

102

149｡

蟻13型

．

灘器蕊蕊舞ﾖ蕊 繩

畷謹藩 曝…蕊…！a

同居家族の健康や病気に乱､て
詔8

家族や親族に対する介護にF乳､て

財産管理に丸'て

遺産柤続に式､て

子や孫の将来について

その他

なし

無効･無回答

111

雪蓋

雪憲
…175

197

鰐鯉壊1166

2”

131131密

“

1002000 300400 500 “0

資料：介護保険に関するアンケート結果より作成（回答者数1,086人）

高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）

②要介護者の状況

平成26年9月末、要介護認定者数は15,712人であり、うち介護保険等サービス

未利用者は1,187人､施設利用者は3,224人です。なお､居宅サービス利用者は11,301

人となっています。（※サービスの重複利用は除いていません）

③介護者の状況

介護保険に関するアンケート調査結果からは､在宅で生活している要支援・要介

護認定者を介護する人の多くが配偶者や兄弟など65歳以上の高齢者であることが

わかります。また、今後も高齢化が進むに伴い、高齢者が高齢者の介護を行う老老

介護が更に増加することが予測されています。

なお､介護する上で困っていることのうち､精神的･体力的な負担については｢自

分自身も高齢になり介護が困難」が最も多い回答でした。

介護者の高齢化に伴う健康状態の悪化や要介護状態になることによる介護力の

低下や喪失が、在宅での介護を困難にしていることが推測されます。

●

8
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図表71介護を主にしている人の年齢

資料：介護保険に関するアンケート結果より作成（回答者数861人）

図表72主な介護者が介護する上で困っていることのうち、

精神的・体力的な負担について（抜粋）

(複数回答）
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蕊葱競自分自身も高齢となり､介譲が困難

気持ちや身体を休める機会がない '128

'114介護サービスを利用しても精神的･体力g流負担は滝い

本人を支えることができないなど体力的に介識咽難

夜間･深夜の介護負担が重い

相談者や悩みを鄙}てくれる人がいない

一生懸命介證しているのに他の家族の理解が得られない

資料：介護保険に関するアンケート結果より作成（回答者数861人）

｡

④ひとり暮らし高齢者

高齢者の増加に伴い、ひとり暮らし高齢者は年々増加しています。毎年7月に民

生委員・児童委員を通じて実施している「ひとり暮らし高齢者調査」では平成26

年度の調査結果は9,903人となっており、これは65歳以上の高齢者人口の約8％に

あたります。

－83－
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

図表73ひとり暮らし高齢者調査に基づく把握（登録）人数の推移

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

8,908人 9,285人 9,441人 9,632人 9,903人

各年度7月1日現在

なお、ひとり暮らし高齢者等が、健康を維持しながら、できる限り住み慣れたま

ちで、安心した生活を送れるように、「ふれあいお弁当事業｣、「ひとり暮らし高齢

者入浴料助成事業｣、「福祉電話貸与・相談事業｣、「緊急通報システム貸与事業｣、

「日常生活用具の給付」等の施策を行っています。（詳細は、63ページ、「1介護‘

予防期の支え合いの仕組みづくり、（1）現状、②生活支援」にて記載）

⑤介護保険のサービス

介護保険には、訪問介護（ホームヘルプ)・通所介護（デイサービス）・福祉用具

貸与・住宅改修費支給等さまざまなサービスがあります。ケアマネジャーが、その

人の心身の状況に応じてケアプランを作成し､そのプランに基づいてサービスを利

用することができます。

⑥要介護者を支える機関

ア居宅介護支援事業所

ケアマネジャーが配置されており、介護が必要になった人が自宅で適切に介護

サービスが利用できるように､アセスメントに基づくケアプランの作成や高齢者

への説明､ケアプランに載せたさまざまな介護サービスの連絡･調整を行います。

平成26年7月1日現在、市内では112事業所を指定しています。

イ地域包括支援センター

平成18年度から､市内の日常生活圏域を中心に地域包括支援センターを設置し

ています｡現在は市内に13カ所設置しており、地域の関係機関と連携を図りなが

ら、地域における身近な相談窓口として要介護者だけでなく、高齢者の総合的な

支援を行っています。主な業務として、介護予防ケアマネジメント、総合相談、

権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメントがあります。

また、本市では、業務を円滑かつ効果的に実施できるように「横須賀市地域包

括支援センター事業実施方針」を策定しています。

－84－
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機能

介護予防ケアマネジ

メント

総合相談

権利擁護

包括的･継続的ケアマ

ネジメント

図表74地域包括支援センターの機能

。

業務内容

地域支援事業における介護予防事業､予防給付に係る介護予防

サービス､および地域密着型介護予防サービスに係るマネジメ

ントを行い､支援や介護が必要となるおそれの高い高齢者が自

立して生活できるよう支援します。

高齢者やその家族に対し､介護給付等サービス、それ以外の医

療福祉サービス､地域資源等を利用した総合的な相談･支援を

行 います。．

関係機関と連携・協力して、高齢者虐待防止、早期発見、早期

対応を図ります。また､判断能力が不十分な認知症高齢者の成

年後見制度の活用・利用支援などを行います。

支援困難ケースへの対応など介護支援専門員（ケアマネジャ

－)への支援や､地域包括ケア体制構築のための支援を行いま

す。

図表75地域包括支援センター相談件数の推移

件数

60，000

50，000

40，000

30,000

20,000
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平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度

図表76地域包括支援センター設置数の推移

(単位：ヵ所）

区分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

設 置数 12 12 13 13 13 13 13 13

－85－

6

弓

己

ｰ

4



第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

図表77地域包括支援センター職員数の推移

(単位：人）

(各年度3月末日現在）

地域包括支援センターは開設当初と比べて､設置数は大きく変わりはないもの

の、相談件数は2倍以上となっています。地域包括支援センターでは、職員数を

増やし、さまざまな相談に対応しています。

r

一

ロ

ウ定期巡回。随時対応型訪問介護看護事業所

日中・夜間を通じて、定期的な巡回のほか、随時呼び出しにより、ホームヘル

パーや看護師などに訪問してもらい、食事・入浴・排せつの介助などの身体介護

や日常の生活援助、療養上の世話や緊急時の対応などを受けることができます。

介護保険の利用料は、要介護度別の1カ月単位の定額制です。

平成26年7月1日現在、市内では3カ所指定しています。

エ小規模多機能型居宅介護事業所

登録された利用者（定員25人以下）を対象に通いを中心として、利用者の様態

や希望に応じて、訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、食事・入浴・排せつの介助

などの身体介護や日常の生活援助､機能訓練などを受けることができます。

介護保険の利用料は、要介護度別の1カ月単位の定額制です。

平成26年7月1日現在、市内では3カ所指定しています。

上記は柔軟さをもって様々な在宅介護を支援するサービスですが､その他にも、

通所介護事業所、訪問介護事業所、グループホーム等さまざまな事業所が､介護

を必要としている高齢者を支援しています。

⑦事業評価や指導監査

市では、地域包括支援センターの事業運営に関して年1回評価を行い、市からの

委託業務等が適切に行われていることを確認しています。また、各地域包括支援セ

ンターで行っている特徴的な取り組みについては､他の地域でも活かすことができ

るように、他の地域包括支援センターへの情報提供などを行っています。

また、社会福祉事業の円滑な実施を確保するために、社会福祉法人等の社会福祉

事業を経営する者が、法令・通知等を遵守し、適正な事業運営を実施しているか個

別に精査し、必要に応じて是正・改善を求めるとともに、更なる運営水準の向上を

目的とした指導および助言の監査を実施しています。

●

0
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区 分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

職 員数 57 59 68 68 69 75 70 73
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⑧ネットワークの構築

本市では､高齢者ができる限り住み慣れたまちで暮らし続けることができるよう

に､高齢者を支援するための多職種によるネットワークを構築することを目的とし

て、以下の4つの会議等を「地域ケア会議」として開催しています。

’

ア地域ネットワークづくり

各地域包括支援センターが地域で自主開催した会議や研修などを｢地域ネット

ワークづくり」と称しています。地域の民生委員・児童委員や住民、自治会・町

内会、居宅介護支援事業所、医療関係者等が集い、横断的な支援体制の構築や連

携についての取り組みが進んでいます。また、当該会議等において、個別事例の

支援体制の検討も行っています。

日

｡

Ｉ
’
１
Ｊ

イ包括的ケア会議

各地域包括支援センターにおいて、民生委員・児童委員や地区ボランティア、

居宅介護支援事業所をはじめとする介護事業者､医療関係者等と学習会や情報交

換等を行う「包括的ケア会議」を開催しています。地域における総合的・重層的

なネットワークを構築し、高齢者の健康と福祉の向上を目指しています。

ウ地域包括支援センター情報交換会

本市と全地域包括支援センターとが定期的に情報共有や意見交換を行うため

に「地域包括支援センター情報交換会」を隔月で開催しています。地域包括支援

センターの運営に関する課題のみならず､地域における高齢者支援に関する課題

などに関して、検討および情報の共有を図っています。

ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
日
Ｉ

エ高齢者地域ケア会議

医師・弁護士・社会福祉施設・居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・

福祉事務所等の有識者が集まり、高齢者支援に関する課題の抽出およびその解決

に向けた取り組みなどを協議する「高齢者地域ケア会議」を年4回開催し、地域

課題の解決に必要な資源開発や地域づくり、さらには高齢者保健福祉計画への反

映などの政策形成につなげています。

|‘

|li

l
ll

11

lI

lI

ll

,'

’1

⑨総合相談業務

本市や地域包括支援センターでは、高齢者のさまざまな相談を受けています｡相

談の内容により、関係機関に繋げることや、連携することで高齢者や介護家族の支

援を行っています。また、地域資源等の情報提供を行い、相談に対応しています。

こ

－87－
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平成25年度高齢福祉課相談件数 11,724件
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⑩介護保険以外の福祉サービス

本市では、要介護期の高齢者が、できる限り住み慣れたまちで、安心して生活で

きるようにするために以下の支援サービスを行っています。

ア紙おむつ給付事業（地域支援事業）

家族の夜間の介護負担を軽減することを目的として､ねたきり等の在宅高齢者

が紙おむつを必要としている場合、市が指定する業者の中から月額3,000円以内

で選択した紙おむつを給付しています。

平成25年度末利用人数 3,690人

平成25年度延利用人数 39,202人

イ寝具丸洗いサービス事業

高齢者が清潔で快適な生活を送ることを目的として､ねたきり等の在宅高齢者

の使用している寝具の丸洗いを行っています。

平成25年度末利用人数 L871人

平成25年度延利用人数 5,288人

ウ出張理容等サービス事業

ねたきり等の在宅高齢者で理容店等に出かけられない人に､理容師または美容

師が自宅まで出張し、理美容サービスを行っています。

平成25年度末利用人数 2,002人

平成25年度延利用人数 7,052人

エ家族介護慰労金支給事業（地域支援事業）

市民税非課税世帯の高齢者にあって、要介護4または5と認定されながら、過

去1年間介護保険サービス（1週間程度のショートステイを除く）を利用しなか

った高齢者を介護している家族に慰労金を支給しています。

平成25年度支給者数 2人

⑪地域に生まれた生活支援活動

本市では、地域の創意工夫により、住み慣れたまちで住民が互いに助け合って生

活が継続できるよう、地域活動を支援しています。

「湘南たかとり福祉村｣、「鴨居みかん台ボランティア会」をはじめとして、「助

け合い粟田｣、「助け合いハイランド｣、「助け合い観音崎｣、「グリーンハイツゆいの

－88－
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’

広場｣、「大津シーハイツ･サポートクラブ｣、「芝生ふれあいお助け隊樺会｣など、

さまざまな地域活動団体が市内に立ち上がっています。

⑫医療と介護の連携

医療を必要としている人が要介護状態にあり、診療所や病院に通えない場合には、

自宅で医療を受けることもできます｡住み慣れた自宅で医療と介護とを受けながら

療養生活を送ることを在宅療養といいます｡在宅療養では､医師･看護師･薬剤師・

ケアマネジャー・ホームヘルパーなど、さまざまな医療関係者、介護関係者が要介

護者を支援しますが、これら関わりのある多くの専門職が連携するとともに、在宅

医を増やすことで、安心な在宅療養の体制を作ります。

市では、医療関係者・介護関係者の顔の見える関係づくりと地域における医療・

介護の連携推進のための具体的施策を検討することを目的として､平成23年度に医

療・介護・行政の関係者を構成員とした「在宅療養連携会議」を設置しました。

この会議では、在宅療養に係るさまざまな課題を抽出し、課題解決のための施策

を検討してきました。また、この会議に3つの専門部会を置き、検討した解決策の

唇

己

｜I
』1

''

’1

'i

具体化に取り組んでいます。’

平成25年度在宅療養連携会議開催回数全体会議4回

専門部会9回

構成員の所属団体（平成26年4月現在）

・横須賀市医師会

・横須賀市歯科医師会

・横須賀市薬剤師会

・国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院

・横須賀市立市民病院

・横須賀市立うわまち病院

・日本医療伝道会衣笠病院

・横須賀市介護老人保健施設連絡会

・横須賀市地域包括支援センター連絡会

・横須賀市居宅介護支援事業所連絡協議会

・横三地域訪問看護ステーション連絡協議会横須賀ブロック

・横須賀市訪問介護事業所連絡協議会

・横須賀市グループホーム協議会

・横須賀市福祉部介護保険課長

・横須賀市福祉部高齢福祉課長

・横須賀市健康部地域医療推進課長
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専門部会

・広報啓発検討専門部会

・連携手法検討専門部会

・研修・セミナー検討専門部会

（2）課題

第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

①在宅生活の継続を困難にする事情

ア老老介護への支援

高齢である介護者の健康状態の悪化や要介護状態になることによる介護力の

低下や喪失が､在宅での介護を困難にしていることが推測されるため、在宅での

介護を支援する体制が求められています。

イひとり暮らし高齢者等への支援

高齢者の増加に伴い､ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯も年々増加しています。

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯が､健康を維持しながら、できる限り住み慣

れたまちで安心した生活を送るためには､家族や地域を含めた支援や見守り体制、

さらに緊急時の対応なども必要です。

特に､家に閉じこもりがちになる谷戸地域に住んでいるひとり暮らし高齢者を

孤立させないため､総合的な対策について検討していくことが求められています。

ウ認知症高齢者への支援、

認知症になっても、できる限り住み慣れたまちで､安心した生活を送ることが

できるよう認知症予防から認知症の早期発見､早期治療、ケア、介護家族の支援

までの一貫した取り組みを進めるとともに、地域で認知症の人を見守り、支援す

る環境作りなど、総合的な認知症施策を検討する必要があります。

②経済的に困窮した高齢者への支援

経済的に困窮した高齢者は､経済的な負担を伴う介護保険のサービス利用をため

らい、適切なサービスに結びつかないことがあります。介護保険等の費用負担を伴

う公的なサービスの他に地域における助け合いなどインフォーマルなサービスと

の柔軟な組み合わせによる支援を検討する必要があります。

③介護離職

家族を介護するにあたり、仕事と介護との両立が困難になり退職に至る場合があ

ります。介護離職は、企業にとっての損失だけでなく、介護離職者の経済的困窮に

－90－
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より、生活保護に頼らざるを得なくなる場合もあり、介護者への支援の充実も必要

となります。

’

④地域包括支援センターの機能強化

ア運営体制

市内の高齢者人口の増加に伴い､相談件数や困難事例への対応などの増加に対

して効果的な高齢者支援を行うために､地域包括支援センターの運営体制を検討

する必要があります。
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イ 連携強化

慢性疾患を有する高齢者や認知症を有する高齢者が増加することなどを踏ま

え、医療と介護の連携や認知症高齢者への対応が重要となります．

また､地域包括支援センターの運営については､法令等に定める事業を実施し、

地域で暮らす高齢者の支援を行っていくものであることから､市と緊密な連携を

図りながら適切な運営を確保することが必要です。

上記の医療と介護、市との連携について、地域ケア会議の効果的な実施により

医療関係者や市職員を含む多職種協働によるケアマネジメント支援の充実を図

ることなどが求められています。
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ウ地域住民への周知

身近な相談窓口としての役割を果たすため､地域包括支援センターの認知度を

より一層高めていく必要があり、地域住民への周知の工夫が引き続き求められて

います。

|｜

｜‘

エ地域包括支援センター事業評価

今後、中長期的な視点を持って、市を中心とした地域包括ケアシステム構築に

向けた取り組みを推進していく中で､効果的な地域包括支援センターの運営が安

定的・継続的に行われていくことが地域の住民にとって重要となります｡地域の

実情や法改正等に伴い､地域包括支援センターの効果的な運営という視点を含め

た事業評価のあり方を引き続き検討する必要があります。

’1

11

'|I

巳

⑤ネットワークの構築

「地域ネットワークづくり｣、「包括的ケア会議｣、「地域包括支援センター情報交

換会｣、「高齢者地域ケア会議」のそれぞれの会議等が独立して開催されるだけでな

く、把握された課題等の情報を共有し、連携して問題解決に向けて対応していく体

制を整える必要があります。

また、要介護期高齢者ができる限り住み慣れたまちで､安心して生活できるよう

にするために、高齢者一人ひとりに対して、地域や保健、医療、福祉の関係機関が

●
》
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連携した、包括的な支援が求められています。

⑥総合相談業務の充実

高齢者支援に関する情報は、日々更新され、多様化しています。複雑化する相談

内容に適切に対応するため、情報の管理・整理等を検討する必要があります。

また、高齢者やその家族が安心して生活できるようにするため、各種福祉サービ

スについての総合的な相談支援体制および相談内容に応じた関係機関との連携を

充実させることが必要となります｡相談業務に携わる職員については､情報の共有、

資質向上などに向けた取り組みが求められています。

⑦在宅療養の体制整備と市民周知

ア多職種の連携

在宅療養を支援するためには、医療・介護等の多職種の連携が重要です。

また、病院から退院して在宅療養となる人も多いため、スムーズに在宅療養へ

移行できるよう、病院スタッフと在宅療養を支えるスタッフとの連携も重要です。

イ在宅医の増員

在宅医療を行っている医師を在宅医といいます｡在宅医療を必要とする高齢者

が増加すると考えられるため、在宅医を増やしていく必要があります。

ウ人材育成

市民の在宅療養を支える多職種の連携を推進するためにはそれぞれがスキル

アップをし、相互理解を深めることが大切です｡そのためのさまざまな研修やセ

ミナーなどの機会を提供する必要があります。

エ市民への周知

在宅療養に関する知識や情報の不足から、要介護期になると、医療機関の受診

や療養生活について、不安を感じる人もいます｡在宅療養に関する認識や理解を

深めてもらうような市民への周知や啓発が必要です。

9

（3）施策の展開

①介護給付以外の福祉サービス

高齢者が､できる限り住み慣れたまちで､安心した生活を送るために次表の支援

サービスを継続します。

今後､総合事業の実施に伴い提供されるサービスと類似するサービスや利用者の

増加が著しいサービスなどについては、事業内容の見直しを行います。
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図表78ねたきり等高齢者施策の見込み量
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事業名
第5期実績

平成24年度 平成25年度 平成26年度

第6期計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

紙おむつ

給付事業

(地域支援事業）

延36,221

人

年度耒、

利用人数

3,558ん

延39,202

人
〆，へ

年度末

利用人数

-3,690ん

延48,776
①

人

延48,173

人

延51,256

人

延54,536

人

寝具丸洗い

サービス事業

延5,132人

年度末、

利用人数

1,836人ノ

延5,288人
〆

里

年度索

利用人数

1,871人

延6,400人 延6,500人 延6,601人 延6,704人

出張理容等

サービス事業

延6,294人

＆
延7,052人

〆

年度末、

利用人数

~2,002ん

延7,136人 延7,361人 延7,663人 延7,977人

家族介護慰労

金支給事業

(地域支援事業）

5人 2人 5人 4人 4人 4人
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事業名

ふれあい

お弁当事業

入浴料助成

事業

福祉電話貸与

相談事業

緊急通報ｼステム

貸与事業

日常生活用具

の給付

(鋤火災感知器）

日常生活用具

の給付

(ｽ帥曾鰡）

日常生活用具

の給付

(電磁詞理器）

第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

図表79ひとり暮らし等高齢者施策の見込み量（再掲）

平成24年度

延138,046

食
〆

年度余

登録人数

1,407人

～ノ

延149,896

枚
〆

年度素
利用人数

3,851人
～ノ

〆

年度末

利用者

99人

年度余

貸与台数

61台
～ノ

年度末

稼働台数

2,727台

45台

23台

10台

第5期実績

平成25年度

延126,061

食
〆

年度余

登録人数

960人

～ノ

延151,265

枚
〆

年度索
利用人数

3,957人
ユー ノ

〆

年度末

利用者

101人

年度案
貸与台数

62台
～ノ

年度末

稼働台数

2,709台

20台

14台

10台

平成26年度

延140,108

食

延165,561

枚

年度末

利用者

110人

年度末

稼働台数

2,800台

50台

30台

10台

平成27年度

延132,505

食

延161,129

枚

年度末

利用者

150人

年度末

稼働台数

2,804台

50台

6

30台

10台

※平成26年度は見込み

第6期計画

平成28年度

延136,215

食

延165,071

枚

年度末

利用者

150人

年度末

稼働台数

2,846台

50台

30台

10台

平成29年度

延140,029

食

延169,048

枚

年度末

利用者

150人

年度末

稼働台数

2,885台

50台

30台

10台

②生活支援体制の充実

老老介護やひとり暮らしなどさまざまな事情を抱えながらも､住み慣れたまちで

生活できるよう、生活支援コーディネーターの設置、生活支援体制整備推進会議や

地域ケア会議を開催するなど、生活支援体制の充実に努めます。
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③介護者への支援

要介護期高齢者の家族等が相談できる地域の窓口として地域包括支援センター

や､介護の悩みに対する相談を受ける高齢福祉課の高齢者総合相談窓口の周知を継

続して行います。

相談窓口においては､介護の悩みなどに対する相談を受けた場合、介護保険等を

利用し介護者が休息をとれるように支援する短期入所（ショートステイ）等のサー

ビスや介護者の負担を軽減するための情報を提供し、介護者の支援に努めます。

本市においては､家族の夜間の介護負担を軽減する目的で実施している「紙おむ

つの給付」や、介護者が認知症を正しく理解することや介護負担の軽減のための情

報提供や介護者同士の悩みなどを共有する場として開催している「認知症高齢者介

護者の集い」など、介護者への支援を継続します。
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④地域包括支援センターの担うべき役割の機能強化

ア運営体制

地域包括支援センターの業務量と役割に応じた適切な人員体制等の確保､およ

び地域包括支援センター職員を対象とした研修の実施､地域包括支援センター職

員の資質向上に向けた取り組みに努めます。

．また、在宅医療と介護の連携強化、地域ケア会議、認知症施策の推進等を図る

ため、地域包括支援センターをブロック化するなど、地域包括支援センター間の．

役割分担・連携強化について、本市の実情を踏まえ必要に応じて運営体制のあり

方を検討します。

イ事業実施方針

地域包括支援センターが設置されている地域の実情や､地域包括支援センター

ごとに求められる役割を十分踏まえた具体的な運営方針、目標、業務内容、重点

的に取り組むべき課題等を設定することにより、市と地域包括支援センターがそ

れぞれの役割を認識しながら、緊密な連携を図りながら適切な運営を確保してい

くために、必要に応じて事業実施方針等の見直しを行います。
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ウ情報の公表

地域住民が身近な相談機関として利用する上で必要と考えられる地域包括支

援センターの業務内容や運営状況に関する情報を公表するように努めます。

また、厚生労働省が運用する介護サービス情報公表システム、県が運営する介

護情報サービスかながわ等の活用を検討し、地域住民に地域包括支援センターの

取り組みを幅広く周知することにより、地域包括支援センターの認知度の向上を

図ります。

ー

凸
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

エ地域包括支援センターの事業評価

地域包括支援センター自らが地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みを

振り返るとともに、市が地域包括支援センターの運営や活動を点検し、評価する

取り組みを継続します。

事業評価により、効果的な取り組みをさらに充実させていくとともに、業務改

善を促し、運営水準の平準化を図ります。

また､適切な評価が行えるように､必要に応じて評価項目の見直しを行います。

⑤ネットワークの構築

ア地域ケア会議の位置づけ

．｢地域ネットワークづくり｣、「包括的ケア会議｣、「地域包括支援センター情報

交換会｣、「高齢者地域ケア会議」のそれぞれの会議等が緊密に連携をとり、開催

内容および課題等の情報共有を図り、問題解決に向けて取り組みます。

イ地域ケア会議の環境整備

地域ケア会議開催にあたり、既存の会議のあり方を整理して、それぞれの会議

の役割等を確認します｡個別事例の会議等に当たっては､ケアマネジヤー等の関

係者の協力や出席者の守秘義務などの取扱いについて明確にするため、ガイドラ

インなどを検討することにより、地域ケア会議の円滑な実施に向けた環境整備を

図ります。

ウ地域ケア会議の推進について

ケアマネジャーの資質向上､高齢者個人に対する支援の充実と地域の課題の把

握､社会基盤の整備を図るため、地域の特性を踏まえた地域包括ケアシステムの

構築に向けた地域ケア会議の推進について検討します。

エケアマネジャーへの支援

個別ケースの検討を行う地域ケア会議については､できる限り多くの介護支援

専門員の資質向上の場となり、可能な限りケアマネジャーが地域ケア会議での支

援を受けられるように、効果的な実施に努めていきます。

一

⑥総合相談業務の充実

ア地域資源情報等の一元化

各地域包括支援センター等と連携し、地域で活動しているボランティア、宅配

サービスや移送サービス、医療機関等の情報をまとめた地域資源情報の一元化を

図ります。
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イ関係機関や団体等との連携・協力体制の強化

高齢者やその家族が安心して生活できるよう､各種サービスについての総合的

な相談支援体制および相談内容に応じた関係機関や団体等との連携･協力体制を

強化します。

ウ情報の公表

地域包括ケアシステムを構築していく中で､地域で暮らす住民が地域にある社

会資源（日常生活に係る相談窓口や困りごとに対する生活支援等サービス）を把

握できるよう、地域包括支援センターと生活支援サービス等の情報の提供などに

努めます。

岸

’

■

9

；
エ職員の資質向上等

相談業務に携わる職員の情報共有､資質向上に向けた研修などに取り組みます。１
１

｜｜

|, ⑦在宅療養の体制整備と市民周知

終末期の支え合いの仕組みづくり｣､（3）施策の展開にて記載。104ページ､「3
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

3終末期の支え合いの仕組みづくり

高齢化の進展に伴い、入院患者数や、死亡者数の増加が見込まれます。現状では、

本市に限らず､多くの人が病院で亡くなっていますが､病院の病床数には限りがある

ため、これまでどおり病院に入院し、病院で亡くなることが困難になると見込まれま

す。

また、多くの市民が自宅での療養を希望しているというアンケートの結果もあり、

要介護期から終末期にかけての在宅療養とその先にある在宅看取りを選択できる体

制を整備していくことが必要です。

体制の整備に当たっては､市民の理解を得るための広報や、医療と介護の一層の連

携推進､並びに在宅看取りに必要な医療資源･介護資源の量と質の充実が不可欠です。

在宅療養や在宅看取りを安心して選択できる体制を整備

します

（1）現状

①死亡者数の増加と死亡場所の構成比

ア死亡者数の増加

高齢化が進むにつれ､死亡者数の増加が見込まれます。平成24年の年間死亡者

数は4,400人余りでしたが､平成37年の死亡者数は5,900人に達すると予測されま

す。

図表80横須賀市の死亡者数推計
…

…

…
四一■

…

…

…

｡“

0

需憧z葬平成3拝…鐸平成4z年平碑ｱ牢
〈麺1…（”…（麺2－（…（”3…

資料：横須賀市都市政策研究所「横須賀市の将来推計人口（平成26年5月推計)」をもとに、
出生と死亡だけの要因で人口が変化すると仮定した推計方法により算出した参考値
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

'’

1 イ死亡場所の構成比

平成24年に亡くなった市民のうち、約65％は病院で、約20％は自宅で息を引

き取っています。病院での死亡者数の推移は横ばいですが、自宅や老人ホーム

での死亡者数は増加傾向にあります。

全国平均（平成22年）では、国民の約78％が病院で、約13％が自宅で亡くな

っていますので、全国と比較すると、自宅で亡くなる人の割合は高くなってい

ます。
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口 図表81横須賀市の死亡場所別死亡数の推移
暑

１
１
１
１
■
ｑ
Ｉ
『
ｌ
ｌ
４
ｑ
１
ｄ
■
■
Ｉ
■
■
ｌ
Ｉ
９
ｌ
Ｉ
Ｉ
■
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｕ
ｉ
Ⅱ
４
１
Ⅱ
Ⅱ
１
１

量g⑪｡

30”

｡g唖

÷病院

÷ 自 宅

一山-老人ホーム

÷鯵療所

画や介腰老人保健施設

-令-その他

2000

口 15m

1
」

麺、

5”

Ｉ 0

2叩奔2”鐸2“4年2m5年Z“鐸2”7年2008年2“9年201鐸20ﾕﾕ年2022年

ご
ｑ
‐
ｈ
■
‐
１
１
阜

資料：人口動態統計より地域医療推進課が作成

図表82横須賀市の死亡場所の構成比の推移｜i
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資料：人口動態統計より地域医療推進課が作成
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

人生の最終段階についての市民の希望

ア人生の最終段階における療養場所の希望

高齢者福祉に関するアンケート調査結果では、「人生の最期をどこで過ごした

いか」という設問に対して、「最期まで自宅で過ごしたい」あるいは「自宅で療

養して必要になれば医療機関に入院したい」と回答した人の割合は合わせて60％

でした。

②

8

図表83人生の最期を迎えるとき、どこで過ごしたいか

E

老人ホームなどの

施設に入所したい
64人
61％

資料；高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）

在宅療養。在宅看取りの不安

高齢者福祉に関するアンケート調査で、「最期まで自宅で過ごしたい」あるい

イ

は｢自宅で療養して必要になれば医療機関に入院したい｣と回答した人に対して、

さらに「それは実現可能か」と質問したところ、「難しい」もしくは「わからな

い」とする回答が約68％に達しました。

その理由として「家族に介護の負担や手間がかかるから」「入院した方がきち

んと医療を受けられるから」「急に具合が悪くなった時に不安だから」の順で回

答が多くなっています。

半数を超える人が人生の最期を迎えるときには在宅での療養を望んでいるに

もかかわらず､その望みを叶えることができると思っている人は少ないことが分

かります。

凸
一
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

図表84在宅療養の希望は実現できると患うか。

資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数633人）

※図表83で、「最期まで自宅で過ごしたい」「自宅で療養して、必要に

なれば医療機関に入院したい」と答えた633人

図表85在宅療養が難しいと思われている理由（複数回答）
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入院したほうがきちんと医療を受けられるから

急に具合が悪くなったときに不安だから

自宅で介護を受けられる居住環境が整っていないから

介護してくれる家族がいないから

お金がかかるから

在宅介護サービスが十分でないから

訪問診療をしてくれる医師や看識､がいないから

自宅で亡くなることに不安があるから

家族の理解が得られないから

その他

無効･無回答
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資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数432人）

※図表84で、「実現は難しいと思う」「わからない」と答えた432人
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

③在宅療養に係る医療と介護の関係機関

在宅医療において中心的な役割を担う在宅療養支援診療所※を例にとると、人口

10万人あたりの診療所数は、全国平均10.1施設、神奈川県平均8.2施設に対して、

横須賀市は9.5施設であり、県平均は上回るものの、全国平均をやや下回っていま

す。

※在宅療養支援診療所とは

24時間、往診や訪問看護の提供が可能な体制を取っていることや、

緊急時の入院の受け入れ体制を他の医療機関と連携して確保して

いることなど、必要な条件を満たしている保険医療機関の診療所

市内の在宅療養に係る主な医療・介護機関（平成26年4月現在）

・在宅療養支援診療所39カ所

・在宅療養後方支援病院3カ所

・訪問看護ステー シ ョ ン 2 3 カ 所

・地域包括支援センター13カ所

・居宅介護支援事業所108カ所

・訪問介護事業所93カ所

・小規模多機能型居宅介護支援事業所3カ所

・定期巡回・訪問 介護看護事業所2カ所

④在宅療養連携推進に係る現在までの取り組み

医療と介護の連携を目的とした、医療関係者・介護関係者・市職員を構成員とす

る在宅療養連携会議を平成23年度に設置し､在宅療養に係る課題の抽出や解決策の

検討を行っています。市は、この会議での検討結果を具体化し、施策を展開してき

ました。

シンポジウムなどの市民への啓発事業､医療と介護の関係者の連携推進のための

多職種合同研修会、在宅療養を支える人材を育成するための研修やセミナーなど、

すでに多くの施策を実施しています。

また、平成25年度には在宅医療に取り組む診療所の増加を目的として、市内を4

つのブロックに分け､それぞれに診療所の医師や病院関係者をメンバーとするブロ

ック会議を設立しました。現在は、診療所相互の協力体制の構築や、病院と診療所

との連携などに取り組んでいますq

このブロック会議の事務局としての役割を担う在宅療養ブロック連携拠点を各

地域内の病院に設置し、また、ブロック拠点の統括的役割や在宅療養に係る全市的

な事業を実施するため､在宅療養センター連携拠点を横須賀市医師会に設置しまし

た。
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図表86在宅療養連携体制（センター連携拠点・ブロック連携拠点）イメージ

市城全体の体制づくりを行う
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資料;地域医療推進課作成

（2）課題

①市民への周知

人生の最終段階における療養場所について､市民の希望と現実との差がみられま

す。自宅にいても、医師や看護師、介護関係者等が必要に応じて訪問することによ

り、在宅療養や在宅看取りという選択も可能であることを多くの市民に周知する必

要があります。

医師のほか､多職種のサポートが入ることで家族の負担や不安が軽減されること、

入院しなくても必要な医療が受けられることなどを知ってもらうことが、「家にい

たい」という希望をあきらめないための第一歩です。

さらに、人生の最終段階を迎えたとき、「自分はどうしたいのか」について一人

ひとりに考えてもらうことも大切です。最期まで医療を受けたいのかどうか、延命

措置をするのかしないのかといった希望を､家族や近親者に伝えておくことの重要

性を周知する必要もあります。

｡

②在宅療養を支援する多職種連携

ア市民への周知が進めば、在宅療養を選択する人が増えることが見込まれます。

在宅療養を支援する医師、訪問看護師、ケアマネジャー、ホームヘルパーなど、
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多職種の一層の連携強化が求められます。

イ病院から退院する際の病院スタッフと、訪問看護師、ケアマネジャーなど在宅

療養支援スタッフとの一層の連携強化も重要です｡退院の日程に合わせて、自宅

での受け入れの準備が整えられるよう､必要な患者情報が入院中に病院スタッフ

から在宅療養支援スタッフに伝えられるような工夫と相互理解が必要です。

③在宅療養を実現する体制整備

ア在宅療養･在宅看取りの増加に対応するためには､その患者数に対応できる多

くの在宅医が必要ですが、十分とはいえません。

イ在宅における療養生活の安心感や満足度などの質を高めるため､それを支える

多職種の技術力やコミュニケーション能力の向上など､人材育成が求められます。

（3）施策の展開

①在宅療養連携会議の開催

医療関係者と介護関係者の顔の見えるネットワークを構築し､課題解決に向けた

取り組みを検討・具体化していくため、「在宅療養連携会議」を継続的に開催しま

す。この会議には、市と医師会のほか、医療と介護の関係団体が多数参加している

．ため、市内の多職種の合意形成をしつつ、基本的な方向性を打ち出すとともに、連

携・協働し各種事業を企画・実施していきます。

在宅療養連携推進の基本的方向性を検討する全体会議のほか､次の3つの専門部

会を設置し、解決策の具体化に取り組みます。

･広報啓発検討専門部会：市民に対し、在宅療養について広く周知する内容や方

法を検討します。

･連携手法検討専門部会：多職種連携、病院と在宅療養支援スタッフとの連携な

ど、連携推進に向けた研修会企画や連携の工夫につい

て検討します。

･研修・ｾﾐﾅｰ検討専門部会：在宅医療に携わる医師を増やすためのセミナーや介護

職の医療知識を学ぶ研修など、人材育成のための事業

企画について検討します。
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②

図表87在宅療養連携会議開催回数（専門部会含む）

第 5期実績第6期計画

平成24年度|平成25年度|平成26年度|平成27年度|平成28年度|平成29年度’

17回 13回 16回 16回 16回 16回

※平成26年度は見込み

市民啓発の推進

ア在宅療養シンポジウムの開催

在宅療養や在宅看取りという選択肢について広く市民に知ってもらうことや、

自分自身の人生の最終段階における介護や医療､延命措置について考える機会と

してもらうため、在宅療養シンポジウムを開催します。

イまちづくり出前トーク

町内会・自治会など地域団体や学習会･サークルなどのグループの求めに応じ

て、人生の最終段階における医療や在宅療養、あるいは地域医療やかかりつけ医

のことなどをテーマに、市の職員が出向いて説明し、市民の理解を深めます。

ウ啓発冊子などによる啓発

在宅療養に関する啓発冊子の作成と配布、広報よこすかへの掲載、その他の媒

体を活用し、市民へ在宅療養について周知を図ります。

在宅療養ガイドブック～最期までおうちで暮らそう～

扮印一匁“ｻ”

鮭川土でおうちで聡らそう

エ在宅医療対応診療所の紹介

市民が在宅医療に対応する医療機関を把握できるよう、ホームページや、市民

便利帳を活用し、情報提供します。
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③多職種連携・病診連携の推進

ア多職種合同研修会の開催

課題解決に向けた取り組みを検討・具体化していくためには、医療・介護関係

団体の代表者だけではなく、在宅療養現場で働く一人ひとりの顔の見える関係を

深めることが重要です。そこで、在宅療養に係わる多くの医療関係者・介護関係

者が一堂に会する多職種合同研修会を開催します｡グループワークなど参加型の

プログラムを通じて、参加者相互が理解しあい、ネットワークを広げることで、

現場での連携が取りやすくなります。

イ退院前カンファレンスシートの活用

病院から退院し、自宅で医療と介護を受ける在宅療養へ移行する際には、退院

前に病院スタッフと在宅療養を支援する医療と介護の関係者が集まって､退院後

の在宅療養に向けた準備のための会議(カンファレンス)を行うのが一般的です。

医療・介護関係者が顔を合わせ、患者の病状や在宅療養上の問題点などの情報

を共有し、支援の内容や方法を検討・確認する場です。

このカンファレンスをスムーズに行い、共有すべき情報に漏れがないように、

市内共通のカンファレンスシートを作成しました。このシートを活用し、退院前

カンファレンスを行うよう病院や医療・介護関係者に普及啓発していきます。

ウ（仮称）在宅療養多職種よこすかエチケット集の作成

在宅療養現場での多職種連携を進めるには､相互理解が不可欠です。お互いの

立場を理解しあうために、エチケットやマナー、さらには連携の際のルールなど

を認識した上でコミュニケーションをとれば､誤解がなくスムーズな連携が望め

ます。そこで、在宅療養に関わる医療・介護関係者が活用するためのエチケット

集を作成します。

④人材育成

ア開業医対象の在宅医療セミナーの開催

在宅医療に取り組む診療所を増やすことを目的に､開業医に在宅医療について

の関心を高めてもらう内容のセミナーを開催します。

イ在宅医同行研修

開業医に在宅現場を体験してもらい､在宅医療に取り組む動機づけとしてもら

うよう、ベテラン在宅医が在宅医療に関心のある医師を訪問診療に同行する研修

を実施します。

ウ病院職員対象の在宅療養出前セミナーの開催

在宅療養に係る病診連携を進めるためには病院勤務の医師や看護師などの医
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⑤

療スタッフに在宅療養現場の認識を深めてもらう必要があります｡そこで、より

多くの病院スタッフに参加してもらうため、在宅医を講師とし、病院勤務医等を

対象とするセミナーを病院内で開催します。

エ介護職を対象とした在宅医療セミナーの開催

ケアマネジャーやホームヘルパーなどの介護職は､医療についての知識や経験

が少ない場合、医師や看護師との連携がうまくいかないことがあります。医療関

係者とのコミュニケーションを円滑にし、効果的な連携ができるように、医療に

関する基礎的な知識を習得するためのセミナーを開催します。

オ動機づけ多職種連携研修会の開催

東京大学高齢社会総合研究機構が開発した研修プログラムを活用し、医療･介

護の関係団体から推薦された受講者を対象に､在宅療養の体系的な研修を実施し、

かかりつけ医の在宅医療参入の動機づけと、多職種の連携推進を目指します。

在宅医療ブロック会議と在宅療養連携拠点づくり

ア在宅医療ブロック会議

平成25年度に市内を4つの地域に分け､各地域内の診療所の連携を目的とした

ブロック会議を設立しました。このブロック会議は、在宅医の負担を軽減し、在

宅医療を行う診療所の増加を目的に､地域内の診療所の協力体制(診診連携)や、

患者が急変した場合などに病院が入院を受けてくれる病院と診療所の連携体制

（病診連携）の仕組みづくりに取り組みます。

在宅療養ブロック連携拠点

・北ブロック拠点：

・中央ブロック拠点：

・東ブロック拠点：

．西南ブロック拠点：

聖ヨゼフ病院

衣笠病院

浦賀病院

市立市民病院

イ在宅療養ブロック連携拠点

ブロック会議の事務局の役割を担う在宅療養ブロック連携拠点を各地域内の

病院に設置しています。

このブロック連携拠点は、ブロック会議を開催するほか､地域内の多職種連携

研修会や勉強会などを企画開催します｡さらに､在宅医療に係る市民への情報提

供なども進めていきます。

ウ在宅療養センター連携拠点

横須賀市医師会に設置した在宅療養センター連携拠点は､在宅療養ブロック連
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携拠点間の連絡調整や、在宅療養に係る全市的な研修会、広報啓発活動、病院

との協力体制づくりなどさまざまな取り組みを行います。

◎センター連携拠点の実施事業等

・ブロック連携拠点情報交換会の開催

ブロック連携拠点の取り組みについて相互に情報共有できるよう、情報交

換会を開催します。

・広域多職種合同研修会

市とセンター連携拠点の主催で､多職種の顔の見えるネットワークづくり

を目的とした研修会を開催します。

・在宅医療街角出前講座

町内会や団体・グループ等の求めに応じ、医師等を派遣し、在宅医療に関

する講義を行い、市民に在宅医療についての理解を深めてもらいます。

・病院長会議

市内病院の病院長を構成員とした会議を開催し、市内における在宅療養連

携推進体制の整備のため必要な事項などを協議します。

・在宅患者情報共有システムの導入

在宅患者を支援する多職種は、患者情報を瞬時に共有することで、急変時

の対応などスムーズな連携が可能となります。ICT（情報通信技術）を活

用した｢在宅患者情報共有システム」について市内で統一亥ステムを導入し、

普及させていきます。

・病院医師在宅医療同行指導

病院医師に在宅医療に関する認識を深めてもらうため、病院医師が、担当

患者の退院後の訪問診療に同行し、在宅医と共同診療を行います。‘
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4認知症施策の推進

高齢者が全人口の2割以上を占める現在の社会においては､認知症が大きな不安要

因となっています。今後も認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症施策は

全国的に重要な課題となっており、国は「認知症になっても本人の意思が尊重され、

できる限り住み慣れたまちのよい環境で暮らし続けることができる社会｣の実現を目

指す「認知症施策推進5か年計画（オレンジプラン)」を策定し、取り組みを強化し

ています。

近年では、認知症の予防や早期診断ができるようになり、薬物療法などで進行を遅

らせる方法がわかってきました。また、排掴や興奮など認知症の周辺症状といわれる

症状についても、適切に対応すれば症状が軽減されることがわかってきました。

認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを進めるためには､市民が認知症に

ついて正しく理解し、できるだけ早期に診断・治療を受け、今後の生活について相談

し対応ができること､地域での支援機関が連携し継続的な支援体制を確立していくこ

とが必要です。

1

1

‐

日

’’

'1

1ト

’

｢認知症施策推進5か年計画（オレンジプラン）」

（平成25年度から平成29年度までの計画）

1．標準的な認知症ケアパスの作成・普及

2．早期診断・早期対応

3．地域での生活を支える医療サービスの構築

4．地域での生活を支える介護サービスの構築

5．地域での日常生活・家族の支援の強化

6．若年性認知症施策の強化

7．医療・介護サービスを担う人材の育成
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①

（1）現状

厚生労働省研究班の推計によると、65歳以上の高齢者の15％が認知症、13％がM

CI（正常でもない認知症でもない正常と認知症との中間の状態）と推計されてい

ます。（出典：『「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について』

－109－

ｑ
４
畠
Ｊ
・

認
燕
一

》
ｑ
‐
了
弓
．

》
年
・
■
・
Ｐ

一
・
・
も
Ｆ
圭
垂

一
操
一
一
・
吋

霊
鐸
一

噂
篝
劣
難
。

テ
心
金
△
｜
，

間
諜
〆
。
砕
晶

訂
ず
ふ
唾
列
岬
か
ヰ
ュ
ェ

ｑ
ｇ
安
子
凸
Ｌ

口
亘
一
口
ご
全
一
戸
誰
ｑ
一
一
里
処
一
烏
８

４
Ｐ
や
も
‐
」
ゲ
■
〉
。
ロ
ロ
令
毎
ｒ
・
・
‐

‐
ｅ
》
も
イ
も
４
＄
．
凸
ロ
グ
凸
‐
６

Ｊ
冒
冒
り

ら
■
Ｉ
里
空
■
》
１
凸
佃

，
酢
◇
・
『
、
、
唖
△
ｐ
今
守
叩
・
，
。

■
角
▽
。
．
鈴
■
．
｜
▽
ｊ
・
凸
吋
’
‐
諦
今
印

■
●
■
‐
◇
、
Ｌ
今
や
ご
‐
‐
ｈ
‐
勺
《
”
‐
ｂ



第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

（平成24年8月公表）および｢都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障

害への対応」（平成25年5月報告）を引用）

横須賀市の認知症高齢者およびMCI高齢者の推計数は約3万人となります。

図表88認知症高齢者の推計数

可ﾄ

1

※人口は「住民基本台|帳（H26.4.1現在)」による

（人）図表89認知症高齢者の推移（推計）

平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年

{24～H26は住民基本台帳搭載人口、H27～H29は横須賀市都市政策研究所資料をもとに作成
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資料:H24～H26は住民基本台帳搭載人口、

また、65歳未満に発症する若年性認知症者数は、厚生労働省が平成18年度から3年

間にわたって行った調査結果によると、全国では37,800人と推計されています。本市

の若年性認知症者数は、約120人と見込まれます。

なお、介護認定を受けている人の約半数に認知症の症状があります。介護度が高く

なると認知症の人の数も増え､認知症の重症化に伴って施設入所をする人が増えてい

ます。

iI

ど

①認知症予防教室の開催

ア認知症予防教室『スカッと脳力アップ教室』

認知症予防に関心のある人を対象に、高齢者用集団認知機能検査（ファイブ・

コグ検査）を実施し、脳の活性化を促す「早歩きコース」と「レシピ考案コース」

の教室を開催しています。
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横須賀市の65歳以上人口（A）
■、■

認知症高齢者推計（A×0.15）
ー

MCI高齢者推計（A×0.13）

117,108人

17,566人

15,244人
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図表90参加したい介護予防教室（複数回答）

II

、‐~"恥"‘鞠’．．運動や体操

認知症予防

膝・腰痛改善

食事や栄養

尿もれ予防

歯と口腔機能

その他

無効・無回答

423

一
三

ｌ
ｉ
Ｉ

I

;:雪I…331蕊識
畿

則，！

'2”’
’271

’144 画
『

flO

]'↑

]'’

Ⅱ 100200300400500

資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数652人）

/高齢者用集団認知機能検査(ﾌｧｲプ.コグ検査） ‐、

DVD映像を見ながら集団で短時間に認知機能を確かめられる、一般高齢者用の

検査FiveCognitiveFunctionの略。

①記憶、②注意、③言語、④視空間認知、⑤抽象的思考の5つの脳認知機能と手

先の運動機能を評価し、年齢、性別、教育年数によって基準化され、同じ教育年数

、の同年齢の人との比較ができる検査。 ノ

イ認知症予防グループ養成講座

認知症予防教室終了後も参加者が自発的な認知症予防活動を継続できるよう

に､中心となるグループリーダーを養成し、自主グループ活動を支援しています。

②早期受診と早期相談

アもの忘れ相談

認知症に対して不安のある人やその家族を対象に、専門医が面接や訪問による

相談に応じ、認知症の早期発見、早期治療、適切なケアにつながるよう支援して

います。

市内には、認知症疾患医療センター(久里浜医療センター)や、もの忘れ外来な

どの専門外来、精神科外来のある医療機関があります。認知症の状態に応じて、

もの忘れ相談やかかりつけ医から適切な医療機関を案内するなどの対応をして

います。
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※認知症疾患医療センターとは

都道府県や指定都市により、認知症専門医療の提供と介護サービス事業所との連携

を担う中核機関として指定を受けた医療機関。

神奈川県内では9カ所､市内では1カ所(久里浜医療センター)が指定されています。

〈役割＞

①専門医療の提供詳細な鑑別診断、適切な治療方針決定、急性精神症状への

対応、身体合併症への対応

②情報センター普及啓発、一般相談

③地域連携の強化医療連携協議会、研修会の実施、専門相談

※もの忘れ外来など専門外来のある市内の医療機関

湘南病院、市立うわまち病院、生協衣笠診療所、浦賀病院､久里浜医療センター

イ随時相談

高齢福祉課や地域包括支援センターでは保健師などが､認知症の医療や介護な

どについての相談を実施し､できるだけ早期に受診をすることや適切な対応がで

きるよう支援しています。状態に応じて、もの忘れ相談の利用や認知症疾患医療

センターなど専門医療機関への受診を勧めています。

③認知症高齢者と介護者への支援

ア認知症サポーターの養成

・認知症に関する正しい知識や理解を深め､地域において認知症高齢者のよき理

解者・支援者となる「認知症サポーター」の養成講座を市民・企業・金融機関・

学校などを対象に実施しています｡平成26年3月31日現在、13,805人の方が養成

講座を受講しています。

また､その講師役となる｢認知症キヤラバンメイト｣の活動を支援しています。

イ認知症介護者講演会

介護者が認知症に関する知識や認知症ケア､最新情報などについての理解を深

めることにより、早期受診・早期対応ができ、介護負担の軽減を図るため、認知

症介護者講演会を開催しています。

ウ認知症高齢者介護者の集いの開催

介護者同士の交流や支え合う場となる「認知症高齢者介護者の集い」を毎月開

催しています。また、集いに参加できない介護者が孤立しないように会報を発

行しています。
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エ成年後見制度利用のための支援

認知症のために判断能力が低下し、日常的な金銭の管理や契約などが困難にな

った場合に、本人の権利を守り、安心して自分らしい生活を送ることができるよ

うに成年後見制度を利用するための支援をしています。

④若年性認知症の人と家族への支援

ア若年性認知症のつどい

認知症の人と家族の会神奈川県支部主催の「若年期認知症よこすかのつどい」

や当事者主催の「よこすか若年認知症の会タンポポ」の支援をしています。

若年性認知症の人は高齢期の認知症とは異なる問題を抱えているため､現行の

高齢者の認知症対策では対応できない多様な支援が求められています。

イ若年性認知症支援者講座・連絡会

若年性認知症支援者の養成､当事者と支援者とのネットワークの構築を図って

います。

⑤関係機関とのネットワーク

ア地域包括支援センターなど関係機関との連携

認知症高齢者の相談内容に応じて、地域包括支援センターや医療機関、介護サ

一ビス機関、地域の関係者とケア会議を開催するなど、連携により支援していま

す。

イ俳掴高齢者SOSネットワーク

神奈川県俳桐高齢者SOSネットワークにより俳掴高齢者の早期発見に取り

組んでいます。

（2）課題

①認知症の予防事業

今後の高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者の増加が予想されており、今後も

認知症予防の啓発が必要です。

②早期受診と早期相談

認知症は早期に受診し適切な治療を受けることで､進行を遅らせることや周辺症

状を予防することが可能になってきましたが､認知症の心配のある全ての人が早期

に受診できているわけではなく、状況が深刻化するまで相談できていないケースが

あります。
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③介護家族への支援・虐待予防

ア排掴、被害妄想、サービス拒否などで介護者が疲弊し、施設に入所する場合が

多くなっています。

イ情報不足から認知症の介護の方法が分からないことや､相談相手がいないこと

があり、介護者による虐待に至ってしまうことがあります。

ウ認知症高齢者とその家族を支援する地域づくりのために､認知症サポーターの

養成数を増やすことが必要です。

エ成年後見制度がよくわからない、申し立てをする親族がいない、申し立てに要

する費用の負担が困難などの理由から､制度の必要な高齢者が利用できないこと

があります。

④若年性認知症の人と家族への支援

若年性認知症は65歳未満に発症し、医療や介護のみならず、経済的、家庭的、社

会的等、高齢期の認知症とは異なる問題を抱えているため、現行の高齢者の認知症

対策では対応できない多様な支援が求められ、支援体制の更なる充実が必要です。

⑤ネットワークの推進

ア専門医とかかりつけ医、医療と介護などの連携を強化させることが必要です。

関係機関が情報共有し適切なケアが受けられるように作られた｢よりそいノー

ト（神奈川県作成)｣などの活用が必要です。

イ排掴高齢者の迅速な発見のために､排桐高齢者SOSネットワークの情報供有

範囲の拡大が必要です。

（3）施策の展開

①認知症の予防事業の展開

認知症の正しい知識や理解を深め、認知症予防について普及啓発します。

また、介護予防普及啓発事業の一環として、認知症予防教室および認知症予防グ

ループ養成講座を継続して実施します。

②早期受診・早期相談体制の整備

認知症の心配があっても、周囲に知られたくない気持ちや、診断されることへの

不安が強いことなどから、受診が遅れることがないように、市民への周知啓発に努
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めていきます。

もの忘れ相談、随時相談の実施のほか、「認知症ケアパス」を作成し配布するこ

とにより、適切な医療･介護情報を提供し､早期受診･早期相談体制を整備します。

※認知症ケアパス(CarePathway：ケアの流れ)とは

認知症の進行に合わせて受けられる医療・介護サービスなどの「ケアの流れ」

のことをいいます。

認知症と疑われる症状が発生した時に、認知症の進行状況にあわせて、いつ、

どこで、どのような医療・介護サービスを受けることができるのか、具体的な機

関名やケア内容を、あらかじめ、認知症の人やその家族に提示するものです。

図表91認知症ケアパス配布見込量

第5期実績 第6期計画

区分
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

ケアパス配布数（部） － 一 －

3,000 3,000 3,000

図表92認知症高齢者相談事業の見込量

第5期実績 第6期計画

区分
平成24年度 平成25年度 平成26年度蕊 平成27年度 平成28年度 平成29年度

定例相談
開設（回）

延人数（人）

24

45

24

58

24

72

24

72

24

72

24

72

訪問相談 延人数（人） 9 4 20 20 25 25

随時相談 延人数（人） 1,940 1,623 2,000 2,000 2,000 2,000

※平成26年度は見込み

③認知症高齢者、介護者の支援の充実

ア認知症サポーターの増員による地域で支え合う環境づくりの促進

認知症サポーターの増員を図ります。また、その講師役の認知症キャラバンメ

イトの連絡会を年1回開催して、認知症キヤラバンメイトの活動支援を行い、地

域で支え合う環境づくりを促進します。
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第6章地域で支え合い､住み慣れたまちで暮らせるために

図表93認知症サポーター養成事業の見込量

第5期実績 第6期計画

区分
平成24年度 平成25年度 平成26年度蕊 平成27年度 平成28年度 平成29年度

認知症サポーター

新規養成数（人）
1，940 1,502 2,000 2,000 2,000 2,000

認知症サポーター

累計養成数（人）
12,303 13,805 15,805 l7i805 19,805 21,805

※平成26年度は見込み
秒

イ介護者の支援

介護者支援の場として、認知症介護者向け講演会を開催します。また、認知症

高齢者介護者の集いを開催し､集いに参加できない介護者が孤立しないように会

報を発行します。

図表94認知症高齢者介護者講演会と集い等の見込量

区 分

認知症介護者舗演会

参加者数（人）

認知症

高齢者

介護者

の集い

開催数（回）

延人数（人）

会報個人送付

数（通）

平成24年度

179

18

79

96

延534

第5期実績 第6期計画

平成25年度 平成26年度※ 平成27年度 平成28年度

152 200 200 200

18 18 18 18

69 90 100 100

104 100 100 100

延563 延600 延600 延600

※平成26年度は見込み

平成29年度

200

18

100

lOO

延600

ウ成年後見制度の相談

認知症の相談内容に応じて、必要時、成年後見制度の利用ができるように具体

的な説明や関係機関を紹介するなどの支援をしていきます。（詳細は、P.○「2

暮らしの安心、（3）施策の展開、②成年後見制度利用支援事業」参照）

④若年性認知症の人と家族への支援

認知症の人と家族の会神奈川県支部主催の「若年期認知症よこすかのつどい」や

当事者主催の「よこすか若年認知症の会タンポポ」の支援のため、若年性認知症支

援者講座や連絡会を開催し、支援者による活動を活発化させ、若年性認知症の人や

家族を地域で支え合う仕組みを構築していきます。
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⑤関係機関とのネットワークの推進

ア関係機関との連携

専門医とかかりつけ医､医療と介護など関係機関の連携を促進させるため､｢認

知症対策連携会議（仮称)」を開催し、「よりそいノート」の活用などを含めた認

知症支援の体制づくりについて検討していきます。

イ包括的ケア会議での体制づくり

地域包括支援センターを中心とした包括的ケア会議で､認知症の人や家族を地

域で支えていく体制を充実させていきます。

ウ事例検討会の開催

対応困難な事例について、事例検討会を開催し、関係機関と連携しながら、必

要に応じて、弁護士や専門医の助言を受け対応していきます。

エ排梱高齢者SOSネットワークの運用方法・周知の見直し

排桐高齢者SOSネットワークの情報共有先を増やすなど､運用方法を見直し、

効果的なネットワークを構築していきます。

戸へ』
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図表95認知症施策の推進

本人の意思が尊重され、住み慣れたまちで暮らし続けることが

できる仕組みづくり

●

0

認知症予防の普及啓発

･認知症予防教室

･麗知症予防グループ養成講座･麗知症予防グループ養成講座 認知症高齢者・

介護者の支援の充実

早期受診・早期相談の

体制の整備

目談の

･認知症サポーター養成事業

･介護者向け講演会

･認知症高齢者介謹者の集い

･成年後見制度の利用

◆
◆
◆･もの忘れ相骸。随時相談

･認知症ケアパスの配布
霞鍾蕊蕊識

介護家族

若年性認知症の人と家族への支援若年性認若年性

｢若年期認知症よこすかのつどい」

｢よこす力零年認知症の会タンポポ」

貝
す

毒
蕊

ｒ
ｒ

』函症よこすかq

Fか蓉生認知拝の今関係機関とのネットワーク関係機関とのネットワーク
地域

口
･若年性認知症支援者講座・連絡会･若年性･認知症対策連携会綴阪称）

･包括的ケア会議

･事例検討会

･排掴高齢者SOSネットワーク

･認知症対策連携会綴阪称）

･包括的ケア会議

･事例検討会

･排掴高齢者SOSネットワーク

0

、
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第7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

高齢者が安心して暮らし続けるためには、まずは、自分に合った住まいを確保するこ

とが必要です。若い時は、高台の住宅であっても急坂が苦にならなかったり、車を利用

することで､買い物や通院など容易に移動できていても､加齢に伴い体力が低下したり、

車の運転が難しくなったりすると、日々の買い物にも苦労するという状況になります。

また、認知症などの病気により判断能力が低下して、財産管理が難しくなったり、契

約行為が行えなくなったりする事態も起きてきます。

介護が必要となった場合､介護者においては､長い間家庭での介護を続けることによ

る負担や、認知症に対する理解不足などにより、虐待に及んでしまうこともあります。

そのような状況になっても、自分に合った住まいを確保し、財産や生命が守られるよ

うに体制を整備し、介護者に対する負担軽減を支援しながら、その人らしい安心した暮

らしができる環境づくりが必要です。

そこで、今の住まいを更に生活しやすくし、希望する人には、スムーズに住み替えが

進むことを目指します。

1

■

昌

～

1住まい・施設等の充実

住まいは生活の基盤となります。高齢者の住まいの選択肢としては､持ち家や賃貸

住宅から特別養護老人ホームのような各種施設までさまざまありますが､どのような

住まいを希望するかは一人ひとり異なります。

身体状況､家族構成､経済状況､住環境など高齢者の状況はそれぞれ異なる中で、
希望に合った住まいの選択を可能にするためには､高齢者に適したさまざまな住まい

と住まい方があることを情報提供する必要があります。また、希望した住まいや住ま

い方による生活が継続できるよう、必要に応じた支援が求められます。

更に、高齢者の心身の状態の変化に合わせて、住まいや住まい方を変えたいという

希望に応えることも必要となります。

ー
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第7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

（1）現状

①高齢者の多様な住まいと住まい方への支援

ア多様な住まいの選択

高齢者人口が増加する中、平成23年10月には見守りや生活相談のサービスが付

いた「サービス付き高齢者向け住宅」の制度が新設されました。また、入居一時

金や月額利用料金が比較的低額の有料老人ホームも誕生しています。

特別養護老人ホーム等の介護保険施設やグループホーム、養護老人ホーム、ケ

アハウス、生活支援ハウス等高齢者の多様な生活スタイルや希望に対応できる住

まいの選択肢は増えつつあります。

イ本市住宅地の特徴

本市の住宅は､1960~1980年代の高度経済成長期前後の時期に開発された丘陵

上部の住宅団地に多くの住宅が存在しており、最寄り駅まではバスなどの交通機

関が必要となる地域が多いという特徴があります。

ウ高齢者福祉に関するアンケート結果について

高齢者福祉に関するアンケートにおいて､住まいや環境で不便を感じたり困っ

ていることを尋ねたところ、「坂や階段の昇り降りが大変｣、「維持管理が大変(掃

除や家の修繕について)」との回答が多く寄せられました。

図表96住まいや環境で不便を感じたり困っていること（複数回答）

維持管理が大変

段差や階段があって大変

蕊'<専用の部屋がないなど）

日当たりや風通しが認､､騒音がひどい

古くなって蜜全趨こ不安

家鍾やﾛｰﾝが商い

公共機関が近くにない(市役所など）

商業施殴が近くにない(スーバーなど〉

医際機関や介譲サービスが近くにない

交通の便が悪い

坂や階段の昇り降りが大変

車で家の前ま繭ま入れない

戎”合いが少なくなっている

近くに頼りになる人がいない

その他

肴にない

無効･癖回答

0 畑0 200 300 400

1

500

資料：高齢者福祉に関するアンケート結果より作成（回答者数1,056人）
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第7章自分に合った環境重安心L2工暮らせるために

エ谷戸地域対策について

本市の北部から中央部にかけて見られる谷戸地域は､斜面地に古い木造住宅が

密集し、道幅が狭く、階段が多いという特徴があり、高齢者が日常生活に不便を

感じる場面があります。

谷戸地域対策としては､モデル地区を定め､神奈川県立保健福祉大学の学生が、

谷戸上部の空き家にシェアハウスの形態で居住し、近隣高齢者の見守りやゴミ出

しなどの支援を行っています。また、谷戸地域に住む高齢者の平地への住み替え

支援等も行っています｡．

で

3

オ住まい探しについて

住宅を探している高齢者のための「住まい探し相談会」を開催し、一人での住

まい探しに不安を感じている高齢者に対しては「住まい探しサポーター」という

ボランティアによる付き添いを行っています。また、高齢者等の住まい探しに協

力する不動産店を随時募集し、福祉部・都市部の関係窓口などで情報提供を行っ

ています。

力市営住宅について

市営住宅では、平成24年度までに階段への手すりの設置を終えています。市営

住宅の入居者には､指定管理者の自主事業によるひとり暮らし高齢者等の安否確

認や定期的な訪問によるライフサポート（高齢者訪問相談）事業が行われていま

す。

②特別養護老人ホーム等施設の整備

ア第5期計画での整備状況

特別養護老人ホームについては、第4期計画期間中の大規模な新規整備（3施

設300床)･に伴う効果・影響を見極める必要があったため、新設による整備は行

わず､既存11施設の増床等により100床を整備しました。また、この整備により、

平成26年度末のユニット型個室割合は、30．9％（2,140床のうち、ユニット型個

室661床）となっています。

住み慣れた住まいや地域で長く生活できるよう支援する地域密着型サービス

については、定期巡回。随時対応型訪問介護看護事業所を3事業所、小規模多機

能型居宅介護事業所を4事業所､認知症対応型通所介護事業所を4事業所整備し、

グループホームは、既存4事業所の増床により16床整備しました。

介護付有料老人ホーム等の特定施設は、4施設の新規整備等により305床を整

備しました。

また、介護が必要となった場合に訪問介護等の外部の介護サービスを利用しな

がら生活することができる住宅型有料老人ホームは、平成26年10月1日現在、5

施設224床新規に開設しています。

３

巳
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第7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

図表97第5期計画中の介護保険3施設の整備状況

●

0

数値は各年度末現在、平成26年度実績は見込数

図表98第5期計画中のグループホーム（認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護事業所）の整備状況

0

、

数値は各年度末現在、平成26年度実績は見込数

－122－

区 分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

特別養護老人ホーム

(介護老人福祉施設）

計画値

実績

計画比

施設数

2,115

2,040

96.5％

20

2jl40

2,140

100.0％
■

20

2,140

2,140

100.0％

20

介護老人保健施設

計画値

実績

計画比

施設数

1,040

1,040

100.0％

10

1,040

1,040

100.0％

10

1,040

1,040

100.0％

10

〃

介護療養型医療施設

計画値

実績

計画比

施設数

90

90

100.0％

2

90

36

40.0％

1

90

0

0.0％

0

区 分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

グルー プホーム

計画値

実績

計画比

665

654

98.3％

665

654

98.3％

665

664

99.8％

日
常
生
活
圏
域

追浜圏域

田 浦 圏 域

逸見圏域

本庁圏域

衣 笠圏域

大 津 圏 域

浦賀圏域

久里浜圏域

北下浦圏域

西圏域

44

8

18

70

178

71

79

45

79

62

44

8

18

70

178

71

79

45

79

62

44

8

18

70

188

71

79

45

79

62
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図表99第5期計画中の特定施設(特定施設入居者生活介護の指定を受けた事業所）の

§整備状況

（単位：床）

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

混合型特定施設 1,727 1,727 1,727

介護付有料老人ホーム 計画値 1,605 1,605 1,605

内

● サービス付き

高齢者向け住宅

実績

計画比

976

60.8％

1,150

71.7％

1,209

75.3％

訳 計画値 122 122 122

養護老人ホーム 実績 122 122 122

計画比 100.0％ 100.0％ 100.0％

数値は各年度末現在、平成26年度実績は見込数

【特定施設について】

○特定施設の種類

特定施設には、介護専用型特定施設（入居要件が要介護1以上で定員30人以上

の特定施設）と混合型特定施設（入居要件に要支援・自立者も含む特定施設）が

あります。なお、本市には、介護専用型特定施設はありません。

○特定施設となる施設

特定施設とは、以下の施設を指します。

有料老人ホ－ム

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

（ケ アハウス）

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者に、入浴､食事、家事等の日常生活上必要なサー

ビスを提供するものです。

介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、健康型

有料老人ホームがあります。

家庭での生活に身体的、経済的に不安のある高齢者を対

象としたものです。

自炊が出来ない程度の身体機能の低下により、独立した

生活をするには不安がある等の人を対象としたもので

す。

高齢者の居住の安定確保に関する法律による高齢者向け

住宅で、必須のサービスは安否確認と生活相談。他にも

食事、介護、家事等の高齢者を支援するサービスを提供

できるものです。

○特定施設入居者生活介護

特定施設に入居している要支援・要介護者に対して、介護（介護予防）サービ

ー123－

●

巳

ｰ

星



●

0

●

0

篭Z章自分に合った環境で安心して暮らせるために

ス計画に基づいて、その施設内で提供される食事･入浴等の日常生活上の世話や

機能訓練を行います。

特定施設入居者生活介護を行うためには、前ページの「特定施設となる施設」

が介護保険法の指定を受ける必要があります。なお、本市では、軽費老人ホーム

（ケアハウス）で特定施設入居者生活介護の指定を受けているものはありません。

イ特別養護老人ホームの入所待機者

市内全特別養護老人ホームへの調査結果から、平成26年4月1日現在、入所待

機者は1,803人で、このうち要介護3以上の人は989人となっています｡待機者の

中には、今すぐの入所は希望しないものの、将来的な不安から念のため申込みを

する人も相当数いることが推測されます。

平成26年6月に、入所待機者の中で「今すぐ入所すべきと考えられる人」につ

いて各施設に調査を行いました｡施設が回答した人数から申込みの重複を勘案し、

得られた結果では、「今すぐ入所すべきと考えられる人」は、おおよそ200人程度

と推測されることがわかりました。

また、平成25年度1年間に市内特別養護老人ホームへ新たに入所した人の数は

688人でした。

ウ介護保険に関するアンケート結果にみる介護施設

介護保険に関するアンケート調査において、今後の生活をどのように送りたい

か尋ねたところ、「施設に入所を希望する」と回答した人は12.4％でした。その

中で、「入所を希望する施設」としては、約5割の人が特別養護老人ホームと答

えました。

’
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図表100今後の生活をどのように送りたいか．入所を希望する施設

零
自宅での生活を続ける

478人
55．5％

わからない

86人
10．0％

一

、

86人
10.0％

施設に入所を希望する

1o7人
12．4％

露
霞

有料老人ホーム老人ホーム

6人
5.6％

ムーホ
ー
Ｌ
％

6人

5.6％

介護老人福祉施鉛

(特月I崖護老人ホーム）
51人
47．7％

グルーブホーム

8人
75％

グループ
8メ

一

＄

Ｉ
％

却
人
５

－
８
７7-5％ 吟

》

薩
電

資料：介護保険に関するアンケ

結果より作成

介護老人保健施般

6人
5.6％

介護老人傍

6人
5.6％

臓施鯛 卜

寵舞-F 朕

(回答者数861人・’07人）

色
■

ノ

（ 2）課題

①高齢者の多様な住まいと住まい方への支援

ア本市のまちづくりについて

本市の「都市計画マスタープラン」の「拠点ネットワーク型の都市づくり」の

考えにより、拠点市街地等を中心に高齢者等が車に頼ることなく歩いて暮らせる

－125－
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生活圏の形成を図る必要があります。また、ひとり暮らし高齢者世帯や高齢者の

みの世帯が増加していく中で､駅に近く商業施設等が充実した利便性の高い共同

住宅等への住み替えを望む人に対しては､その希望に応えていくことが求められ

ています。

｢拠点ネットワーク型都市づくり｣とは

I癖冒認醐

中心市街地を含み、主要な鉄道駅等を中心として形成

されている都市機能の築稿された市街地

臆函麺

道語丘陵上部の住宅団地や拠点市街地間を結ぶ幹線道路沿

道に広がる市街地など、拠点市街地の後背部に形成さ

れた市街地

聯瓢

丘陵池内や谷戸、海岸部などの市萄化区域總辺部や市

街化調塞区域に立地する住宅地等

●

』

都
市
機
能
の
集
積
度

都市機能の擬穣陶然沢諏の保全

学

閥亮と保全のバランスのとれた都市描近
Ⅱ

轤磯窪耀露催蝿禰の購成）
資料：都市計画課作成

イ高齢者の賃貸住宅入居について

家賃の不払いなどに対する不安感から高齢者の入居を敬遠する貸主･不動産事

業者に対し、入居促進に向けて理解を求めていく必要があります。

ウ施設等の情報提供について

一人ひとりの高齢者の希望に沿った住まいや施設の選択が可能となるように、

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム、その他の施設についての情報提

供が必要となります。

エ公営住宅について

公営住宅では、構造上バリアフリー化が難しい建物も存在しています。高齢者

世帯の入居が増加する中で､建物の上層階から下層階への住み替え希望に対応し

きれない状況も発生しています。また、定期的な訪問などによる安否確認が必要

な場合があります。

■

●
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②特別養護老人ホーム等施設の整備

ア特別養護老人ホーム

・第4期計画期間中の大規模な新規整備（3施設300床）に伴う効果と影響につ

いては、効果として、開設前の平成23年10月には2,062人いた入所待機者が、

開設後の平成24年4月には1,828人へ234人減少し、入所が促進されました。

一方､影響としては､他の介護施設等において稼働率の低下や介護人材の確保

が困難になっていた状況が判明しました。
●

第4期計画期間中の大規模な特養新規整備（3施設300床）に伴い

稼働率の低下や介護人材の確保が困難になったと回答した施設の割合

ｐ
｝

介護老人保健施設

グループホーム

有料老人ホーム

88.9％

60.9％

40.0％

資料：平成26年6月市内各施設等への調査実施結果

･平成27年度からの介護保険制度改正により、原則として要介護3以上の人が入

所可能となりますので、入所待機者は1,000人程度になると想定されます。高

齢者が増え続ける現状では、依然として高い数値が予想されます。

･施設の運営には必要最低限の人員配置基準を条例で定めていますが、指定基準

以上の看護師等の確保､配置が難しいことから、医療的な対応が必要な高齢者

の入所が困難な状況にあります。

イ介護老人保健施設

介護老人保健施設は平成24年度の介護保険制度改正により、入所者の在宅復帰

支援機能、在宅療養支援機能が求められており、取り組みの成果については今後

に期待されるところです。また、依然として一部が特別養護老人ホームの入所申

込者の待機場所となっている現状があります。
弓

圭

h
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図表101

第7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

平成25年度中に特別養護老人ホームに入所した688人の直前の居所

他の特養
2人
0.3％

その他
17人

2.5％

鱒蕊；
48人蝿甜

グルーブホーム

47人
6.8％

斗老人ホーム

45人
65％． ’

｜

｜’

資料；平成26年6月市内全特別養護老人ホームへの調査実施結果（20施設回答）

ウグループホーム等の地域密着型サービス

高齢者が要介護状態等になっても、施設サービスに頼るのではなく、住み慣れ

た地域で安心して生活が継続できるような介護サービスが必要となります。

本市においても、定期巡回．随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型

居宅介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、グループホームが整備されつつ

ありますが、市内全ての地域でサービス提供ができていないものもあります。ま

た、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）事業所については、平成26

年9月現在市内に開設事業所はありません。

エ特定施設（特定施設入居者生活介護の指定を受けた事業所）

介護付有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の特定施設は、計画数が

平成26年度末に1,605床となっていますが､計画値に対し71.7％の1,150床の整備

に留まっています。
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篇7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

（3）施策の展開

①高齢者の多様な住まいと住まい方への支援

ア本市のまちづくりについて

都市計画マスタープランに基づき、土地の高度利用、有効活用により、駅に近

く商業施設等が充実している利便性の高い都市型集合住宅等への住み替え需要

に応えます。

イ谷戸対策について

谷戸対策として、現在モデル地区では、神奈川県立保健福祉大学の学生が谷戸

上部の空き家にシェアハウスの形態で居住し、町内会の事業への参加、近隣高齢

者の見守りなどを行っています。モデル地区の状況を踏まえながら、対象地域の

拡大を検討します。

ウ住まい探しについて

住宅を探している高齢者が、気軽に相談できる場である「住まい探し相談会」

を引き続き開催し、不動産情報の提供のほか、地域情報や生活アドバイスなどを

行い、高齢者の住み替えを支援します。また、一人での住まい探しは不安という

高齢者に対しては、「住まい探しサポーター」が付き添います。

エ高齢者の賃貸住宅入居について

親族などから保証人を立てられない高齢者は､家賃の支払いなどに不安がある

ため、民間の賃貸住宅への入居を敬遠される傾向にあります。そのような高齢者

に対しては、民間保証会社による賃貸債務保証制度があることを情報提供し、民

間の賃貸住宅への入居を支援します。

オ施設等の情報提供について

高齢者が個々の事情や状況に合わせて生活の場所や暮らし方をイメージして

選択できるように、高齢者の多様な住まいや施設等に関するさまざまな情報を収

集し、市役所や地域包括支援センター等において情報提供を行います。

力住宅改修について

要支援・要介護の認定を受けた高齢者に対しては、介護保険の住宅改修費を給

付し、生活しやすい居住環境を整えます｡また､ケアマネジャーに対しては､個々

の高齢者の身体状況や居住環境などを踏まえ､適切な住宅改修がなされているか

といった視点から助言するなど支援を行います。
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第7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

キ「神奈川県高齢者居住安定確保計画」との連携について

高齢者が安心して暮らせる社会を実現することを目的に、神奈川県が定めてい

る「神奈川県高齢者居住安定確保計画」に沿って、高齢者の心身の状況に応じた

サービスを備えた賃貸住宅と老人ホーム等の整備を進めます。

ク市営住宅について

市営住宅の入居者募集にあたり、引き続き60歳以上の人がいる世帯に対して優

遇倍率を適用します。また、市営住宅の入居者には、指定管理者のライフサポー

ト（高齢者訪問相談）事業により、定期的な安否確認を実施します。市営住宅に

併設したシルバーハウジング(高齢者世話付住宅)では、日常生活上の生活相談・

指導、安否確認、緊急時の対応などを行う生活援助員を派遣するとともに、住宅

に設置した緊急通報システム等の運用により24時間緊急時対応を行います。

また、横須賀市市営住宅ストック総合活用計画に基づき、市営住宅の建て替え

などを行う場合は､高齢者等にも利用しやすいようバリアフリー化など住宅の整

備を検討していきます。

ケ耐震補強等補助について

建築年数の経過した木造住宅については､高齢者が住んでいると想定されるこ

とから、耐震補強等により住宅環境の安心を確保していきます。

具体的には、自己所有･自己居住で、昭和56年5月31日以前に建築を着手した

在来工法の木造住宅について、耐震診断費用の一部を助成し、その結果倒壊の危

険があると判断された場合には､耐震補強工事やそれに伴う図面作成､工事監理

にかかる費用の一部を助成します。

また、耐震補強工事が費用面から難しい場合などは、耐震シェルター又は防災

ベッドの設置費用の一部を助成します。

．市役所内の連携について

市役所の関係部署が連携して平成25年度から「高齢者の住まいに関する情報交

換会議」を行っていますが、高齢者等の住み良い住環境の提供や整備について引

き続き協議していきます。

サ低所得高齢者の住まいについて

低所得高齢者のための住まいについて研究していきます。

②特別養護老人ホーム等施設の整備

ア特別養護老人ホーム整備計画数：90床

今期における特別養護老人ホームの整備数を策定するに当たっては､第2期介

護保険事業計画で参酌標準として用いた65歳以上高齢者数の1.8％を整備指標と
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しました。具体的には、平成29年の65歳以上高齢者の推計人数の1.8％である

2！230床を施設整備目標数と定め、90床の整備を計画します。

整備においては､新規施設開設による介護人材確保の影響の排除、既存施設の

経験豊富な運営により開設当初からケアの質を保持できること、迅速で確実な整

備の実施が可能となることから、既存施設の増床による必要最小限の整備を進め

ます。

また、国の方針に基づき、入所者の環境改善の観点から個室ユニット化による

整備を進めます。

第6期計画での特別養護老人ホーム整備指針

･平成29年の65歳以上高齢者数の1.8％を整備する。

65歳以上高齢者数123,981人（推計値）×1.8％＝2,230床

･入所の必要性の高い待機者が1年以内に入所可能となるよう整備する。

高齢者数の推計値は、横須賀市都市政策研究所作成「横須賀市の将来推計人口」

（平成26年5月推計）より

イ介護老人保健施設

介護老人保健施設の一部は特別養護老人ホームの入所申込者の待機場所とな

っている現状から、特別養護老人ホームの整備を優先することとし、新規整備は

行いません。

また、既存の施設については、平成24年度の介護保険制度改正により在宅復帰

支援機能や在宅療養支援機能が求められているため、各施設と連携するなど利用

者の希望に応えられるように努めていきます。

ウ介護療養型医療施設

平成26年度末で既存の1施設が廃止予定のため、整備数はありません。

図表102第6期計画中の介護保険3施設の整備計画

（各年度末）（単位：床）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

特別養護老人ホーム

(介護老人福祉施設）
2,140 2,200 2,230

介護老人保健施設 1,040 1,040 1,040

介護療養型医療施設 0 0 0
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エグループホーム整備計画数：3事業所54床

認知症ケアの推進、住み慣れた地域での生活を実現するため、新規に3事業所

54床の整備を計画します。

図表103第6期計画中のグループホーム（認知症対応型共同生活介護事業所・介護

予防認知症対応型共同生活介護事業所）の整備計画

（各年度末）（単位：床）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

グル－プホーム 664 718 718

オグループホーム以外の地域密着型サービス

今後、要支援・要介護状態となっても特別養護老人ホームなど施設に代わり、

住み慣れた家での生活を継続できるよう地域密着型サービス事業所を整備しま

す｡各行政センター管区単位の圏域ごとにサービス提供できることを目標に整備

を進めていきます。

b定期巡回。随時対応型訪問介護看護事業所整備見込数：2事業所

市内全域でサービス提供できるよう、追浜・田浦・逸見圏域に1事業所、既存

事業所から遠方となる浦賀・久里浜圏域に1事業所の整備を見込みます。

･小規模多機能型居宅介護事業所整備見込数：6事業所

市内全圏域に事業所を配置すること、西圏域は広域であるにもかかわらず1事

業所の整備のみとなっていることから、現在事業所のない追浜、田浦、逸見、

久里浜、北下浦の各圏域と、現在1事業所のみの西圏域で、それぞれ1事業所

の整備を見込みます。

･認知症対応型通所介護事業所整備見込数：1事業所

既存で17事業所が運営されていますが、高齢者数の増加を勘案し、1事業所を見

込みます。

･複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所整備見込数：1事業所

平成24年度かちの新たなサービスとして制度が導入され､市は事業者を募集し

てきましたが、平成26年9月現在開設事業所がありません。6期中には市内で

のサービス提供を目指します。

力 特定施設

介護付有料老人ホーム等の特定施設で介護保険の指定を受ける特定施設入居

－132－



W

l

i

第7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

者生活介護事業所･介護予防特定施設入居者生活介護事業所は、計画数に対して

整備数が達していないため、整備目標数は現状のとおりとします。
■
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図表104第6期計画中の特定施設（特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居

者生活介護の指定を受ける事業所）の整備計画

（各年度末）（単位：床）

．

且

キ介護保険以外の施設

・ケアハウス

現在、3施設170床となっていますが、現状のとおりとします。

･生活支援ハウス

常時の介護は必要ないが､在宅でひとり暮らしが困難な高齢弔

戸活することができる居住環境を提供するものです。

現在、1施設15床となっていますが、現状のとおりとします。

在宅でひとり暮らしが困難な高齢者が､安心して生

ﾛ

~

（
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区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

混合型特定施設 1,727 1,727 1,727

内
訳

介護付有料老人ホーム ■

サービス付き高齢者向け住宅

養護老人ホ－ム

1,605

122

1,605

122

1,605
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図表105高齢者のための住宅・施設

(元気な人） ( 要 支 援 の 人 ） （ 要 介 護 の 人 ）

Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｉ
Ｉ
Ｏ
８
１(居住型施設）

■

｡

00

8 0

9 口

０
０

０
０

住 宅型 有料老人ホ－ム

0 0

Ｉ
Ｉ
０
ｉ
０

’
１
１
１
１
１
１
１
１
０

(滞在型施設）

介護療養型医療施設

介護老人保健施設

短期入所生活介護（ショートステイ）施設
●

■
８
Ｇ
８
■
Ｕ
Ｇ
Ｕ
０

●

宅居

※この図は、身体状況の視点で、どの住宅や施設が条件に合うかを大まかに区別できる

ように示したものです。必ずしも、この図に当てはまらない場合もあります。
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2暮らしの安心

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していくためには､家族や地域による見守

り体制と併せて､家の中での不測の事態や災害時の体制等の整備を行っていくことが

必要です。

また、誰もが自らの人生を自分で決め、周囲からその意思を尊重され、主体性と尊

厳を持って暮らすことを願っています。しかし、年齢を重ねることによって、認知症

などにより判断能力が低下し、日常的な金銭の管理や契約などが困難になることや、

相続の際に財産などの権利が侵害されることがあります｡そのような高齢者の権利を

守り、支援していくことは、その人が安心して自分らしい生活を送ることにつながり

ます。

本市では、高齢者に関する総合相談窓口を設置するとともに、地域での身近な相談

窓口として市内の13カ所に地域包括支援センターを設置し､高齢者の暮らしの安心や

権利擁護についての支援に取り組んでいます。

の

凸

（1）現状

一

①見守りが必要な世帯への施策

ア民生委員・児童委員との連携・協力によるひとり暮らし等高齢者施策の実施

本市では、民生委員・児童委員と連携し、施設入所者を除く支援が必要な高齢

者を把握するため、「ひとり暮らし高齢者調査」を実施しています。

高齢者の増加に伴い、ひとり暮らし高齢者は年々増加している状況です。

平成26年度の調査結果は9,903人となっており、これは65歳以上の高齢者人口

・の約8％にあたります。

5

図表106ひとり暮らし高齢者調査に基づく把握（登録）人数の推移

可

各年度7月1日現在

ひとり暮らしの高齢者が孤立せず､できる限り住み慣れた地域で安心して生活

できるようにするために、民生委員・児童委員と連携・協力して以下の支援サー
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ビスを行っています。

｡ふれあいお弁当事業

食事の支度が困難なひとり暮らし高齢者、または高齢者のみの世帯に食事を

提供することで健康維持の一助としています。

また､横須賀市社会福祉協議会が各地区社会福祉協議会と協働して配食活動

を実施することにより、安否の確認と見守りを行い、孤独感や不安感の軽減を

図るとともに、地域の交流を実現しています。

平成25年度末登録人数 960人

平成25年度延配食数 126,061食

･福祉電話貸与・相談事業

電話のないひとり暮らし高齢者、または高齢者のみの世帯で1人が病弱ある

いはねたきりの状態にある市民税非課税世帯に､家庭用電話を貸与しています。

1日1回、声の便りとして電話訪問による安否の確認をし、併せて各種の相

談に応じています。

なお、電話をお持ちの場合についても、定期的に安否確認が必要と認められ

る場合は、電話訪問を行っています。

平成25年度末利用人数 101人

平成25年度末電話貸与台数 62台

･緊急通報システム貸与事業

ひとり暮らし高齢者、または高齢者のみの世帯で1人が病弱あるいはねたき

りの状態にある世帯に、家庭用電話に接続する緊急通報装置を貸与しています。

緊急ボタンを押すと、救急搬送を要請できるシステムです。

平成25年度末稼働台数 2,709台

イ民間団体および事業者との連携・協力

LPガス協会や新聞販売組合、信用金庫など、個人宅を訪問する業務の事業者

等と、警察、消防と連携した地域の見守り活動に関する協力体制づくりに取り組

んでいます。

へ

協定を締結している民間の団体および事業者(平成26年5月30日現在）

・神奈川県と協定を締結している団体数34団体

・横須賀市と協定を締結している事業者数3事業者

－136－



第7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

ウ災害時要援護者対策の促進

平成21年3月に策定した｢横須賀市災害時要援護者支援プラン」に基づき、「災

害時要援護者｣としての登録に同意したひとり暮らし高齢者等の名簿を地域の町

内会・自治会等に提供して、地域による対象者の詳しい状況把握を促進するとと

もに、災害時に直接支援をする近隣の支援者を取り決めます。

近隣支援者は、平常時には高齢者等と日頃の交流を深め、災害時には災害情報

の提供や安否確認など安全確保のための活動を行います。

平成26年7月末登録人数 8,538人

図表107民間の団体および事業者との地域見守り活動のイメージ

横須賀市|横須賀市’ ’民間の団体および事業者 ’
孤立死・孤独死の

おそれのある世帯

緊急性はないが、生命の危険が

予見される場合は、市へ通報。

＜例示＞

新聞が溜まっている

｡昼夜とも電気がつけっぱなし

(対応の流れ①～⑤）

通報

横須

営業等で巡回、訪問

緊急を要する場合

警察署や消防署へ直接

通報。

＜例示＞

･室内から異臭がする。

・人が倒れているのが

見える。
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第7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

②消費者被害等の防止

悪質商法被害の未然防止を図るため、消費生活センターが主体となり、地域包括

支援センター､町内会･自治会および民生委員･児童委員等との連携･協力により、

啓発のための講座、研修会を開催するとともに、関係各所にリーフレットの配架、

配布するなど、消費生活の知識の普及、消費者問題について広く情報提供などを行

っています。

また、実際に契約トラブルや消費者被害にあづた高齢者が、早期に適切な助言・

あっせんなどを受けることが出来るように、消費生活センターで行う「消費生活相

談」などの周知を行っています。

③横須賀あんしんセンターによる日常生活自立支援事業

横須賀市社会福祉協議会「横須賀あんしんセンター」において、福祉サービスの

利用手続き、通帳などの保管、日常の金銭の管理などを一人で行うことに不安のあ

る高齢者等を対象に、契約に基づいて「書類等預かりサービス｣、「福祉サービス利

用援助・日常的金銭管理サービス」を実施しています。

④成年後見制度利用支援事業

成年後見制度は､認知症などにより物事を判断する能力が十分ではない人につい

て、本人の権利を守る援助者「成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人)」を

家庭裁判所が選任し、財産管理や介護サービスの契約などを行う法定後見制度と、

将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしても

らうか」をあらかじめ「契約」により決めておく任意後見制度の2つの制度があり

ます。

本市では､任意後見制度の案内や法定後見制度の相談、家庭裁判所への申立ての

助言・支援や被後見人等に対し成年後見人等への報酬費用の助成を行っています。

ア成年後見制度の普及啓発

市の高齢者総合相談窓口や地域包括支援センターにおいて、成年後見制度の相談

を行っています。また、市民向けの成年後見講座を開催し、制度の普及啓発に努め

ています。

イ成年後見制度情報交換会の開催

弁護士会､司法書士会､行政書士会､社会福祉士会､横須賀市社会福祉協議会、

家庭裁判所､地域包括支援センター等関係機関と成年後見制度情報交換会を開催

し、制度の円滑な実施のために連携を図っています。

平成25年度開催件数 5回
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ウ市長による成年後見等開始の審判請求（市長申立）の実施

成年後見制度を利用するには、本人・配偶者・4親等内の親族などが家庭裁判

所に申立てを行う必要があります。しかし、身寄りがいない、親族の協力が得ら

れないなどの理由から、申立てを行うことが困難な高齢者の権利を守る必要があ

ると判断した場合、市長による成年後見等開始の審判請求(市長申立）を実施し

ています。

高齢者人口の増加とともに、制度が必要な高齢者が増えていることから、その

件数は増加傾向にあります。

ゆ

3

図表108高齢福祉課における市長申立の実施件数

(件）
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エ申立費用や成年後見人等に対する報酬の助成

市長申立に伴う費用や成年後見人等に対する報酬費用の負担が困難な高齢者

に対して、その費用を助成することで、成年後見制度の利用支援を実施していま

す。

⑤よこすか市民後見人等運営事業

成年後見制度が開始した平成12年は、選任された成年後見人等のうち、配偶者や

子どもなどの親族が9割以上を占めていましたが、その割合は年々減少し、平成25

年には、親族後見人の割合は約4割と半数以下になっています。代わりに、弁護士

や司法書士・社会福祉士等の専門職や社会福祉法人・社団法人等の法人、知人等の

第三者の成年後見人等の割合が5割を超えており、第三者後見人の選任数は今後も

増加していくことが予測されます。

本市では、このような状況を想定し、第三者後見人の担い手不足により成年後見

制度の利用が進まないといった事態に陥らないために､平成19年度に神奈川県で初

めて市民後見人の養成を開始しました。

｡

巳
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第7章・自分に合った環境で安心して暮らせるために

しかし､日常的な生活の見守りや配慮を行うことで､安心して地域での生活を送

ることができる認知症高齢者等は多くいる中で、市民後見人は、第三者後見人の担

い手不足を補うことのみを目的とするのではなく、同じ地域に住む「一市民」とい

う立場で認知症高齢者等に寄り添い、支援を行うことで、市民同士が支えあう地域

社会の実現を目指す役割としても期待されています。

現在、市民後見人等運営事業は、横須賀市社会福祉協議会に委託し、今までに15

人を養成し、これまでに延べ12人の市民後見人が活動しています。

図表109市民後見人養成人数

第1期生 第2期生 第3期生 第4期生 合計

養成修了年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

市民後見人養成者数 7人 2人 3人 3人 15人

ア市民後見人養成研修の実施

社会貢献に意欲をもった市民を対象に､成年後見人等として必要な知識の習得

を目指し､基礎編･応用編･実務研修の三段階による養成研修を実施しています。

図表110市民後見人養成研修カリキュラム

はじめて講座 成年後見制度の仕組みや必要性を学ぶ

基礎編
成年後見制度とその対象者を理解し、基礎的な関係施策を学ぶ

17単位／1,020分

応用編
成年後見制度の実務の流れやさまざまな関係制度を知る

23単位／1,380分

実務研修
基礎および応用編で学んだ内容を実務でどのように活かすか学ぶ

10単位／1.5日

※引き続き応用編受講を希望する基礎編修了者には基礎編の習得度合について

効果測定を行い、選 考す る。 ‘

イ市民後見人等運営事業推進会議の実施

よこすか市民後見人等運営事業の適正な運営を図ることを目的に､市民後見人

の養成、活用を推進していくための方策などについて学識経験者・弁護士・司法

書士等の関係機関と協議する場を設けています。

平成25年度開催件数 3回
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ウ市民後見人連絡会の開催

市民後見人養成研修を修了したよこすか市民後見人登録者を対象に後見業務

に対する理解を深め､情報共有を図るための連絡会を開催しています｡その中で、

資質向上のためのフォローアップ研修も実施しています。

平成25年度開催件数 3回

（2）課題

①地域での見守り体制の整備

アひとり暮らし等高齢者施策の実施

高齢者の増加に伴い、今後もひとり暮らし等高齢者や高齢者世帯の増加が見込

まれます。

ひとり暮らし等高齢者が、いつまでも住み慣れた地域で､安心した生活を送る

ためには、家族や地域による支援やひとり暮らし等高齢者施策を活用し、日頃か

らの見守り体制を作っていく必要があります6

イ地域における見守り体制の構築

行政だけで見守りが必要な世帯の全てを把握していくことは困難であるため、

日頃から隣近所や町内会・自治会などの近隣地域の中での声かけや見守りを通じ

て互助活動を促進する必要があります。

②成年後見制度利用支援事業

ア成年後見制度の普及啓発

成年後見制度に対する理解が十分に浸透していないため、自分の将来を自分で

決めることのできる任意後見制度や物事を判断する能力が十分でない認知症高

齢者等に対しての法定後見制度の利用の支援が遅れてしまう可能性があります。

イ申立てに要する費用や成年後見人等に対する報酬費用の助成の見直し

制度を必要とする高齢者が、申立てに要する費用や成年後見人等への報酬費用

の負担が困難であるために、成年後見制度の利用を蹟鰭したり、成年後見人等の

候補者を探したりすることが困難な場合があります。

③よこすか市民後見人等運営事業

ア市民後見人の養成・活動支援の継続

「地域の力で高齢者や障害者を支える」社会の実現に向けて、市民後見人の養

成・活動支援を継続していく必要があります。
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Z章自分に合った環境で安心して暮らせるために

イ総合的・一体的な権利擁護体制の検討

現在、あんしんセンターによる日常生活自立支援事業とよこすか市民後見人等

運営事業が個別に事業を実施しているため､権利擁護の各種事業を横断した支援

体制の構築が必要です。

ウ市民後見人の受任条件の見直し

市民後見人の活動要件が、市長申立案件であり､専門職との複数後見に限定し

ているため、受任案件自体が限られ、市民後見人が単独で受任できない状況があ

ります。

（3）施策の展開

①地域での見守り体制の整備

ア民生委員・児童委員との連携・協力によるひとり暮らし等高齢者施策の実施

今後もひとり暮らし等高齢者が、いつまでも住み慣れた地域で、安心した生活

を送れるよう民生委員・児童委員と連携・協力し、ふれあいお弁当事業、福祉電

話の貸与・相談事業、緊急通報システムの貸与事業等を通じて見守りを行ってい

きます。

イ地域における見守り体制の構築

地域における多様な見守り体制を構築するために、今後も民間の団体および事

業者との見守り体制づくりを進めるとともに、地域包括支援センターと協力しな

がら町内会や．自治会等の近隣地域における互助の促進に努めます。

ウ民間の団体および事業者との協力体制づくりの推進

地域での見守り体制を強化するために､今後も個人宅を訪問する民間の団体お

よび事業者と連携し、地域見守り活動に関する協力体制づくりに取り組んでいき

ます。

エ災害時要援護者対策の促進

引き続き、横須賀市災害時要援護者支援プランに基づき、要援護高齢者への支

援が迅速かつ的確に行えるように、各地域における支援体制の整備を促進してい

きます。

ｰ

②成年後見制度利用支援事業

ア相談窓口の強化

高齢福祉課の高齢者総合相談窓口や各地域包括支援センターが､地域住民や民

－142－



藷7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

生委員･児童委員､居宅介護支援事業所､地区社会福祉協議会等と連携しながら、

成年後見制度も含めた権利擁護の問題について総合的に受付･相談を行い、具体

的な支援へつなげる体制の整備に努めます。

イ成年後見制度の普及啓発

市民向けに開催している成年後見制度の講座を継続し、制度の周知を図ってい

きます。

ウ関係機関とのネットワークの促進

各地域包括支援センターが開催する地域ケア会議などを通じて､地域住民や民

生委員・児童委員、居宅介護支援事業所等関係機関と連携し、成年後見制度の利

用を必要としている認知症高齢者等の早期発見6相談につながるネットワークづ

くりを促進します。

エ申立てに要する費用や成年後見人等に対する報酬費用の助成の見直し

身寄りがいない、親族の協力が得られないなどの理由から、成年後見等開始の

申立てを行うことが困難な高齢者の権利を守る必要がある場合は､市長申立を行

うとともに、申立てに要する費用や成年後見人等への報酬の助成を継続します。

③よこすか市民後見人等運営事業

ア市民後見人の養成・活動支援の継続

第三者後見人を担う専門職の不足を補うためだけでなく、同じ地域に住む市民

同士が支えあう地域社会の実現を目指し、「地域の力で高齢者や障害者を支える」

市民後見人の養成と活動の支援を継続します。

イ総合的・一体的な権利擁護体制の検討

市民後見人等運営事業のみならず､あんしんセンターによる日常生活自立支援

事業や新たに検討している社会福祉協議会による法人後見を総合的･一体的に運

用できるような権利擁護体制を検討していきます。

ウ市民後見人の受任条件の見直し

市民後見人の活躍の場を広げるため､現在､専門職との複数で後見業務を行っ

ている市民後見人が､単独で成年後見人等を受任できる仕組みの支援体制を市民

後見人等運営事業推進会議において検討していきます。
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3虐待の防止

本市は、全国に先駆けて平成13年度に「高齢者虐待防止ネットワーク事業」を立ち

上げました。

急激に進む高齢社会において介護の問題はより深刻になっています｡介護を社会が

支える仕組みとして介護保険制度が施行され､それまで表面化しなかった家庭での介

護者による虐待等の問題が多く確認されるようになりました。

平成16年度からは、「高齢者虐待防止ネットワーク事業」を｢高齢者虐待防止事業」
ワィィープ

と改め、相談専用窓口として、「高齢者虐待防止センター「愛称：YEAP（Yokosuka

Elderly肋usePrevention）」を開設しました。

高齢者が尊厳を保ち、生きていけるように、高齢者虐待防止等に関する国の責務、

高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置､養護者の負担の軽減を図るこ

と等の養護者に対する支援のための措置を定めた「高齢者虐待の防止、高齢者の養護

者に対する支援等に関する法律」（以下、「高齢者虐待防止法｣）が、平成17年11月1

日に制定され、翌年4月に施行されました。

平成18年度の介護保険法改正・高齢者虐待防止法の施行を受けて、市内13カ所に地

域包括支援センターを設置し、高齢者虐待防止の取り組みを行っています。

･

（1）現状

高齢者虐待は､65歳以上の高齢者が､養護者(高齢者の介護･世話をしている家族、

親族、同居人等）や介護施設従事者等から虐待を受けた場合をいいます。

虐待の行為には､①たたく．つれる・殴るなどの「身体的虐待｣、②入浴させない。

オムツを放置するなどの「介護・世話の放棄、放任｣、③排泄の失敗に対して高齢者

に恥をかかせる・怒鳴る。無視するなどの「心理的虐待｣、④本人との合意が形成さ

れていない性的な行為またはその強要・懲罰的に下半身を裸にして放置するなどの

「性的虐待｣、⑤日常的に必要な金銭を渡さない・使わせないなどの「経済的虐待」

があります。

虐待の主な原因は、認知症に対する理解不足や長期間に及ぶ介護ストレスです。介

護者は高齢者に優しくできない､介護している自分が嫌になるなどのストレスから虐

待に及んでしまうことがあります。

高齢者虐待を予防するためには、早期の相談・通報などが必要なため、相談窓口の

周知と併せて通報体制を整備しています。

●

●
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虐待防止のため､高齢者と養護者への支援を推進します



藷7=自分に合った環境で安心して暮らせるために

①高齢者虐待相談

高齢者虐待を早期に発見し、高齢者および養護者への支援を行うために、高齢者

虐待防止センターには保健師を配置し、専用電話や面接・訪問により随時、相談に

応じています。

高齢者虐待通報があった場合は､速やかに緊急性を判断し､初期対応を行います。

また、地域包括支援センターと虐待対応検討会議を開催して、虐待の判定や今後

の支援の方向性を検討し、高齢者および養護者支援を行っています。

＊相談時間:平日午前8時30分から午後5時(土曜、日曜､祝日、年末年始は休み）

ｰ

平成25年度の養護者による高齢者虐待についての相談件数は164件で、年次推移

は、図表111のとおりです。

図表111高齢者虐待新規相談件数の年次推移（市内65歳以上高齢者）

(件）
200

168 160164

150 言
””一蛭，,2 119

126 125
100

75
50

48

0
平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度

資料:平成25年度高齢者虐待防止事業報告書より作成

平成16年度から平成21年度は相談件数が横ばい状態です。

平成22年度以降は、高齢者虐待防止の啓発により、高齢者虐待防止センターが広く
／

周知され、新規相談件数が増加していると考えられます。 己

マ
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第7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

図表112平成25年度高齢者虐待新規相談の相談者の内訳（重複あり）

介護支援専門員

家族･親族

本人

医療機関従事者

警察

近隣･知人

介護保険事業所職員

行政職員

民生委員

その他

虐待者

不明(匿名）

0

とﾛｰ……r…乳声＆…心■矛,踊生が~品LbZ，吟ざ,……■Qけ小■号号司､禺宰RV可…Fー＝……局一一孔子師…泥■F砦一…h…卍●qー境申

50

31

10 20 30 40 50 60（人）

資料：平成25年度高齢者虐待防止事業報告書より作成

相談者は、介護・医療従事者や警察、行政、民生委員などの関係機関からが約5

割を占めており、有効な支援を行うためには、関係機関との連携を深めることが重

要です。

図表113市・県の高齢者虐待の類型別件数と構成割合（重複あり）

区分
横須賀市

(平成25年度）

神奈川県

(平成24年度）

身体的虐待 52件 52.5％ 440件 63.3％

介護の放棄・放任 11件 11.1％ 186件 26.8％

心理的虐待 41件 41.4％ 280件 40.3％

性的虐待 1件 1.0％ 4件 0.6％

経済的虐待 9件 9.0％ 158件 22.7％

※横須賀市：虐待と判断した99件の重複件数です。

※神奈川県：虐待と判断した695件の重複件数です。

資料：①横須賀市：平成25年度高齢者虐待防止事業報告書

②神奈川県：平成24年度における県内の高齢者虐待の状況について

（平成25年11月22日記者発表資料）をもとに作成

高齢者虐待の類型は､身体的虐待が最も多く、次いで心理的虐待となっています。
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第7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

図表114平成25年度虐待と判定した99人の被虐待者の性別・年齢

(人）
40

29
30 －

22
－

20

20

13
10

「'一
10 －5－

|’
r一一一一一一一一一一可

■
0

65～69歳70～74歳75～79歳80～84歳85～89歳90歳以上

資料：平成25年度高齢者虐待防止事業報告書より作成

図表115平成25年度虐待と判定した99人に対する虐待者の性別･続柄(重複あり）

（人）

０
５
０
５
０
５
０
５
０

４
３
３
２
２
１
１

36
■■■■■■■■

24
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■■■■■■

一
一
一 9 9

苦言ｴ〒、1F-|冊 0
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し
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刊

資料：平成25年度高齢者虐待防止事業報告書より作成

虐待者は、子のグループが約6割を占めています。
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図表116虐待と判定した99件の被虐待者の介護保険申請の状況

8

心

中5人

1％）

＊認定済65人の内、認知症ありは59人、なしは6人

資料：平成25年度高齢者虐待防止事業報告書より作成

被虐待者の約6割の人が認知症を有し、要介護状態となっています。

図表117介護保険認定済み65人の要介護度の内訳

ｊ人
０

ｒ
、
２

18

14
－1315

10 － －

77

5 － － 4 ■ － － － 1 －

33

，、
0

■

要
支
援
１

要
支
援
２

要
介
護
１

要
介
護
２

要
介
護
３

要
介
護
４

要
介
護
５

資料：平成25年度高齢者虐待防止事業報告書より作成
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第7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

図表118介護保険認定済み65人の認知症高齢者の日常生活自立度

自立度M なし

自立度I

11人

16．9％

資料；平成25年度高齢者虐待防止事業報告書より作成

図表119認知症高齢者の日常生活自立度の判定の基準

*認知症高齢者の日常生活自立度とは､高齢者の認知症の程度とそれによる日常生活

の自立度を客観的に把握するため、介護保険の認定等で使用されている指標です。

自立度
一

なし 日常生活は自戒している。

判断基準

■

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

M

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ

自立している。

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多

少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見

られ、介護を必要とする。

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻

繁に見られ、常に介護を必要とする。

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患（意思疎通が全

くできないねたきり状態）が見られ、専門医療を必要とする。
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第7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

②高齢者・介護者のためのこころの相談

高齢者・介護者のストレスなどを軽減することにより、高齢者虐待防止を図るこ

とを目的として、心理相談員（臨床心理士）により、定例相談と随時訪問面接相談

を行っています。

図表120高齢者・介護者のためのこころの相談の推移（件数）

己

●

資料：平成25年度高齢者虐待防止事業報告書より作成

図表121平成25年度高齢者・介護者のためのこころ相談の内容（重複あり）

資料：平成25年度高齢者虐待防止事業報告書より作成

③高齢者虐待防止のためネットワークミーティングによる関係機関との連携

ア全体会

関係機関の管理者、施設長、職域代表を招き、高齢者虐待防止事業を総括し、

連携の重要性とその方法について共有する場として年1回開催しています。

＆

イ個別部会

虐待の発生に関与する要因が複雑な場合などに、関係機関が情報を共有し、課

題､支援の目標､対応方法､役割分担などを検討するために随時開催しています。

ウ事例検討会

経済的虐待や成年後見制度の活用など法的な解釈が必要な事例や､精神疾患が

絡む対応困難事例について､弁護士や医師等専門職の助言を受けるため､必要時

に開催しています。

a

●

図表122事例検討会の推移（件数）

資料：平成25年度高齢者虐待防止事業報告書より作成
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平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

26 44 54 48 51

虐待
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担スト
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制度等

締
・
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8 24 1 2 12 0 1 5 53
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7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

④高齢者虐待防止の普及啓発

ア高齢者虐待防止研修会

高齢者虐待防止の支援者等の資質の向上を図るために､年3回開催しています。

イ市民啓発講演会

高齢者虐待防止に関する正しい知識・理解を深めるために、講演会を年1回開

催しています。

q■

●
）

ウリーフレットの配布

高齢者虐待防止の理解を深め､啓発するため､リーフレットを配布しています。

⑤介護施設従事者等による高齢者虐待への対応

介護施設従事者等による高齢者虐待に対して、随時、相談に応じています。

（2）課題

①高齢者虐待相談

家庭での介護は密室化し、高齢者虐待と気づかず介護している場合があるため、

虐待の潜在化を防ぐために、気軽に相談できる支援体制が必要となります。

②高齢者・介護者のためのこころの相談

ア高齢者・介護者の支援の充実

高齢者虐待の相談から､介護者に介護負担や高いストレスを抱えていることが

伺えます。在宅で介護する介護者のストレスから、高齢者虐待は起こり易く介護

者のストレスの軽減を図るために、「高齢者・介護者のためのこころの相談」を

周知し、支援をする必要があります。

イ男性介護者の支援の充実

虐待者の男女割合は、男性が約7割、女性が約3割となっており、男性虐待者

のうち息子と夫が虐待者である場合が約6割を占めています（147ページ、図表

115参照)。

男性介護者の場合、家事・介護の不慣れや孤立化などから、介護生活への不安

を生じやすくなるため、男性介護者のストレス軽減などの支援を充実させる必要

があります。

｡

一
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第7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

③高齢者虐待防止のためのネットワークづくり体制の強化

高齢者虐待の相談者は、関係機関からが約6割を占めていることから、有効な支

援を行うために､ネットワークによる連携･支援体制の強化が課題となっています。

④高齢者虐待防止の普及啓発

ア被虐待者では､認知症を有する人が約6割を占めていることから、認知症への

対応や介護相談への支援をする必要があります。
●

イ高齢者虐待に対する理解が十分ではない現状があり、市民や介護施設従事者等

への十分な啓発 が 必 要 に な り ま す 。 ．

◆

⑤介護施設従事者等による高齢者虐待防止への対応

介護施設従事者等による高齢者虐待を予防するために、随時相談を継続し、普及

啓発をしていく必要があります。

（3）施策の展開

①高齢者虐待相談事業

ア相談窓口の周知

・高齢者虐待防止に関する相談専用窓口の周知を行います。

＊通報専用電話046-822-4370（高齢者虐待防止センター）

・市内13カ所に設置している地域包括支援センターの相談窓口の周知を行いま

す。

ダ

イ介護者への支援の充実

一生懸命介護する介護者は、介護で疲れがたまり心に余裕がなくなり、介護が

辛くなることがあります。高齢者への理解や介護・対応方法を知ることで気持ち

が楽になり介護が続けられます。介護者が介護を一人で抱え込まないよう、支援

を行います。
｡

②高齢者・介護者のためのこころの相談

介護のストレスから心が疲れてくると高齢者へ優しく接することができなくな

ることがあります。介護者が話すことで気持ちが軽くなり､心の健康を保つことが

できるように、心理相談員（臨床心理士）による「高齢者・介護者のためのこころ

の相談」を行います。また､男性介護者が孤立しないように、関係制度の紹介や｢認

知症高齢者介護者の集い」などを周知し、支援します。

●

〆
０
１
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第7章自分に合った環境で安心して暮らせるために

③高齢者虐待防止のためのネットワークの強化

高齢者虐待は、関係機関からの相談が多く、有効な支援を行うために、関係機関

と連携を深め、支援体制を強化します。

警察

法務局

家庭裁判所

人権擁護委員

弁護士会

司法書士会

行政書士会

社会福祉士会

宮

図表123高齢者虐待防止に向けたネットワーク

老人福祉施設等

人権関係福嫡係。居宅介護支湾業所
社会福祉協議会

成

〈庁内関係部署〃〉
－－ーー一一一一一一一一一一一一一一一

④高齢者虐待防止の普及啓発

ア市民や介護に関わる専門職対象の講演会・研修会を継続します。

イ高齢者虐待防止の理解を深め、啓発するために、リーフレットを配布します。

図表124高齢者虐待防止の普及啓発の実績・計画

第5期実績 第6期計画
■

1 1■且■■

平成24年度｜平成25年度｜平成26年度||平成27年度｜平成28年度｜平成29年度

研修

（延人数）

市民啓発講演会

（人数）

年3回

449人

年1回

109人

年3回

512人

年1回

112人

年3回

520人

年1回

115人

年3回

520人

年1回

115人
■ ■■■

※平成26年度は見込み

年3回

520人

年1回

115人

年3回

520人

年1回

115人

⑤介護施設従事者等による高齢者虐待への対応

ア介護施設従事者等を対象として、身体拘束等をテーマとした研修会を開催し、

介護施設従事者等による高齢者虐待防止の普及啓発を行います。

イ介護施設等からの依頼に対する出前研修を行います。
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第8章:安心してサービスを利用できるために

第8章安心してサービスを利用できるために

安心してサービスを利用するためには､必要なサービスを過不足なく使える適切な要

介護認定と､質の高いサービスを適正に提供する事業者および介護職員等の確保が重要

となります。そのため、給付の適正化を図ると同時に、介護職員等の育成および確保・

定着を図る必要があります。
●

●

1給付の適正化

一

（1）現状

①認定調査・認定審査会の適正化

介護サービスを受けるためには、横須賀市に要介護認定の申請が必要です。

要介護認定とは介護サービスの必要度（どれくらい、介護サービスを提供する必

要があるか）を判定するものです。要介護認定は、介護サービスの給付額に結びつ

くことから、その基準については全国一律に客観的に定めています。

介護サービスの必要度の判定は、客観的で公平な判定を行うため、保健・医療・

福祉の学識経験者により構成する介護認定審査会で､基本調査等のコンピュータ判

定の結果（一次判定）と調査の特記事項、主治医意見書により審査・判定（二次判

定）を行っています。

審査･判定結果に従って認定し､認定結果通知と新しい被保険者証を送付します。

一
●

●

｢羅軍罰・ 。｢羅菓這珂
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ア認定調査の適正化

新規申請の調査については原則市の職員が行い､一部は認定調査のみを専門に行う

事務受託法人に委託しています。変更申請については、市の職員が行い、更新申請は

事務受託法人への委託割合を増やしています。

民間事業者に委託している調査票については、全件調査票の点検を行い、必要

に応じて指導を行っています。また、そのほかに民間事業者への指導として、調

査方法の解説冊子を配布し、調査基準の解釈と特記事項の書き方等についての研

修会を開催しています。

＝

●
）

イ認定審査会の適正化

事務局となる市職員は､主治医意見書や調査内容の説明におけるポイントやタ

イミング等の学習会を開催し、それらの共有化を図っています。認定審査会開催

前に、主治医意見書と調査票の整合性を確認し、審査会が円滑に行えるよう準備

していますb

② ケアマネジメントの適切化

利用者が自宅で生活するために必要なサービスを組み立てていくケアマネジメ

ントが適切であることは、利用者の望む生活の実現であり、また、適正なサービス

提供につながるため､ケアプランを作成するケアマネジャーの支援を行っています。

ア新任ケアマネジャー研修

ケアマネジャーは、家族、地域、NPOなどによる、介護保険制度以外のサー

ビスや支援も考慮しながらケアプランを組み立てていく必要があります。しかし、

新任のケアマネジヤー等は基本的知識を備えているものの、地域性の高い市独自

のサービスや実務において必要な知識を獲得する機会は少なく、適切な支援が提

供できないことが考えられます。

そこで､新任ケアマネジャーおよび研修を希望する現任ケアマネジャーを対象

に、横須賀市内において、実務に必要な基礎知識、技術等を修得する研修を実施

しています。

イケアプランの点検

横須賀市内の居宅介護支援事業所を訪問し、ケアマネジャーが作成するケアプ

ランが自立支援に資する適切なケアプランになっているかを、ケース記録等を基

に、心身の状況・家族関係を含む環境等も踏まえた上で、ケアマネジャーととも

に検証と確認作業を実施し、適切なサービス提供の推進に努めています。

＆
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③住宅改修の適正化

ア住宅改修の点検

介護保険住宅改修費の支給に当たっては､被保険者の心身の状況および日常生

活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、ケアマネジ

ヤー等が必要と判断した適切な工事内容となるよう、工事前に写真、平面図、住

宅改修が必要な理由書、見積書等による審査を実施します。

また、基本的には書面による審査を中心に行っていますが、工事の前後におい

て、申請に疑義が生じた場合は現地調査を実施しています。

｡

●

事前申請内容の確認〃、〆－、
同月

に仁〉
事
前
申
請
（
改
修
工
事
前
）

事
前
申
請

・介護保険対象の工事か。

・利用者の身体状況に合っている

、か。 ノ

※添付書

Lノ-

※添付書類①
1住宅改修が必要な理由書
2見積書および工事内訳書
3住宅の平面図
4工事着工前の写真（日付入り）
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事後申請内容の確認〆、

※添付書

同月 nJ心

事
後
申
請

※添付書 ・事前申請の内容と合っている

か。

ノ、※添付書類②Lノ
1領収書
2工事完了後の写真（日付入り）

Lノ

（ ） ’鶴 ｝支給額受領 承認｡‘支給客

イ介護保険住宅改修研修会の開催

平成14年11月から一時的な利用者負担の軽減等を目的に、介護保険住宅改修費

の受領委任払い制度を実施しています。

また、登録業者と住宅改修の必要理由書を作成するケアマネジャーを対象に、

介護保険制度においての住宅改修にかかる知識の確認と習得により適正な工事

が行われるよう研修会を実施しています。

■
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④軽度者への福祉用具貸与

過度に福祉用具を提供することにより、自立支援の機会を阻害することがないよ

う、医師の所見やサービス担当者会議の記録をもとに確認しています。

また、市に確認を求めないまま、軽度者へ審査対象種目をレンタルしていたケア

マネジャーに対して、指導をしています。

○福祉用具の種目
‐

●
》

⑤医療情報との突合、縦覧点検

国民健康保険団体連合会（国保連合会）の給付実績をもとに、介護保険と医療保

険を重複請求している事業者がないか確認作業をするとともに､疑義のある事業者

については、文書照会やヒアリング等を行い、必要に応じて返還請求を行っていま

す。

ア医療情報との突合の主なもの

・入院中に居宅サービスが算定されたもの。

・入院日数と介護保険サービス実日数の合計が1月を超えているもの。

イ縦覧点検の主なもの

・ケアマネジャーから給付管理票の提出があり、サービス計画費が審査決定さ

れているが、サービス事業者から請求がないもの。

・介護保険施設入所中の利用者が居宅サービスを利用した（ショートステイと

通所介護サービスを同日に利用）もの。

⑥介護給付費通知の送付

利用者に対して、実際に事業者に払われている金額を再確認し、請求誤りや不正

請求等を自ら発見し、適正なサービス利用を促すために、サービス事業者名、保険

請求額､利用者負担額等の介護給付費に関する情報について利用者個人あてに通知

する取り組みを実施しています。

また、介護給付費通知と合わせて、対象とした介護保険サービスについてのパン

フレットを同封し、制度の周知を図っています。

凸
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福祉用具の種目 軽度者の範囲

審査対象種目 車いす・車椅子付属品・特殊寝台・特殊寝台

付属品・床ずれ防止用具･体位変換器・認知

症老人俳掴感知関知機器・移動用リフト

自動排泄処理装置

要支援1．2

要介護1

要支援1．2

要介護1．2．3

審査対象外種目 手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ
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⑦介護保険事業者に対する指導

事業者が設置する事業所または施設において実地指導を行い､サービス提供状況

および環境状況を確認するとともに、報酬請求の根拠となるサービス計画、サービ

ス提供記録､請求書等の文書その他の物件の提出を求め、質問および照会を介して

運営基準等を遵守した適切な報酬請求であるかを確認しています。

また､事業者の関係職員を対象とした講習会形式の集団指導を実施し、運営基準

等の遵守および適正な報酬請求等に関する指導を行っています。

（2）課題

①認定審査会議

申請から30日以内に認定結果を出すことが介護保険法で定められていることか

ら、遅れないように、申請者への受診の依頼、審査書類の回収を早められるよう工

夫を重ねる必要があります6

さらにそれぞれの審査会が一次判定結果を変更する場合､判断基準について標準

化を図る必要があります。

②ケアプランの点検

ケアプランの点検では、自立に向けて、あるいはその人が望む生活を実現するた

めに必要かつ適切な分量の支援・介護が行き届くためのアセスメント（課題抽出）

についての指導をしてきました。

また、ケアプランを作成する際は、介護保険サービスだけではなく、保健福祉サ

ービスまたは福祉サービス､当該地域の住民によるサービス等の利用を含めてケア

プランを作成するよう助言してきましたが､点検後の検証がまだ実施できていませ

ん。今後は、ケアプラン点検実施後の効果の状況を検証する必要があります。

③医療情報との突合、縦覧点検

国保連合会の給付実績を活用した返還請求等は､不適正なサービスの発見につな

がるため、点検項目を増やしていく必要があります。

④》事業者に対する指導

運営基準および人員基準等の違反が判明した場合や報酬請求における加算要件

．を満たしていない場合は､報酬の減算または返還が生じることがありますが､その

原因は新規に参入する事業者の介護保険制度に関する理解不足等であることが多

いことから､法令の遵守の徹底と介護保険制度に関する知識の習得に関する指導お

よび支援が必要です。
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（3）施策の展開

①認定審査会議の開催

申請者に対して、認定結果を早く出せるよう、速やかな医療機関等の受診を促す

とともに、医療機関等に対しては、定期的な連絡によって、主治医意見書の早期提

出の協力を得るための方法などを検討します｡、

また、認定審査会委員・認定調査員の研修を行うとともに、認定審査会が、一次

判定結果を見直す場合の判断の指標を整理するための検討をしていきます。

ｰ

ロ
）

② ケアマネジメントの適切化

アスキルアップ研修

ケアプラン点検では、ケアプランを作成する際のアセスメント（課題抽出）に

は､利用者が望む生活はどのようなものか､どのような背景からきているのかを、

潜在的なものも含めて多面的に捉えることが重要であると説明してきました。

しかし、対話形式でのアドバイスだけでは､伝えたイメージを実際のケアプラ

ンに落とし込むことが難しいため、実践的な研修が必要です。そこで、横須賀市

居宅介護支援事業所連絡協議会の協力を得てスキルアップ研修を実施します｡内

容としては､事例を基に､課題抽出方法とその重要性についてグループワークで

学んでいくものになっています。

これにより、利用者の最適なケアプランが作成されるものと期待しています。

イケアプラン点検（集団検討会）

効果検証のため、ケアプラン点検後の修正したケアプランについて､提出によ

る確認を実施します。一事業者につき1プランについて点検項目を設け、できて

いることできていないことを助言することとしています。

また、併せて、全ての個人情報等を隠した上で、良いプランと悪いプランにつ

いて、ケアマネジャーを集めて検証会を開催します。これは、他者が作成したケ

アプランを見ることが出来ないケアマネジャーにとっては、有効です。

ウケアプラン点検

適正なサービス提供の実現に向けて、ケアマネジャーの資質を向上させるため、

引き続きケアプラン点検を実施します。なお、今後は対話形式によるケアプラン

点検の良さを活かしつつ、質の高いより効果的なケアプラン点検が実施できるよ

う、国保連合会から提供されるケアプラン分析システムを活用し、市内の居宅介

護支援事業所の傾向を踏まえた点検を実施します。

。
〕
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＜具体例＞

○集合住宅の併設事業への点検

○区分支給限度基準額に占める計画単位数の割合が高い事業者への点検

○ケアマネジャー1人あたりの担当件数が著しく多い事業者への点検

○事業者で作成されるケアプランにおけるサービス種類に著しい偏りが疑われる事

業者への点検

等

③医療情報との突合、縦覧点検

国保連合会にその他の点検項目を増やすよう要求します。

また､適正化システムの情報を利用して点検できるものを独自に増やして給付適

正化を目指します。

④事業者に対する指導

ア介護保険事業者に対する指導等

各種事業者で構成する連絡協議会等や個別に開催される研修会等に参加し､介

護保険制度に関する情報の提供や交換を行い､適切なサービス提供に向けた指導

および支援を行います。

また、指定申請受付時において、法令の遵守の徹底と、適正な介護報酬請求を

行うよう指導を行います。

イ実地指導および集団指導の実施

事業者により適正なサービスが提供されるよう、年度ごとに各種サービスを提

供する事業者が抱える課題を抽出したうえで､その課題に応じた指導方針等を策

定し、事業者に対する指導を計画的に実施します。

ウ監査の実施

運営基準や人員基準等の違反や利用者に対する不適切なサービス提供等を原

因とする不正請求等が発覚した場合は､事業者に対し、指定の取消しを含む厳正

な処分を行い､再発防止を図るとともに､適正なサービス提供の確保に努めます。

エ苦情相談体制による事業者指導等

利用者および家族からの苦情相談に当たっては､苦情相談を受け付けた職員が

的確かつ迅速な対応ができるよう体制を整備するとともに､事業者の不正や不適

切な対応の疑いが認められる場合は､必要に応じて実地指導又は監査を実施しま

す。
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へ

2人材確保と定着促進

今後、高齢者の中でも75歳以上の人が増加することなどにより、介護が必要な人が

大幅に増加すると見込まれています。

このため、全国で必要な介護職員は、平成24年（2012年）の約149万人から平成37

年（2025年）には237万人～249万人と、1年平均6.8万人～7.7万人が新たに必要とな

ると推計されています。

しかし＄厚生労働省によると、平成26年6月の全国の有効求人倍率は1.10倍と22

年ぶりの高水準となった中で､介護職は2.04倍と求人数が求職者数の2倍以上になっ

ています。さらに、平成25年度の介護職員の離職率は16.6％と産業全体の平均14.8％

と比べて1.8ポイントも高く、このままでは、地域包括ケアシステムの構築に不可欠

な介護職員は大幅に不足してしまいます。

また、介護保険制度の持続可能な人員体制を確保する観点から、量的な確保に加え

て《質的な確保と働きがいのある職場を確保するための環境整備も必要になってきま

す6今後、多くの人に介護職として就業してもらうためにも、介護職員のさらなる処

遇改善と職員の働きぶりを広く知ってもらい、イメージアップを図って社会的・経済

的評価を高め、介護職の魅力が再認識されるようにすることが重要です。

生産年齢人口の減少や他業種への人材流出も懸念される中､若者や学生に魅力ある

業界に転換を図るとともに､女性や中高年齢層の潜在的な働き手の活用が求められて

います。

ｰ

晶

（1）現状

①職場に対する不安要因

平成26年1月に本市が市内介護事業所に正規職員として就業している人を対象

に実施した介護従事者アンケート調査によると､介護職員の不安や悩みで最も多い

のは賃金水準の低さで､次いで精神的負担の大きさ、社会的評価の低さ、休暇の取

りにくさの順で回答がありました。また、結婚して家族を養っていけるかどうかを

心配する声もありました。

介護職員の確保については、アンケート結果同様､賃金水準の低さが新聞等で大

きく取り上げられていますが、労働環境や処遇の改善の視点からの対策に加えて、

・介護職員が受けたいと考える研修機会の確保や､将来のキヤリアアップについても

総合的に考えていく必要があります。

手
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図表125課題や悩み（複数回答）

(単位：人）

口
仕事内容のわりに賃金が煙､

精*粕勺に負担が大きい

業務に対する社会的評価；侭、

齢が取りにくい

休憩が取りにくい

夜間や…問帯に何か起きる
のではないかと不動下ある

q…人間関係

身“廼担が大きい(体力に…『ある）

労錘鏑が魂則である

労働8鍋が墨、

雇用が…壷る

写

｡

一
一
一
、
畦

#醗止織器の不；足､椴器操作の不煩れ、
施設の構造に…､ある

仕垂満 足感や達…得られない

利用者や…､らのパワーハラスメント・

セクシュアルハラスメントがある

その他

特に悩み(壱)を顧易てい観、

無効･無回答

宮 口

O‘ 50100150200250

資料：介護従事者アンケート結果より作成（回答者数460人）

②仕事の満足度

厚生労働省所管の公益財団法人｢介護労働安定センター」によると､平成25年度

の介護労働実態調査で、介護職員の離職率は前年度比0.4ポイント減の16.6％と2

年ぶりに改善しました。

これは、労働時間に希望を反映させるなどの離職防止策の効果が現れたためと

みられますが､全産業平均の14.8％(平成24年)よりは高くなっており、とりわけ、

常勤労働者の離職率が23.4％と全産業平均の2倍以上になっています。

介護従事者アンケート調査によると、仕事の内容・やりがい、職場の環境には

満足しているものの、賃金、人事評価、福利厚生については、不満が多くなってい

ます。

また、厚生労働省の平成25年賃金構造基本統計調査結果によると、初任給が全産

業平均と比べて月額で約1万円安いことや平均勤続年数が短い傾向にあることか

ら、賃金水準が低くなっていると考えられます。

●

●
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第8章:安心してサービスを利用できるために

介護職員の処遇改善については、平成21年度の報酬改定において、介護報酬の

3％引き上げが全国的に実施されるとともに、平成21年10月からは、介護報酬とは

別枠で、介護職員の給料を月額1．5万円引き上げる介護職員処遇改善交付金が事業

所・施設へ交付され、給与・賃金の改善が図られました。

さらに、平成24年度の介護報酬改定において、交付金が介護報酬に組み込まれ、

介護職員処遇改善加算として実施されています。

なお、平成26年6月には、介護職員処遇改善法が成立し、さらなる介護職員の処

遇改善につながる施策として､職員の資質向上に取り組む事業者の評価が反映され

ています。
ー

図表126現在の仕事の満足度

■満足している□ある程度満恩ﾉている■どちらと畝,'えないpやや不満であるロ不満である■無効･無回答

|，，’1，，、－－h－二、～｜

鰯雲蕊■■職 ｜鰯I爾測圏畷鐇誕■陳舞蕊

|引一’
蕊仕事の内容･やりがい

圏
圏
圏
圏
囲

Ｉ
一
一
－
１

一斗一’一十一

:｜；:！
|、L

溺騨l
lll

溺溌1
1／r

ｌ

に
一
眼

６

辛

科
１
１

關

爵
ｌ
無
ｌ
■
’

■
。
”

園
叺
蛾

２
６

１
２

賃金

労飾寺間･休日等の労働条件

１
１
１

勤務体制

麹謹｜識
｜ペト｜

蕊溺菱蕊■■
｜｜、｜

蕊麗蕊蕊■
｜｜／｜

慧騒灘｜
｜／rl

懇篝｜磯
｜／｜｜

蕊篝｜熟
｜、｜｜

麹鰯｜
I11

1 0 ％ 2 0 ％ 30％

人事:手価｡処遇のあり方

11、｜、に

■園｛冒藤
|、｜｜、｜

■■關園
l訓 ｜／ ’

園I霞|識|｛
､｜｜、ハ’｜

關卿難（
＝｜／｜／

麹｜雲鰯識（
|刎〆｜

瞳懸11識（
r、｜、k

l騒一|識I
IXハ｜

園I鰯|識|｛
！11．

171人
37.2％

朧場の環境

圏
Ｉ
圏
Ｉ
圓
圏
圏

職場の人間関係･ｺミュニケーション

坐
識
工
工
工
齢
〒

図雇用の安定性

#野1腫生

研修･肯幼開発のあり方
冨

職埋生活全体

0％ 40％ 50％ 60％

資料；介護従事者アンケート結果より作成（回答者数460人）

－163－



■

｡

、

夕
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③市の取り組み

本市では､働きやすい職場づくりによる介護職員の離職防止の観点から、職場リ

ーダーの育成と職員間のコミュニケーション能力の向上を目指し､平成21年度から

市内にある介護事業所の中堅職員を対象に研修を行い､介護人材を育成しています。

また、出産・育児等で離職した介護職員の復職を支援するため、介護施設内の保

育施設設置に対して、国の財源を基にした補助金を交付して、市内3カ所の特別養

護老人ホーム等に保育施設ができました。自主的に設置を行う施設も増えています

が、市としては、この補助金を活用しながら、復職の支援に取り組んでいます。

アOJT（職場内研修）リーダー養成研修

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設の職員を対象に、職場のリーダーとし

て必要な基本的コミュニケーション能力に加え､課題解決能力、会議や職場内研

修の進め方に関する能力の向上を図っています。

受講者は、研修終了後に各施設において職場内研修を企画、実践することとし

ています｡受講者による職場内研修が実施されることで、既に受講した人と協働

しyて各職場の職員全体のレベルアップを図ると共に職場の風通しをより良くし

て職員の離職を防止することも目的としています。

イコミュニケーション研修

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム、小規

模多機能型居宅介護事業所の職員を対象にサービス利用者とその家族に対する

接遇能力と、職場内の円滑なコミュニケーションのための対話・対人能力の向上

を図っています。

（2）課題

①離職を防ぐ環境づくり

賃金水準の問題の背景には､初任給が低いことに加えて雇用期間が短いことがあ

ります｡安定した質の高いケアを確保するため、介護分野で働く人たちが意欲とや

りがいを感じ、誇りを持って長く働き続けることができるよう、相談窓口の設置な

どにより職員の精神的負担を軽減し、さらに社会的評価を高めることなどにより、

雇用の安定化と介護職員の処遇改善とを図る環境づくりを事業者に促す必要があ

ります。

特に訪問介護員（ホームヘルパー）の給与水準は低くなっており、賃金を引き上

げる努力が必要になっています。給与水準を引き上げるためには、ホームヘルパー

自身が、研修の受講などにより資質を向上し、やりがいを持って働くことが重要に

なります。

、
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8章:安心してサービスを利用できるために

②働く人に選ばれる業界への転換

介護施設･事業所において、介護職員や看護職員の確保に苦心している状況があ

ります｡介護施設･事業所の経営者の意識改革や多様な人材の活用により､経営力、

採用力の向上を図る必要があります。

また、求人に当たって、学生などに施設の経営理念や賃金体系、福利厚生の状況

などを直接説明できる機会や場も必要です。

さらに、市内の介護施設には、EPA（経済連携協定）に基づき、インドネシア

など外国から受け入れたところもありますが、日本で働くことを希望する外国人も

多いことから､今後､外国人の介護人材の受け入れを検討していく必要もあります。

③人材育成支援

学校等の教育機関をはじめ地域全体で介護人材を育み､支える環境を整備する必

要があります。

また、事業所外での研修会の開催など、日頃顔を合わせない事業所職員間の情報

交換の場の設定も重要です。

（3）施策の展開

①離職を防ぐ環境づくり

平成27年度には､平成21年度から26年度のOJTリーダー養成研修受講者を対象

に、その後の研修の成果の実践状況等を確認し、参加者同士の横の情報・意見交換

を促し、さらなる取り組みを進めるためのフォローアップ研修を開催します。

②働く人に選ばれる業界への転換

平成28年度には、フオローアップ研修の結果を踏まえ､市内の特別養護老人ホー

ム等の施設長等を対象とした管理職向けマネジメント研修を実施し､働きやすい職

場づくりを促します。

また､介護施設･事業所で働く介護職員や看護職員の確保に向けた施策を検討し

ていきます。

③人材育成支援

研修の受講者や施設の意見を参考に、必要に応じ研修プログラムを調整します。

また、各地で実践されているさまざまな人材確保・人材育成支援情報の収集に努め

ます。
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第8章:安心してサービスを利用できるために

④国・県への働きかけ

国や県に対し、人材確保や職場への定着に関する施策の実施について働きかけを

行い、特に介護職員の処遇改善につながる施策の実施を要望していきます。

区分

特別養護

老人ホー

ム・老人

保健施設

地域密着

型事業所

過去のOJTリ

一グー養成

研修受講者

施設長等

管理職員

OJTリーダ

－養成研修

コミュニケー

ション研修

コミュニケー

ション研修

フォロー

アップ研修

マネジメン

ﾄ研修

図表127介護施設従事者研修の実績・計画

第5期実績 第6期計画

平成24年度 平成25年度 平成26年度蕊 平成27年度 平成28年度 平成29年度

26人 22人 16人 30人 30人 30人

25人 22人 16人 30人 30人 30人

28人 29人 30人 30人 .30人 30人

一 一 ー 45人 － ■■■■■■■■

一 一 － － 30人 一

※平成26年度は見込み
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第9章:介護サーゼス量等の推計

第9章介護サービス量等の推計

要介護・要支援認定者数の推計

高齢化の進展に伴い、要介護・要支援認定者数も増加していくと推計されます。
‐

図表128要介護・要支援認定者数の将来推計

（各年10月1日）（単位：人）

●
）

要介護・要支援認定者数は、次の手順により推計しました。

平成25年10月の人口に対する介護度別認定者数の出現率を参考にして平成27年以

降の認定者の出現率を

①介護度別（要支援1．2，要介護1～5）

②年齢段階別（40～64歳、65～69歳、70～74歳、75～79歳、80～84歳、85歳以上）

に設定し推計しました。

参考として、平成32年および団塊の世代が後期高齢者となる平成37年（2025年）

の要介護・要支援認定者数も併せて推計しました。

図表129要介護認定者数の将来推計

(単位：人）

函/函/函/函/函/函/函
鰯218訓0鱗3587齪頓2603p

24鯉2252.-皇慧…_霧－37042縦2697『

2郷22325t三認醐_警:ー 38211鍾馳2787鰯＝

鵠2495⑤4117！●3022部鯛

2駒82737－－塗6卿4497§繍13334電鯉

平成27年
芝

年
年
年

８
９
２

２
２
３

成
成
成

平
平
平

エ

平成37年

5,00010，00015，00020，00025，00030,0000
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区分 要支援1 要支援2 要介蕊1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計

平成27年 2,125 2,180 5,109 3,587 2,789 2,603 2,067 20,460

平成28年 2,192 2,252 5,273 3,704 2,885 2,697 2,138 21,141

平成29年 2,262 2,325 5,437 3,821 2,981 2,787 2,208 21,821

平成32年 2,422 2,495 5,834 4,117 3,228 3,022 2,398 23,516

平成37年 2,648 2,737 6,378 4,497 3,553 3,334 2,629 25,776
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第9：介謹サーヒス等の推熟

(亘~葹蔑で肩荏顯=E三頭箸まあ癖）
（1）介護保険3施設のサービス利用者数の見込み

第6期計画における整備計画及び､第5期計画期間中の利用実績に基づき、利用

者数を以下のとおり見込みます。

図表130介護保険3施設サービス利用者数の見込み

区 分

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム）

介護老人

保健 施 設

介 護療養型

医療施 設

整備数

利用者数

整備数

利用者数

整 備数

利用者数

平成27年度 平成28年度

2,140 2,200

2,044 2,081

1,040 1,040

1,106 1,106

0 0

65 65

(単位：人）

平成29年度

2,230

2,111

1,040

1,106

0

65‘

（2）グループホーム（翻知症対応型共同生活介護･介護予防認知症対応型共

同生活介護）のサービス利用者数の見込み

第6期計画における整備計画及び､第5期計画期間中の利用実績に基づき、利用

者数を以下のとおり見込みます。

図表131グループホーム（認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型

共同生活介護）のサービス利用者数の見込み

（単位：人）

区 分

グル －プ

ホ－ム

整備 数

利用者数

平成27年度

664

653

平成28年度 平成29年度

718 718

706 706

（3）特定施設のサービス利用者数の見込み

第6期計画における整備計画及び､第5期計画期間中の利用実績に基づき、利用

者数を以下のとおり見込みます。

－168－



窯9章:介護サービス量等の推計

図表132特定施設（有料老人ホーム等）で介護保険の指定を受ける特定施設入居者

生活介護のサービス利用者数の見込み

（単位：人）

■，

巳

’の
》

エ
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区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

特定施設
整備数

利用者数

1,431

1,137

1,519

1,214

1,621

1,303



：介護サーヒス量等の推移

3居宅サービス対象者数の推計

前述した、「図表129要介護認定者数の将来推計」から．｢図表130～図表132の

施設･居住系サービス利用者数」を差し引いて居宅サービス対象者数を以下のとおり

推計します。

タ
マ

図表133居宅サービス対象者数の見込み

(単位：人）
●

r

(単位：人）

(単位：人）

｡

●
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区 分

平成27年度

認定者

A

施設・居住系サービス利用者

B

居宅サービス対象者

C（A－B）

65歳未満 510 84 426

65歳～69歳 934 151 783

70歳～74歳 1,658 335 1,323

75歳～79歳 3,028 603 2,425

80歳～84歳 5,061 1,076 3,985

85歳以上 9,269 2,756 6,513

合 計 20,460 5,005 15,455

区分

平成28年度

認定者

A

施設・居住系サービス利用者

B

居宅サービス対象者

C（A－B）

65歳未満 505 88 417

65歳～69歳 965 154 811

70歳～74歳 1,556 351 1,205

75歳～79歳 3,151 627 2,524

80歳～84歳 5,227 1,115 4,112

85歳以上 9,737 2,837 6,900

合計 21,141 5,172 15,969

区分

平成29年度

認定者

A

施股・居住系サービス利用者

B

居宅サービス対象者

C（A－B）

65歳未満 500 91 409

65歳～69歳 906 161 745

70歳～74歳 1,611 360 1,251

75歳～79歳 3,305 642 2,663

80歳～84歳 5,325 1,142 4,183

85歳以上 10,174 2,895 7,279

合計 21,821 5,291 16,530
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’

居宅サービス利用者数の推計
｜

居宅サービス対象者数見込みにサービス利用率を乗じて居宅サービス利用者を

推計します。

サービスの利用率は平成25年度の利用実績に基づき、

①要介護度別

②年齢別に推計します。
←

こ

図表134居宅サービス利用率

(単位：％）
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区 分
利 用 率

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

65歳未満 30 60 70 85 85 85 70

65～69歳 45 70 70 85 85 80 75

70～74歳 40 60 70 85 95 80 70

75～79歳 45 60 75 90 90 85 70

80～84歳 50 60 80 90 95 95 80

85歳以上 50 65 80 95 95 95 85



a

3

ひ

第9章:介證サービス量等の推移

前述した、「図表133居宅サービス対象者数の見込み」に「図表134居宅サービス
も

利用率」を乗じて居宅サービス利用者数を推計します。

図表135居宅サービス利用者数の見込み

(単位：人）

平成27年度

区分 居宅サービス対象者 利用率 居宅サービス利用者

A B C（A×B）

65歳未満 426 30～85％ 313

65歳～69歳 783 45～85％ 576

70歳～74歳 1,323 40～95％ 938

75歳～79歳 2,425 45～90％ 1,769

80歳～84歳 3,985 50～95％ 3,045

85歳以上 6，513 50～95％ 5,272

合計 15,455 11,913

(単位：人）

平成28年度

区分 居宅サービス対象者 利用率 居宅サービス利用者

A B C（A×B）

65歳未満 417 30～85％ 307

65歳～69歳 811 45～85％ 596

70歳～74歳 1,205 40～95％ 851

75歳～79歳 2,524 45～90％ 1,842

80歳～84歳 4,112 50～95％ 3,144

85歳以上 6,900 50～95％ 5,592

合 計 15,969 12,332

(単位：人）

平成29年度

区分 居宅サービス対象者 利用率 居宅サービス利用者

・A B C（A×B）

65歳未満 409 30～85％ 301

65歳～69歳 745 45～85％ 548

70歳～74歳 1,251 40～95％ 883

75歳～79歳 2,663 45～90％ 1,945

80歳～84歳 4,183 50～95％ 3,197

85歳以上 7,279 50～95％ 5,907

合計 16,530 12,781

－172－



9章:介護サービス量等の推計

I

5サービス見込量の推計

（1）通所介護など現在事業が行われているサービスは､平成25年度実績を基に、

各年度の居宅サービス利用者数見込みを勘案して､サービス見込量を推計します。

（2）これまでに実績のないサービスについては、利用者のニーズや事業者の参入

意向などを勘案して、推計します。
マ

図表136「介護給付」年間サービス見込量
S

(単位： 件・回・日）
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区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度

居宅サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

回

回

回

回

件

回

回

日

日

件

件

670,793

41,372

80,775

7，119

46,320

536,959

82,189

132,765

6,957

11,993

62,552

698,002

43,513

84,516

7,413

48,700

388,870

85,122

138,231

7,250

12,797

65,063

728,958

45,642

88,468

、749

50,525

405,047

88,722

144,480

7,585

13,734

67,959

地域密着型サービス

’

定期巡回．随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介謹

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護）

件

件

回

回

件

件

件

781

0

－

35,313

1,662

7,829

0

1,022

0

166,656

36,693

2,065

8,454

120

1,260

0

173,588

38,325

2,946

8,454

300

福祉用具購入 件 1,598 1,656 1,728

住宅改修 件 1,200 1,243 1,296

居宅介護支援 件 110,411 114,404 119,233

施設サービス

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

件

件

件

24,528

13,272

780

24,972

13,272

780

25,332

13，272

780



第9章:介護サービス量等の推移

図表137「予防給付」年間サービス見込量
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区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度

居宅サービス

介謹予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介謹予防居宅療養管理指導

介謹予防通所介護

件

回

回

回

件

件

件

日

日

件

件

7,153

36

336

144

2,097

17,965

．2，261

881

46

1,656

5,121

2,635

37

347

149

2,172

6,611

2,329

908

48

1,776

5,276

75

39

358

154

2,239

189

2,406

939

49

1,908

5,454

地域密着型サービス

介護予防認知症対応型通所介護

介謹予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

回

件

件

42

142

12

44

176

24

46

248

24

介護予防福祉用具購入 件 305 313 324

介護予防住宅改修 件 492 508 524

介護予防支援 件 26,599 15,737 9,751



第9章:介護サービス量等の推計

本市の特別給付として、施設入浴サービスと搬送サービスを引き続き行います。

これまでの実績から、今後の利用回数を以下のように推計します。

わ

’
四

（1）施設入浴サービス

ねたきり等の理由により居宅の浴槽での入浴が困難で､訪問入浴または通所介護

の利用が困難な人に入浴の機会を確保するため､利用者の居宅と施設間の送迎を行

い、特別養護老人ホームなどの特殊浴槽を用いた入浴を提供します。

対象者は、要介護1～5の人。

ll
l

皇

（2）搬送サービス

居宅が高台等に位置し通院等が困難な人の外出を支援するため､居宅と移動用車

両間の搬送を行います。

対象は、要支援1．2，要介護1～5の人。

図表138特別給付

(単位：回）
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区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

施設入浴サービス 2,200 2,200 2,200

搬送サービス 13,000 14,000 15,000



第10章:給付費の推計

’

第10章給付費の推計

保険給付費

これまでのサービス量の見込みをもとに､平成27年度から平成29年度までの給付

額を推計した結果は以下のとおりです。

●

図表139介護給付の給付費

(単位：百万円）

C

◆

端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。

－176－

区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

居宅サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

13,489

2,941

502

630

41

337

4,064

734

1,092

73

2,243

831

13，031

3,118

536

669

43

354

2,993

773

1,156

77

2,430

881

13,807

3,290

568

707

､46

370

3,149

814

1↑220

81

2,631

931

地域密着型サービス

’

定期巡回．随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

複合型サービス(看讃小規模多機能型居宅介護）

2,753

81

０
。

’
一

376

311

1,985

0

4,388

109

0

1,283

397

393

2,176

31

4,745

138

0

1,349

418

567

2,195

77

福祉用具購入 41 44 46

住宅改修 111 117 123

居宅介護支援 1,534 1,615 1,700

施設サービス

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

9,901

6,211

3,430

260

10,166

6,420

3,482

264

10,351

6,571

3,513

266

合 計 27,829 29,361 30,772



第10章:給付費の推計

図表140予防給付の給付費

(単位：百万円）

区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

居宅サービス 983 561 317

介護予防訪問介護 107 41 1

介護予防訪問入浴介護 1 1 1

介護予防訪問看護 3 3 3 や

介護予防訪問リハビリテーション 1 1 1

介護予防居宅療養管理指導 16 17 17
ぎ

介護予防通所介護 605 231 7

86 90 94

5 6 6

1 1 1

142 155 168

18 19 20

地域密着型サービス 12 17 22

介護予防認知症対応型通所介護 1 1 1

介護予防小規模多機能型居宅介護 9 12 17

介護予防認知症対応型共同生活介護 2 5 5

介護予防福祉用具購入 7 7 7

介護予防住宅改修 52 54 56

介護予防支援 120 73 45

合 計 1,174 712 448

端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。

図表141特別給付の給付費

(単位：百万円）
⑱

区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

施設入浴サービス 24 24 25
タ

搬送サービス 35 37 41

合 計 59 61 65

端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。

－177－
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第10章:給付費の推計

図表142保険給付費合計

(単位：百万円）

区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

介護給付費 27,829 29i361 30,772

介護予防給付費 1,174 712 448

特別給付費 59 61 ～ 65

高額介護サービス費等※ 2034 2,361 2,793

合 計 31,096 32,495 34,077

端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。

高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費、※高額介護サービス費、高額E

審査支払手数料の合計です。

1

－178－



第10章:給付費の推計

2保険給付費にかかる財源の仕組み

介護保険サービスを利用する場合､前年の所得が一定額を超えない限り費用の1割

が自己負担となり、残りの9割が保険から給付されます。

その財源の約半分は国、県、市が公費で負担し、残りを被保険者の保険料で賄うこ

ととなります。

なお、平成27年度から平成29年度の財源構成については、下図のとおりです。

（ただし、特別給付に関しては、第1号被保険者の保険料のみで賄われています。）

今

ざ

図表144施設等給付費の財源内訳図表143居宅給付費の財源内訳

調整

交付金

調整

交付金

1号被保険者：65歳以上の被保険者

2号被保険者：40歳～64歳の被保険者

第
第

※調整交付金とは

介護給付費財政調整交付金の略称で、各市町村間の第1号被保険者の保険料の格差を

調整するために、全国の介護保険の給付にかかる費用の5％に相当する額で国が負担

するもの。各市町村の前期高齢者（65歳～74歳）と後期高齢者（75歳以上）の比率と

高齢者の所得水準に応じ、0％～10％の範囲内で交付される。
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第10章:給付費の推計

3地域支援事業費

地域支援事業とは、高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護

状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営む

ことができるよう支援するため、介護保険法第115条の45の規定に基づき市が実施

する事業です。

地域支援事業には、①介護予防・日常生活支援総合事業（必須事業)、②包括的支

援事業（必須事業)、③その他の事業（任意事業）があります。

旬

●

図表145地域支援事業の構成
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必須事業必須事業

①介護予防・日常生活支援総合

事業（総合事業）

○介護予防･生活支援サービス事業

・訪問型サービス

・通所型サービス

・その他の生活支援サービス

（配食等）

・介護予防支援事業（ケアマネジ

メント）

○一般介護予防事業

②包括的支援事業

・地域包括支援センター運営事業

・高齢者虐待防止事業

・在宅医療・介護連携推進事業

・認知症総合支援事業

・生活支援体制整備事業等

雁雨雲可

③その他の事業

・介護給付適正化事業

・家族介護支援事業等

､ ノ、／
、〆、〆

～－－－－q■■■－－－q■■■－Q■■■4■■■－－－4■■■一一一、－－q■■■ー｡■■■－－ーq■■■q■■■－－－－－－一一

総合事業の上限について

平成29年4月までに総合事業に移行するサービスに要する費用が賄えるよう、以

下のとおり従前の費用実績を勘案した上限が設定されています。

また、総合事業の円滑な実施に配慮し、計算式による上限を超える場合は、

個別に判断する枠組みが設けられます。個別判断は、事業実施前および実施後に

行われます。

総合事業の上限＝｛本市の事業開始の前年度の（予防給付（介護予防訪問介護、

介護予防通所介護、介護予防支援）＋介護予防事業）の総額｝

×本市の75歳以上高齢者の伸び率

●

唯'

－180－
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地域支援事業の体系図図表146
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事 業名 主な内容

・
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
総
合
事
業
）

介
護
予
防
・
生
活
支
援

サ
ー
ビ
ス
事
業

一
般
介
護
予
防
事
業

訪問型サービス

通所型サービス

その他の生活支援サービス

介護予防支援事業

地域介護予防活動支援事業

介護予防普及啓発事業

基礎身体能力向上事業

機能訓練事業

訪問介護

生活援助

保健師等による居宅での相談指導等

移送前後の生活支援等

通所介護

ミニデイサービス等多様なサービス

栄養改善を目的とした配食

定期的な安否確認・緊急時の対応等

介護予防ケアマネジメント

ふれあい地域健康教室

地域の底力アップ教室

介護予防サポーター養成事業

お達者教室

介護予防普及啓発講演会

高齢者体力づくり教室

関節らくらく教室

骨密度アップ教室

尿もれ予防教室

男性料理教室

のみこみらくらく教室

シニアのための栄養講座

認知症予防教室

うつ予防教室

生涯現役講座
〉

いきいき健康体操教室

小食の方の栄養教室

シニアはつらつ教室

栄養バランスアップ教室

お口元気教室

身体機能訓練

言語機能訓練
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図表146（続き）

0

｡

図表147地域支援事業費

(単位：百万円）

邑
一

今

端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。

字182－

事業名 主な内容

包
括
的
支
援
等
事
業

包括的支援事業

地域包括支援センター運営事業

高齢者虐待防止事業

地域ケア会議運営事業

在宅医療・介護連携推進事業

生活支援体制整備事業

認知症総合支援事業

任意事業

｢芥霊嘉砺孟花軍票一一一一
適正化事業

認知症ケアパス配布

区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス事業

一般介護予防事業

58

16

41

588

552

36

927

886

41

包括的支援等事業 537 609 645

合 計 594 1,197 1,572
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4地域支援事業費にかかる財源の仕組み

地域支援事業費のうち介護予防・日常生活支援総合事業については、その財源の約

半分を国、県、市が公費で負担し、残りを被保険者の保険料で賄うこととなります。

包括的支援等事業は、その財源の約8割を国、県、市が公費で負担し、残りを第1

号被保険者の保険料で賄うこととなります。

なお、平成27年度から平成29年度の財源構成については、下図のとおりです。

凸
〉

●

図表149包括的支援等事業の財源構成図表148介護予防･日常生活支援

総合事業の財源構成

調整

交付金

生

写

’
－183－
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5保健福祉事業費（貸付事業費）

介護保険のサービスを利用した際の自己負担が高額になる場合､円滑にサービスの

利用をしてもらうために、高額介護サービス費の対象となる人に対して、貸付事業を

行います。

８
》

6介護保険給付費等の総額
‐

前述した、「図表142保険給付費合計」と「図表147地域支援事業費合計」を合計

した総額は、以下のとおりです。

図表150介護保険給付費等総額

(単位：百万円）

端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。

〃

戸
ソ

ザ

－184－

区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

保険給付費 31,096 32,495 34,077

地域支援事業費 594 1,197 1,572

合 計 , 690 33,693 35,650
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横須賀高齢者保健福祉計画
(第6期介護保険事業計画を含む）

平成27年度（2015年度）～平成29年度（2017年度）

資料3－1の修正力所

1．6章103ページ図表86

2．6章106ページウ

3．6章107ページア、イ

4．6章108ページ ⑥

5．6章109ページ

6．9章174ページ図表137

7．10章177ページ．図表140

8．10章183ページ

※10章の3が1ページ増えたことにより､10章の4,5,6のページが変更に
なったため､上記修正の他､目次のページ番号も修正いたします。
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図表86在宅療養連携体制（センター連携拠点・ブロック連携拠点）イメージ

市域全体の体制式りを行う
啓

市民

蕊 鰯酒ツク内の才

蕊
鼠凝議錫

,''退院 携
、
＄
も
、

《
元６退

フﾛｯｸ会読

澪鶚¥“、

患者〈自宅）

<壷蚕壽一亮駕鐘
相互協力･連携

ーロ

ト地域包括支援ｾﾝﾀー
1．ケアマネジャー

勝義溺種‘<蕊；
資料:地域医療推進課作成

（2）課題

①市民への周知

人生の最終段階における療養場所について､市民の希望と現実との差がみられま

す｡自宅にいても、医師や看護師、介護関係者等が必要に応じて訪問することによ

り、在宅療養や在宅看取りという選択も可能であることを多くの市民に周知する必

要があります。

医師のほか、多職種のサポートが入ることで家族の負担や不安が軽減されること、

入院しなくても必要な医療が受けられることなどを知ってもらうことが、「家にい

たい」という希望をあきらめないための第一歩です。

さらに、人生の最終段階を迎えたとき、「自分はどうしたいのか」について一人

ひとりに考えてもらうことも大切です。最期まで医療を受けたいのかどうか、延命

措置をするのかしないのかといった希望を､家族や近親者に伝えておくことの重要

性を周知する必要もあります。

②在宅療養を支援する多職種連携

ア市民への周知が進めば、在宅療養を選択する人が増えることが見込まれます。

在宅療養を支援する医師、訪問看護師、ケアマネジャー、ホームヘルパーなど、

－103－
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③多職種連携・病診連携の推進

ア、多職種合同研修会の開催

課題解決に向けた取り組みを検討・具体化していくためには、医療・介護関係

団体の代表者だけではなく、在宅療養現場で働く一人ひとりの顔の見える関係を

深めることが重要です。そこで、在宅療養に係わる多くの医療関係者・介護関係

者が一堂に会する多職種合同研修会を開催します｡グループワークなど参加型の

プログラムを通じて、参加者相互が理解しあい、ネットワークを広げることで、

現場での連携が取りやすくなります。

イ退院前カンファレンスシートの活用

病院から退院し、自宅で医療と介護を受ける在宅療養へ移行する際には、退院

前に病院スタッフと在宅療養を支援する医療と介護の関係者が集まって､退院後

の在宅療養に向けた準備のための会議(カンファレンス）を行うのが一般的です。

医療・介護関係者が顔を合わせ、患者の病状や在宅療養上の問題点などの情報

を共有し、支援の内容や方法を検討・確認する場です。

このカンファレンスをスムーズに行い、共有すべき情報に漏れがないように、

市内共通のカンファレンスシートを作成しました。このシートを活用し、退院前

カンファレンスを行うよう病院や医療・介護関係者に普及啓発していきます。

ウ（仮称）在宅療養連携推進「よこすかエチケット集」の作成

在宅療養現場での多職種連携を進めるには、相互理解が不可欠です。お互いの

立場を理解しあうために、エチケットやマナー、さらには連携の際のルールなど

を認識した上でコミュニケーションをとれば､誤解がなくスムーズな連携が望め

ます。そこで、在宅療養に関わる医療・介護関係者が活用するためのエチケット

集を作成します。

④人材育成

ア開業医対象の在宅医療セミナーの開催

在宅医療に取り組む診療所を増やすことを目的に､開業医に在宅医療について

の関心を高めてもらう内容のセミナーを開催します。

イ在宅医同行研修

開業医に在宅現場を体験してもらい､在宅医療に取り組む動機づけとしてもら

うよう、ベテラン在宅医が在宅医療に関心のある医師を訪問診療に同行する研修

を実施します。

ウ病院職員対象の在宅療養出前セミナーの開催

在宅療養に係る病診連携を進めるためには病院勤務の医師や看護師などの医

－106－
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療スタッフに在宅療養現場の認識を深めてもらう必要があります。そこで、より

多くの病院スタッフに参加してもらうため、在宅医を講師とし、病院勤務医等を

対象とするセミナーを病院内で開催します。

エ介護職を対象とした在宅医療セミナーの開催

ケアマネジヤーやホームヘルパーなどの介護職は､医療についての知識や経験

が少ない場合、医師や看護師との連携がうまくいかないことがあります。医療関

係者とのコミュニケーションを円滑にし､効果的な連携ができるように、医療に

関する基礎的な知識を習得するためのセミナーを開催します。

オ動機づけ多職種連携研修会の開催

東京大学高齢社会総合研究機構が開発した研修プログラムを活用し、医療・介

護の関係団体から推薦された受講者を対象に､在宅療養の体系的な研修を実施し、

かかりつけ医の在宅医療参入の動機づけと、多職種の連携推進を目指します。

⑤在宅医療ブロック会議と在宅療養連携拠点づくり

ア在宅医療ブロック会議

平成25年度に市内を4つの地域に分け､各地域内の診療所の連携を目的とした

ブロック会議を設立しました。このブロック会議は、在宅医の負担を軽減し、在

宅医療を行う診療所の増加を目的に､地域内の診療所の協力体制(診診連携)や、

患者が急変した場合などに病院が入院を受けてくれる病院と診療所の連携体制

（病診連携）の仕組みづくりに取り組みます。

イ在宅療養ブロック連携拠点

ブロック会議の事務局の役割を担う在宅療養ブロック連携拠点を各地域内の

病院に設置しています。

このブロック連携拠点は、ブロック会議を開催するほか、地域内の多職種連携

研修会や勉強会などを企画開催します。さらに、在宅医療に係る市民への情報提

供なども進めていきます。

在宅療養ブロック連携拠点

・北ブロック連携拠点

・中央ブロック連携拠点

・東ブロック連携拠点

・西南ブロック連携拠点

聖ヨゼフ病院

衣笠病院

浦賀病院

市立市民病院

ウ在宅療養センター連携拠点

横須賀市医師会に設置した在宅療養センター連携拠点は､在宅療養ブロック連
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携拠点間の連絡調整や、在宅療養に係る全市的な研修会、広報啓発活動、病院

との協力体制づくりなどさまざまな取り組みを行います。

◎センタ声連携拠点の実施事業等

･ブロック連携拠点情報交換会の開催

ブロック連携拠点の取り組みについて相互に情報共有できるよう､情報交

換会を開催します。

･広域多職種合同研修会

市とセンター連携拠点の主催で､多職種の顔の見えるネットワークづくり

を目的とした研修会を開催します。

･在宅医療街角出前講座

町内会や団体･グループ等の求めに応じ、医師等を派遣し、在宅医療に関

する講義を行い、市民に在宅医療についての理解を深めてもらいます。

･病院長会議

市内病院の病院長を構成員とした会議を開催し、市内における在宅療養連

携推進体制の整備のため必要な事項などを協議します。

･在宅患者情報共有システムの導入

在宅患者を支援する多職種は、患者情報を瞬時に共有することで、急変時

の対応などスムーズな連携が可能となります。ICT（情報通信技術）を活

用した｢在宅患者情報共有システム」について市内で統一システムを導入し、

普及させていきます。

･病院医師在宅医療同行指導

病院医師に在宅医療に関する認識を深めてもらうため、病院医師が、担当

患者の退院後の訪問診療に同行し、在宅医と共同診療を行います。

⑥二次医療圏内・関係市町の連携

医療の提供体制は、基本的に二次医療圏ごとに整備することとされています｡特

に病院からの退院調整の方策を病院と各市区町村の介護サービス関係者で協議す

るためには、二次医療圏単位での調整が必要です。そのため、横須賀・三浦二次医

療圏内にある自治体等が連携して､広域連携が必要な事項について協議する体制を

整えていきます。
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4認知症施策の推進

高齢者が全人口の2割以上を占める現在の社会においては､認知症が大きな不安要

因となっています。今後も認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症施策は

全国的に重要な課題となっており、国は「認知症になっても本人の意思が尊重され、

できる限り住み慣れたまちのよい環境で暮らし続けることができる社会｣の実現を目

指す「認知症施策推進5か年計画（オレンジプラン)」を策定しました。更に国家戦

略として新オレンジプランを発表し、取り組みを強化しています。

近年では、認知症の予防や早期診断ができるようになり、薬物療法などで進行を遅

らせる方法がわかってきました。また、俳掴や興奮など認知症の周辺症状といわれる

症状についても、適切に対応すれば症状が軽減されることがわかってきました。

認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを進めるためには､市民が認知症に

ついて正しく理解し、できるだけ早期に診断・治療を受け、今後の生活について相談

し対応ができること､地域での支援機関が連携し継続的な支援体制を確立していくこ

とが必要です。

「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」

認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

若年性認知症施策の強化

認知症の人の介護者への支援

認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、

介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進

認知症の人やその家族の視点の重視

●
●
●
●
●
●

１
２
３
４
５
６

7．

（1）現状

厚生労働省研究班の推計によると、65歳以上の高齢者の15％が認知症、13％がM

CI（正常でもない認知症でもない正常と認知症との中間の状態）と推計されてい

ます。（出典：『「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について』

（平成24年8月公表）および「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障

－109－
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本人の意思が尊重され、住み慣れたまちで暮らし続ける

ことができる仕組みを整備します
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図表137 ｢予防給付」年間サービス見込量

※介護予防・日常生活支援総合事業への

見込んでいます。

伴い、 サービス量が減少していくものと

－174－

区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度

居宅サービス

介護予防訪問介護※

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護※

件

回

回

回

件

件

件

日

日

件

件

7,153

36

336

144

2,097

17,965

2,261

881

46

1,656

5,121

2,635

37

347

149

2,172

6,611

2,329

908

48

1,776

5,276

75

39

358

154

2,239

189

2,406

939

49

1,908

5,454

地域密着型サービス

介護予防認知症対応型通所介護

介謹予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

回

件

件

42

142

12

44

176

24

46

248

24

介護予防福祉用具購入 件 305 313 324

介護予防住宅改修 件 492 508 524

介護予防支援※ 件 26,599 15,737 9,751
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第10章:給付鐙の推計‘

予防図表140

端数処理をしているため、合算した数値ば

※介護予防・日常生活支援総合事業への移行

でいますざ

合があります。

§減少していくものと見込ん

特別給付の給付費図表141

(単位：百万円）

端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。

－177－

区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

居宅サービス

介護予防訪問介護※

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護※

983

107

1

3

1

16

605

86

5

1

142

18

561

41

1

3

1

17

231

90

6

1

155

19

317

1

1

3

1

17

7

94

6

1

168

20

地域密着型サービス

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

12

1

9

2

17

1

12

5

22

1

17

5

介護予防福祉用具購入 7 7 7

介護予防住宅改修 52 54 56

介護予防支援※ 120 73 45

合・計 1，174 712 448
●

区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

施設入浴サービス 24 24 25

搬送サービス 35 37 41

合 計 59 61 65
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△
第10章:給付費の推計

介護予防・日常生活支援総合事業のうち、要支援者等に提供される介護予防・日常生

活支援サービス事業については、事業を実施する平成28年1月以降、現行の予防給付か

ら介護予防・日常生活支援サービス事業に段階的に移行していくと見込み、事業量及び

費用額を以下のように推計しました。

図表147介護予防・日常生活支援サービス年間見込量

(単位：件）

区 分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度

訪問型サービス（訪問介護） 件 150 4,890 7,700

通所型サービス（通所介護） 件 360 12,270 19,320

介護予防ケアマネジメント（介護予防支援） 件 360 12,040 18,950

図表148介護予防・日常生活支援サービス費用額

(単位：百万円）

区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

訪問型サービス 2 73 118

通所型サービス 12 415 667

介護予防ケアマネジメント 2 55 88

図表149地域支援事業費

(単位：百万円）

区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

介護予防・日常生活支援総合事業 58 588 927

介護予防・生活支援サービス事業 16 552 886

一般介護予防事業 41 36 41

包括的支援等事業 537 609 645

合 計 594 1,197 1,572

端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。

－183－
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